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　　　　　　　　　　　　　　調 　 　査 　 　の 　 　概 　 　要

(1)目 的 と 経 緯

　本調査は昭和54年 度に(財)日 本情報処理開発協会が、(株)旭 リサーチセンターk依 頼 して行

った も の であ る。

　 (財)日 本情 報 処 理 開発 協 会 は 昭和53年 度 よ り3カ 年 計画 で 「産業 別 情報拠 点 育成 に関 す る調査

研 究 」 を実施 中 で ある。本 調 査研 究 は4つ の サ ブテー マか ら構成 され てい る。 それ は、

① 産業 別 情 報 ニー ズ調 査

② 産業 別 情 報 拠 点 パ イ ロ ・ ト・システ ムの開発

③ 産業 別 の海 外 情 報 に 関す る基 礎調 査

　④ 情 報 ネ ッ トワー ク形 成 に関 す る制 度 的諸 問題 の検討

とな ってい る。 本 調 査 は 上 記 の第4の サ ブテー マの検 討 資料 と して、

　 　 ・　 統 　 　計 　 　 法

　 　 ・　 デ ー タの作 成権 及 び購 入者 の第 三 者 への 再提 供 の問 題

　 　 ・　 そ　 　 の　 　 他

につい て ま とめ た もの で あ る。

　 本 調査 を具体 化 す る に当 り、調 査 目的 に対 し、 若干 の変 更 が行 わ れた。 す なわ ち、 対象 をデー タベ

ー スに限 り
、 これ に対 す る法 的 規制 を調査 す る こ と と した 。そ の た め に、 次 の手 順 に したが って調査

を進 め た 。

　 ① デ ー タベ ー スの 作成 か ら消 費 にい た る全過 程 に つい て、 現実 に存在 す る流通経 路 を列挙 す る。

　 ② それ ぞ れ に つい て現 行 法規 との対応 を検討 す る。

　 ③ 諸 外 国(と くに米国)の この分 野 に おけ る法制 を調 査 す る。

こ こに示 す法制 と して は、著 作権 法 、 統計 法、 情 報公 開 法(構 想)な どが対 象 とな った。

(2)　 検 討 方 法 と 範 囲

　 (株)旭 リサーチセンタは、本調査を実施するために、北川善太郎教授を座長 とする研究会を組織

し調査を行 った。研究会の委員名とその担当を示 したものを次表に示す。

` 委　　　員 所　　　　　　属 分　　　担

北　川　善太郎 京都大学法学部教授 総　　　　　活

着　藤　　　博 新潟大学法学部教授 著 作 権 関 連

阪　本　昌　成 広島大学法学部助教授 情 報公 開関 連

松　本　恒　雄 広島大学法学部助教授 情 報 契 約関 連

一1



委　　　員 所　　　　　　　　　属 分　　　　　担

名　和　小太郎 ㈱ リサ ーチ セ ン タ ー 主席 企 画 員

、

　事務局　現状調査

'

福　島　嗣　郎 〃　　　　 主任研究員

増　沢　昭　三 〃　　　　 研　究　員

長　田　　　洋 "　 　　　　　　　　　　　　　　　　〃

6

　検 討 方法 と しては 、法 的調 査 は 委 員が 主体 とな って行 い 、デ ー タベ ース の現 状 調 査 は事 務局 か 主 と

して行 った。

　検 討対 象 と しては 、前項 に示 した もの を編 成 しな お して、

　 　 ・ 情 報 公 開(統 計法 を含 む)

　 　 ・　 著 　 　作 　 　権

　 　 ・　 情 　報 　契 　約

の3点 とした。

(3)本 書 の 構 成

　 本書 は2部 に分 かれ 、第1部 はデ ー タベー ス に関す る法 的 検討 の結 果 、第2部 は、 デー タベー ス の

形成 及び 流通 に関 す る現 状 調 査 の構 成 とな ってい る。
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1.デ ー タベ ース に 関 す る法 的 諸 問題

1.1 ま　　え　　が　　き

　 お よそ 法 律制 度 ない し法律 問 題 は 、少 くと も二面 か ら考 え る必 要 が ある。 これ は新 しい もの を立 案

す る場 合 に も、現 存 の もの を分 析 しあるい は改善 しよ うとす るさい に もあて は ま る。 こ こで二面 とは

法 律 の構 造 面 か らのア プ ロー チ と法律 の機 能 面 か らのア プ ロー チで あ る。 わ か り易 く云 え ば、 法律 の

法 文 が ど うな ってい るか 、 どの よ うに表 現 す るべ きか を検討 す るの が前者 で あ り、法 律 が現 実 に どの

よ うに動 い てい るか 、 どの よ うに動 くべ きか を解 明 す るの が後者 で ある。本論 文 で は 、便宜 上 、 前者

を法 の 構造 的 ア プ ロー チ、 後 者 を法 の機 能的 ア プ ロー チ と称 す る。 この うち法 の構 造的 ア プ ロー チ は ・

法 学 では伝 統 的 な もので あ って比 較 的 な じみ やす い の に対 して、 後 者、法 の機 能 的 ア プ ロー チは 個 々

的 な判 決 や個 別 法規 につ い ては ある程 度 解 明 できて も、一 般 的 にい ってか な り困 難 な作 業 で ある。 と

くに学 問的 な研 究 課題 と しては 、 ま だ未 開 拓 で あ る。俗 に、立法 は闇夜 に鉄砲 を打 つ の に似 てい る と

い われ るが 、 これ は立 法 政策 におけ る法 の機 能 的 ア プ ロー チ の困 難…さを物 語 ってい る。

　 本 研 究 が 対象 に してい るデー タベ ース ない しそ の 流通 の 問題 もその例 外 では ない 。法 の機 能的 ア プ

ロー チか らこの対 象 を研 究 す るに は、 ま だ まだ準備 不足 で ある。 「情 報公 開 」 「著作 権 」 「契 約 」 の

3点 を柱 とす る以 下 の諸 報告 も、 よ うや く法 の構 造 的 ア プ ローチ の一端 に辿 りつい た程 度 で ある と云

わ ざ るを得 な い 。この点 で も諸外 国 の発 展 が われ われ に とって参考 にな る。 と くに、構 造 面 で の新 し

い動 向(た とえ ばア メ リカ合 衆 国 に おけ る情 報公 開 制 度 やデー タベー ス ・ビジネ スの展 開)は 、 わが

国 の制 度 の あ り方 を考 え るさい に多 くの示 唆 を与 え る。 しか し問題 は 、それ らをそ の まま わが国 に導

入 すれ ば よい こ とにな る のか で ある。 これ は 明 らか に ノーで あろ う。導 入 の可否 、 導入 の条 件、 方法

は ま さに法 の機 能的 ア プ ロー チの研 究課題 で ある 。

　 わが国 の 「近 代 化 」 の過程 では 欧 米モ デ ルの 導入 に熱心 で ある あま り、法 の構 造的 ア プ ローチ に加

え て法 の機 能 的 ア プ ロー チ に あま り思 い をい たす こ とな く外 国 の法 制 度 な り、法 律 問題 を眺 めて来 た

とい え る♂ ン ピュ一 夕 ・シス テ ム とい うきわ めて ホ ッ トな対 象 にかか わ る本 研 究 で も、 この点 に留意

す る必要 が あ る。 や や具 体 的 にい え ば、 デ ー タベ ー ス が完 備 し、それ を流通 させ る ビジネ ス が盛 ん に

な る ことは 、わ が国 で も必要 で あ る。 だが 、 この こ と と、 どの よ うな法制 度 の もとで、 そ の実 現 をわ

が国 で 目指 す ぺ きか とは別 なの で あ る。 とい うの は、 わか国 におい て 、た とえば 、 ア メ リカ とま った

く同 じ法 制 度 を確立 しえ た と仮定 して も、 そ の制度 の役 割 は 自 ら両国 では異 ならざ るをえないからで あ

る。 わか国 に おけ る最 適条 件 を採 るの が法 の機 能 的 ア プ ローチ の課題 で ある。本 研究 は この よ うな問

題意 識 を背 景 に しな が ら、まず第 一 歩 と して法 の構造 的 ア プ ロー チ を試 み た もの で ある。

　 本 報告 は以 上の よ うな立場 か ら、デ ー タベ ース の法 的 諸 問題 に つい て序論 的 な検討 を試 み る もの で

あ る。
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4.2　 前提 条 件 に関 す る諸 問 題

　 1.2.1問 題 の 存 在

　 現 在 の ところ、 わが国 でデー タベー ス ・ビジ ネス が 高度 に発 展 し、 それ に関 す る多 くの 法律 問 題 が

法 律 家 の解 答 を待 って い る とい う状況 か らはほ ど遠い 。そ の よ うな状 況 にい た るには な おい くた の前

提条 件 が充 た され ね ば な らな い。 そ の よ うな前 提条 件 と して何 が 問題 に なるで あろ うか 。 これ は、 一

見 した と ころ法 律 論 とかか わ りのない 技 術的 、経 済的 問 題 の よ うに思 われ るか もしれ ない 。 もし、 法

的分 析 を もって、 前述 した構 造的 ア プ ロー チ で必 要 か つ十 分 で あ る とす る な らばそ の通 りで あろ う。

しか し法 の機 能 的 ア プ ローチ が法 律論 に と り必 要 で 不 可欠 で ある とす るな らば 一 そ して、 これが 今

日の法学 の 趨勢 で あ る 一 前 提条 件 をぬ き に した検討 は、 われ われ に と り一 面 的 とい わ ざる をえ ない。

　 以 下 の考 察 で は前 提条 件 を技術 面 を中心 とす るハ ー ド面 と、 その 技術 を動 か す 人的 ・物 的 機 構 に関

す る ソ フ ト面 に分 け てみ る 。

　 1.2.2　 ハー ド面 に 関す る前 提 条件

　 コン ピュー タ を中心 とす る文 字通 りバー ・ドウ ェアの 発達 は 日進 月歩 で あ って、 デー タベー スの 流通

問題 の前 提要 件 に 関 して と くに問題 とす る必 要 は ない で あろ う。む しろ、 この よ うな前 提条 件 が具 備

したか らこそ デ ー タベー ス ・ビジネ ス の振 興 か 関心 を よぶ にい た った わ け で ある。 ハー ド面 で残 され

た 前 提条 件 は デー タ通 信回線 の利 用規 制 に か らむ 問題 で あろ う。 た だ、 この 点 につい ては す で に論 議

が 重 ね られ、 実 際 上 も種 々の動 きか あるの で本 研 究 で は と くに取 り上 げ てレ・ない 。

　 コ ン ピ ュー タ,その他 の情 報 機器 は 日進 月歩 と どま る と ころ を知 らない の で、 こ こでい う前提 条 件 の

整 備(た と.えぱ品質 規 格 統一)は 法 的 規制 に よ る よ りも技 術 面 の進 歩 に よ り実 現 され る こ とが 多 く

(規 格が異 な って も、 互換 性 ある機 器 の開発 が条 件 を整備 す る こ とにな る)、 結 局 、デ ー タ ベー ス流

通 の前 提条 件 に関 す る法律 問題 の重 点 は 、技 術 的 にほ ぼ問 題 が ない こ とか ら、 そ の技術 を動 か す

・物 的機 構 の ソフ ト面 に あ る とい え よ う。

　 1.2.5・ ソ フ ト面 に関 す る前 提 条件

　 これ に は種 々の もの が ある。 そ の うち2、3を あげ る。

　① 法 に対 す る考 え方(法 意 識)と の関 係

　 ある問 題 に 出会 った場 合、 そ れ に関 す る情 報 を収集 し、 そ こで確認 した事実 を尊 重 し、そ の 上 に 自

らの政 策判 断 を形 成 す る とい うプ ロセス は、 わが国 では 必 ず しも定着 してい る とはい え ない 。問題 を

対 象化 し、 自分 の 手 よ りつ きは な して冷 静 に と らえ る ことよ りも、 む しろわ が国 では 自分 を問 題 の な

か に放 り込 み 、 自分 が たえ ず 中 にい な が ら問 題 の解 答 を探 ってい くことが好 まれ る。 この よ うな思 考

パ ター ンは 自己 とは別 の法 規範 とい う客観 的 な基準 に て ら して 自分 が判 定 され裁 か れ る こ と を出来 る

限 り回避 しよ うとす る。法 に よる解決 がわ が国 では なか なか 浸透 しがた い所 以 で あ る。 さ らに、 徹底

的 に事実 ・状 況 をつ き とめ る こ とよ りも、適 当 な ところ で妥 当 な途 を探 ろ う とす る 「低 い 」権 利 意 識

s

、
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を生み 出 す。 この よ うな傾 向 に は それ な りに大 きな メ リ ッ トが あ る。 しか し、 この よ うな傾 向 が事実

と して現 に わが国 に存在 してい る限 り、 それ は デー タベ ー ス ・ビジネ スの振 興 に と って阻 害要 因 とな

りか ね ない の で ある。 それ を どの よ うに受 け とめ るか。

　 この点 に対 して 明快 な答 は 見 出 しに くい ので あ るが、 他 の法分 野 で の動 向 な どを参 考 にす る と、 こ

こで指摘 しうる こ とは 、 その よ うな 「あい まい さ」 こそ デー タベ ー ス を最大 限 利用 す る こ とで是正 す

べ きで あ り、 また、 ある程 度 、是 正 を期待 しうる とい う点 で ある。 これ か らは 、事 実 を事 実 と して ま

ず尊 重 す る姿勢 が根 付 くべ きで あ り 、そ の上 で、 わが国 で特徴 的 な柔軟 な問 題解 決 方式 が働 くよ うに

もってい くの が今 後 の歩 む べ き方 向 では なか ろ うか。 この意味 で一 見デ ー タベー ス流通 には親 しま な

い よ うな わが国 の 「体 質 」 も必 ず しもそれ と矛盾 す る もの では ない し、逆 に 、かか る体質 改 善 が デー

タベー ス流通 に よ り期 待 で き るの で ある。

　 ② 情 報 に対 す る低 い 評価

　 わが国 では情 報 、無 形物 、 知 識 に対 して正当 な評 価 が与 え られ ない ところが 多い。 これ もそ の実 態

が何 か か究 明 され た上 の こと とはい え ない が、 この よ うな意識 の存 在 は認 め られ そ うで ある。 た とえ

ば 、著作 権 に対 す る意 識 の低 さ。 これ が情報 産業 の発展 とど う関連 ず るのか 。

　 この点 は、 ① で述 べ たの と同様 にデー タベー ス流通 を阻害 す る要 因 とな りかね な℃(対 価 を払 って

まで情 報 を手va入 れ よ うと しな噸 向)rし ・〉'しこれ も結局 は デ一 夕ベー 硫 い しそ の流 通Qも た
.ら

す効 用 に よ って決 ま って きそ うで ある。 よ り有用 なデー タが相当 な対価 で入 手 しうる こ とになれ ば 、

① よ りもよ り容 易 にデ ー タベ ー ス ●ビジ ネス が わが国 で受け 入れ られ る で あろ う。 この関 連 で・ 法律

的 にはデ ー タベ ース の権 利 処理 システ ム を確立 しデ ー タベー スへ の容 易 な ア ク セス を確保 す る こ とが

望 まれ る(注1.)。

　③ 行政 とデ ー タベ ー ス流通 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 ,

　 デ ー タベー ス 流通 シス テ ムの確 立 に行政 が重 要 な役 割 を果 すべ きこ とは い うまで もある まい。 しか

し、 も し、 そ の シ ステ ム が官 庁 主 導型 で官 製 の シス テ ムで あ る とす れ ば、 これ は望 ま しい とは限 らな

い,こ の あた り微妙 な問 題 が か らむ が、 た とえば 、 「情報 サ ー ビス公 社 」 が企業 な り消費 者 に情報 を

提 供 す る とい った方 向 は 多数 の支 持 をえ られ ない で あ ろ う。他 方 、行 政 の積 極的 な協 刀が なけれ ば、

デ ー タベー ス ・ビジ ネスは 破行 的 な もの に な って しま うで あろ う。統 一的 な情報 公 開制 度 の確 立 が、

この点 に つい て の前 提条 件 で ある(注2⊃ 。現在 で も公共 的 デー タベー ス の提供 は ある程度 行 わ れ て

い るが 、そ の提 供 方 式 には パ ラつ きが 目立 つ し、 また、 な によ り もデ ー タベ ー ス流通 が われ われ の社

会 に もた ら しうる利益 、 価値 につ い て十 分 な認識 を もった上 で採 用 され てい ない 。 この意味 でデー タ

ベー ス流 通 の もっ 意 味価 値 に つい て根底 か ら再検 討 して お くべ き時 期 が きてい る
。 これは 、 ビジネス

と しての将来 性 に と どま る もの で は な い 。デー タベ ー スの 流通 が ビジ入 ス と して確 立 し発 展 す る と、

そ の社会 生 活 、教 育制 度、 研 究体 制 、国 際関 係そ の他 もろ もろの セク ター に対 す る波 及効 果 が大 きい

か らで あ る。

(注1.)第1部3章 参 照

(注2.)第1部4章 参 照
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④ プ ラ イ バ シ ー

　デー タベー ス の増 加 、デ ー タベー ス ・ビジ ネス の発達 に比例 して、 個 人 の プ ラ イバ シーが おび やか

され 、侵 害 され る。 目に 見え な い と ころで こ う した事態 が進 行 す る こ とは さ けが たい 。 法人 の プ ライ

バ シー を認 め る な らば(こ の 点 は ま だ決 着 がつ い てい ない)、 よ り一 層 プ ライバ シー 問題 は複雑 な様

相 を呈 してい る。企 業機 密 が か らま って くる ため で あ る。 これ は、 情 報 公 開 に踏 み き って い るア メ リ

カの現状 か らも明 らか で ある。 わが国 に おげ る プ ライバ シー論 議 も情 報 公 開 と関 連 づ け て行 われ てい

る。 プ ラ イバ シー そ の もの に つ い ては、 今 回 は本 研 究の 対象 か らは はず しているので、こ こではそ の問

題 の 指摘 に とどめ て これ 以 上 立 ち入 らな い こ とにす る。 ただデー タベ ー ス ・ビ ジネス との関 連で一 言

ふれ るな らば 、デー タベ ー ス の 作成 段 階、 流 通段 階 、最 終利 用段 階 の そ れぞ れ におい て、 プ ライバ シ

ー保 護(自 己 の情報 へ の アク セス権 を含 め た)は 、 法律 的 に種 々の性 質 の異 な った問 題 に 出会 うこ と

にな るの で、 これ を区 分 け して検 討 を進 める必要 が あ る と思 われ る。

・エも

1.5　 デー タベ ー ス の 法 的特 色

　 1.5.1　 無 体物 として の デ ー タベ ー ス

　 ひ ろ く情報 は独 自の価 値 を も って い る。 これ は今 日では誰 も疑 わな い で あろ う。情 報 産業 とい う表

現 も定着 してい る。 この情 報 は法 的 には無 体物 とい われ てい る。 土地 、 建 物 な どの 不動 産 や 自動 車、

各種 の情報 機 器 な どの動 産 の よ うな有 形 の有体 物 に対 し、 目に 見 えな い情 報 は無 体物 と称 され てい る。

法 律 的 には 、特許 ・商 標 ・著 作権 な どが そ の代 表例 で あるが、 ソフ トウ ェア もこれ に入 る。情 報 の一

種 で あるデー タベー ス も した が って無 体物 で あ る。デー タベー ス が磁 気 テー プの よ うな有 形物 に収 録

され て い て もデー タベ ー スそ の もの ま で も有 形 化 し有体 物 とな るわけ では ない 。丁 度 特許 製 品 と特 許

発 明 との 関係 の よ うに。

　 デー タベー ス が無 体 物 とい え て も、 それ は法 律 的 に保護 に値 す る値 打 ちを もってい るか。 そ れが経

済 的、 社 会的 に十 分価 値 の あ る もので あ って も、そ れ が直 ちに法 律 上 も価 値 が あ り、 デー タベ ー ス上

の権利 、 た とえば、　 「デー タベ ー ス権 」 とい った もあ が、 あた か も家 につ い ての所 有権 か認 め られ る

の と同 じよ うに認 め られ る こ とには な らな い。 この点 は ソ フ トウ ェア と類似 して い る。将 来 の発展 は

さ てお き、 さ しあた り 「デ ー タベ ー ス権 」 は著 作権 に よ りなが らそ の保 護 をはか るのが 妥当 で あろ う

(注3.)。 た だ し、 著 作権 と 「デー タベー ス権 」 とが ま った く同一 視 しうるか は問題 と して残 るか も

しれ ない(注4.)。

`

・.　 1.5.2,デ ー タベ ー スの 法 的 保護

　　 デー タベ ー ス を法 的 にみ る と、 一 応、 上述 の よ うに解 しう るが 、 そ の法 的保 護 とな る とつ ぎの点 に

　 留意 すべ きで あろ。

(注3.)第1部 第3章 で こ の 問 題 を 扱 う。

(注4.)こ の 点 は 一 応 区 別 し て 考 え う る。 後 述1.3.2;1.4.1お よ び2.4参 照
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　 まず、 著作 物 と して著 作権 法 に よ って種 々の救 済 が 与 え られ る。 そ のほ か に、 「デー タベ ー ス権 」

と して法 的保 護 が当然 に与 え られ るわけ で は ない。 また著 作権 に よる保 護 だ け で十 分で ある と もい え

ない し、 なか に著 作権 に よる保 護 の対 象 にな らない デ ー タベー ス もある
。 デ ー タベー ス に あ っては、

既 成 の物権 や債権 が侵 害 され た場 合 と異 な り法 的保 護 の範 囲 ・程度 ない し種 類 はそれ程 は っ き りして

い る とは い え ない 。'かりに所有 権 を類推 しで 「情 報所 有権 」 の如 き もの を考 え て も
、無 体物 と してデ

ータベ ー ス には有 体物 と異質 な性 質 が 内在 してい る
。 た とえば、 有体 物 と異 な り、同一 デ ー タベー ス

の重 複 生産 、 流通 が可能 で あるた め に、 デー タベー ス の 流通 に さい して は 、MT毎 の譲渡 方式 よ りも

ライセ ンス 方式 が と られ た り、MTを 提供 して もそ の転 譲 渡 を禁止 した り、 あるい は一定 期 間後 には

MTの 返 却 を義 務 づけ る等 、無 体 物 の特 徴 がそ うした点 に反映 してい る。

　以上 の よ うに見 て くる と.,デ ー タベ ー ス の法 的 保護 は契 約 を通 して行 うの が適切 で あ・る こ とに な る。

もっ と も契 約 に よる場 合 には 、そ の効 果 は、契 約 当事 者 間 に原 則 と して限定 され るの で、 必要 に応 じ

て同 じ効 果 を契 約相 手 方以 上 に及 ぼ す ため に、 相手 方 が 第三 者 と締結 す るさい に、相 手 方 にそ の効 果

を盛 り込 む よ うに義務 づけ る とい った契 約条 項上 の配慮 が必要 で ある。

1.4　 デ ー タベ ー ス作 成,流 通 上 の法 律 問 題

　 1.4.1作 成

　 デ ー タベー ス は そ の作 成 者 に属 す るのが 原則 とい え よ うが、 これ には種 々 の例外 が ある。 まず、 契

約 によ って権 利 ・利 益帰 属 が決 め られ てい る場 合 には そ れ に よる。 つ ぎに、 デ ー タベー ス作 成 者 に 多

額 の資 金 や設備 を提 供 した者 は 加工 の法 理 の類 推 に よ って(民 法246条) 、作 成 者 でな い提 供 者が

デー タベー ス を自己 の物 とな しうる。 あ るいは 両者 の 「共 有 」関 係 に なる こと も考 え られ る
。 前述 し

た よ うに、 デー タベ ース 「所 有権 」 は 確立 してい る とはい えない の で あるが 、 デー タベー ス が取 引 の

客体 と して流 通 す るの で、法 的 に保 護 す べ き利益 がそ こに存在 してい る。 この価 値利益 の帰 属者 が誰

で ある かは法 律 上考 え てお くべ き問 題 で あ る。

　 つ ぎに、公 共 的 デー タベー ス につ い て、 行政 の手 に な る報告書 、調 査 デ ー タ、記 録 その 他 の情 報 が

政府 刊 行物 と して一 般 に公 開 され る場 合 には と くに問 題 は ない が、 そ うで な い場 合 に、 デ ー タベ ー ス

自体 を法的 に独 自 の価値 を もっ無体 物 とみ る と、作 成 した行 政官 庁がそ の価 値 ・利益主 体 とな る と考

え うる。そ こで公物 の 民間 へ の払 下 げ と類似 の問題 が 公共 的 デ ー タベー ス の流通 に関連 して介在 す る

こ とにな らな い か検討 すべ きで ある。

　 1.4.2流 　 通 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　　 .

　 デ ー タベ ー ス ・ビ ジネ ス の流通 機 構 が どの よ うな形態 を とるか は、 現 在 の と ころ 流 動 的 で あ る。

基 本 的 には 中間 の流 通 業 者 と して 卸 機 能 を もつ も の と 小 売 機 能 を もつ もの に分 かれ 、 さ ら に、デ

ー タ ベ ニ ス'サ ー ビ スを仲 介 す る業 者 や
・ 会 員 サー ビス と して デー タベ ー ス ・サー ビス を行 う業 界

団体 もある。 また、 デー タベー ス ・サ ー ビス の 方法 と して、 オ ン ライ ン とオ フ ラインの 二種 が重 要 で
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あ る し、 デー タベ ース の流通 に さい して有 形物(MT、 印 刷物)の み を扱 う場 合 もあれば 、情 報 と し

ての デ ー タベー ス を扱 う場 合 も ある。前 者 の場 合は と くに一 般 の 商 品の取 引 と異 な らない が、無 体物

で あるデ ー タベ ー ス が取 引 され る場 合 には 、 そ れ と して独 自の 問題 が生 ず る。 た とえ ば、 オ ン ライ ン

で 提供 され た 情報 を、 消費 者 が 一般 に購 入 した商 品 を消 費 し、 処分 す る の と同様 に考 えて よい か は問

題 で あ る。 この 点 に関 して、 契 約条 項 で、 消費 者 に販 売 した 「情 報 」 を さ らに第三 者 に流 さ ない よ う

に義 務 づ け てい る例 を 見 るが、有体 物 の取 引 と必 ず しも同列 に論 じえ ない こ とを物語 ってい る(注5.)。

　 い ず れ に して も、 デ ー タベ ー ス の流通 に関 して契 約 に よる取 決 め が法律 上 主要 な役割 を果 す ことに

な るが 、 その さい わ が 国 の流 通 機 構の構 造 と特 質 を十分 把握 した上 でそ の法律 的 構成 に努 め るべ きで

ある。 あま り実 務 に密 着 しす ぎる と既存 の法律 制 度 とのつ なが りが ぼけ る し、他 方、 既 存 の法律 制 度

に こだ わ りす ぎる と、 現 実 ば なれ の した法 律論 に な りか ね ない 。

　 1.4.5　 民事 責 任 そ の他

① 　民 事 　責 　任

　 デー タベー ス ・ビジネ ス が発 達 す る とデー タベー ス と従 来 の法 律 問題 とがか らま って種 々の問 題 が

続 出 しよ う。 た とえ ば、 デ ー タベ ー ス に依 存 して い た と ころ、 そ の中 に 虚偽 のデー タが 含 まれ てい た

ため、 あるい は プ ログ ラム ・ ミス で誤 った情 報 が打 ち出 され た た め に、 ユー ザの事 業 上大 きな損 失 を

受 け た場 合 、 デー タベー ス 作 成 者 や流通 業 者 は、 そ う したデ ー タの提 供 に対 して民事 責任 を問 われ る

こ とが ある。 直接 の契 約 当 事 者 間 では、 デー タベ ー スの 内容 、 品質 につい て免 責条 項 や責 任 制 限条 項

で あ る程 度 リス ク を回避 し うるが、 第三 者 との関 係 では、 そ う した条項 は効 刀 を生 じない。 逆 に、 提

供 した デー タベー ス な りデ ー タが契 約条 項 に反 して悪 用 され た場 合 に生 ず る責 任 問題 も、情 報 の特 質

とか らん で、有 体物 を対 象 に した契 約 責任 法 で十 分扱 い うる か、特 許 の冒用 と似 た よ うな事 情 が 見 ら

れ る(注6⇒ 。

　 取 引 が 介在 して も しな くて も、 デー タベー ス の保 存 の問題 が あ る。 デ ー タベー ス の倉 庫業 も考 え ら

れ てい る よ うで あるが 、 火 災 、震 災、 盗難 そ の他 の不慮 の事 態 に備 え て、 あ るい は、 企 業 情報 の 漏 洩

防止 の ため に も、 デ ー タセ キ ュ リテ ィの確 保 が重要 な課題 で ある(注7.)。 これ は法 律 的 には、 コ ン

ピュー タ保 険 契 約 に よる損 害、 填補 措 置、 加害 者 に対 す る民 事責 任 の追 及 に関連 して くる。

　 ② 　民 　事 　 紛 　争

　 デ ー タベ ース 業 者 が倒 産 した ときに、 そ の保 有 す るデー タベ ース の 差押 え、 競売 の 問題 が 生 ず る し

あるい は破産 、 会社 更 生 手続 でデー タベ ー ス は どの よ うな取 扱 い を うけ るの か、 も今 後 の テー マ で あ

る。 また、 デ ー タベー ス に財 産価 値 が あるの で、 それ を担保 に とる こ とが 考 え られ る。 そ のさ い の担

保 権 設定 方 法 や担保 権 の実 行 方法 は ど うな るか も、法 律 的 に は興 味 あ る問 題 で あ る。 さ らに、MTが

文 書 か証 拠物 か とい う議 論 が法 廷 で争 われ てい るよ うに(注8.)、 民 事 訴訟手 続 で もデー タベ ー スは

(注5.)こ れ ら の 点 に つ い て は 、 第1部2章 で 詳 し く検 討 さ れ てい る。

(注6,)次 章2.5お よ び2.6を 参 照

(注7.)上 園 忠 弘 「コ ン ピ ュー タ情 報 の 保 護 」 ジ ュ リス ト658号(1918)38頁 以 下 を 参 照

も
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多 くの 問題 を投 げ か げ てい る。
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1.5あ と が き

　 以 上、 デ ー タベー ス ない しデー タ ベー ス流 通 に関 連 して生 じうる法律上 の問 題 を概 説 した。 も とよ

りきわめ て粗 雑 な概 説 で あっ て多 くの問題 点 を残 してい る し、 と りあげ た論 点 も十分 分 析 しつ く した

わけ では ない。 これ は 、 問題 が新 しい ことに もよるが 、そ の足 らない点 は今 後 の 研究 に よ って補足 拡

充 して行 きたい 。本 研 究 で終 始 念頭 に あ った のは、 無体物 に対 す る法 シス テ ム を ど う考 え るべ きか で

あ った。 有体物 を中 心 とす る法 シス テ ム をデー タベ ース の よ うな無体 物 に適 用 す るには限 界 が あ る。

その分 析 は法 律 学 に とって の大 きな研 究 課題 で ある。

●

(注8.)大 阪 高 浜　 昭53.3.6　 判 時883号9頁(電 刀会社 の 測定 記 録等 を入 力はMTを 準 文書

　 　　 　と して文書 提 出命 令 に よ り提 出 を命 じた事例)。
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2.デ ー タ ベ ース取 引 の契 約 法 上 の問題 点

2.1　 取 引 の 当 事 者

　 ここで はデー タベ ー スの 流 通過 程 に おけ る法律 問 題 の うちで、取 引契 約 にか か わ る問題 点 を と りあ

げ て検討 す る こ とにす る。 まず、 あ らか じめ取引 の各 段 階 に おい て登 場 す る ことの予 想 され る当 事 者

を列挙 す る と次の よ うに な る。

　 A　 ソー ス デー タ所 持 者

　 B　 プ ロデ ュー サ ー

　 C　 流 通業 者

　　 C-1　 オ ン ラ イン ・デ ィス トリビュー タ

　　 C-2　 オ フ ラ イン ・デ ィス トリビュー タ

　　 C-3　 ブ ロー カー(検 索 代行 業 者)

　 D　 ユ ー ザ

　　 D-1　 団　 　 体

　　 D-2　 構 成 員

　 現実 の デー タベー ス 取 引 に登場 す る公 共機 関、 団体 、企 業 は上 記 の よ うな単 一 の性 格 を有 して い る

場 合 もあれば 、 プ ロデ ューサ とデ ィス トリビ ュー タを兼 業 してい る場 合(い わ ゆ る インチ プ レー テ ッ

ド ・サー ビス ・ベ ンダ ー)や 、 エン ド・ユ ー ザ としての性 格 と流通 業 者 として の性 格 を合 わせ持 って

い る場 合 の よ うに複 合 的 な場 合 も ある。

2.2　 デ ー タ ベ ー ス の 供 給 態 様

　上 記 の流通 段階 の 各 当事 者 間 でデ ー-ータベー ス取 引 と してい か な る物 又はサ ー ビスが 供給 され るか が

次 の問題 で ある。 次 の4態 様 が考 え られ る。

　① 　 オ ン ラ イ ン

② 磁 気 テ ー プ

　③ 　 印　 　刷　 　物

④ 　 サ　 ー 　 ビ　 ス

　 磁気 テー プや印 刷物 で供 給 され る場 合 は、 デー タベ ース取 引 の本 来 の 目的 た る情 報 が磁 気 テー プや

印 刷物 とい う有 体物 の形 を とってい るので、 物 の売 買 も し くは賃貸 借 とい う物 に関 す る契 約 との構成

を と りやす い。 これ に対 して、 オ ン ラ インに よる場 合 は ライセ ンス契 約 とも、無 体物 たる情 報 の必要

部分 の売買 と も、 ある いは サ ー ビス の 供給 と も構 成 しうる。 デー タ通 信 ネ ッ トワー ク を 自 ら所 有 し、

オ ンラ インで 情 報 を伝 達 す るデ ィス トリビュー タ の場 合 、プロデューサーの作成 したデ ー タベ ース の卸

売業 者 と して の性 格 づ け とデ ー タ通信 ネ ッ トワー ク を利 用 させ るサー ビス業者 と しての性 格 づけ が 可

能 で あろ う。 デー タベ ース取 引 の分析 に あた っては、 物 の取 引 かサ ー ビス の取 引 か に単 純 に二分 で き

な い要素 を含ん でい る点 に注意 す る必 要 が あろ う。

　 デー タベ ース の取 引 形 態 は 当事 者 と供 給態 様 との組 み合 わせ の数 だ け考 える こ とが で きるが、 そ こ
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には 現実 には ない 組み 合 わせ も入 って くる。 す べ ての 可能 な流通 経 路 と供給 態様 の組 み合 わせ をタ1]挙

して、 そ れ ぞれ の取 引契 約 の性 質 を明 らか にす る こ とが必要 で あろ うが、 紙数 の関 係 も あるの で、 重

要 と思 われ る取 引段 階 のみ に限 って検討 す る(1)。す なわ ち、次 の各 段 階 で ある。

①

②

③

④

⑤

⑥

⑦

⑧

⑨

ソ ー ス デー タ 所 持 者 一 プ ロ デ ュー サ ー

フ ロ ア ユー サ 一 一 オ ン ラ イ ン ・デ ィス ト リ ビ ュー タ

オ ン ラ イ ン ・デ ィス ト リ ビ ュ一 夕 ー ユ ー ザ

フ ロア ユー サ ー ー ユ ー ザ

・　 オ ン　ラ　イ　 ン

・　 磁 気 テ ー プ

・　 印 　 　 刷 　 　 物

プ ロデ ュー サ ー ー オ フ ラ イ ン ・デ ィ リス ト ビ ュ ー タ

オ フ ラ イ ン ・デ ィス ト リ ビ ュー タ ー ユ ー ザ

ブ ロー カー の 法 的 地 位

ユ ー ザ と し て の 団 体 一 構 成 員

会 員 制 の デ ー タ ベ ー ス

6

2.5　 各 段 階 の取 引契 約 の 性 質

　 2.5.1　 ソー スデー タ所 持 者 一 プ ロデ ュー サー

　 厳密 に言 えば 、 この段 階 は 流通 過 程 と言 うよ りは、む しろデー タベ ース の作 成 過程 と言 うべ きか も

しれ ない 。 ソー スデ ー タ保 持 者 と して は、 国、 自治体 、 特殊 法人 等 の政 府機 関 の場 合、 学会 、大 学 等

の非営 利機 関 の場 合 、民 間機 関 の 場 合 が あ る。 ソー ス デー タ所持 者 が政 府機 関 で ある場 合 には、 情 報

公開 等 の公 法 上 の問題 が ある が、 契 約法 上 は 他 の場 合 とあま り異 なる ところ は ない。 この段 階 に は、

次 の3つ の タ イプが考 え られ る。

　 ① ソース デー タ所 持 者 が 印刷 物 の形 で公 表 したデー 久 又 は未公 表 の デー タ をプ ロデ ュー サー が

収 集 して磁気 テー プ化 す る場 合

　 ② ソー ス デー タ所 持 者 が プ ロデ ューサ ー に磁 気 テー プ に よるデー タベ ー ス化 を委託 す る場 合

　 ③ ソース デー タ所持 者 が 自 ら作 成 した磁 気テ ー プ(マ ス ター テー プ)を プ ロデ ュー サー が購 入 な

い しは使 用権 の設定 を受 け、 そ れ を再編 成 し、付 加 価 値 を付 け る場 合

　 第1の タ イ プの場 合は 、デー タ ソー ス所 持 者 の有 す る著 作権 の処 理 を除 けば、 プ ロデ ュー サー が独

自で収 集 した個別 デー タ をデー タベ ー ス化 す る場 合 と大 差 ない。

　 第2の タ イ プの場 合 は 、情 報 処 理 委託 契 約 で あ り、請 負契 約 と考 え る こ とが で きる で あろ う(2)。プ

ロデ ュー サー の側 か らデ ー タベ ー ス化 につい ての ソフ トウ ェア及 び ノ ウハ ウの供与 が あ るわけ で あ る

が、 デー タベー ス 自体 の 主 た る権 利 は 注文 主 た るデー タベー ス所 持 者 に帰 属す る と考 える べ きで あろ

う。 従 って、 ソー ス デー タ所 持 者 の 許可 な く して、 プ ロデ ュー サー は 当該 デ ー タベー ス を販 売 し、 又
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は他人 の利用 に供 す る こ とは 許 され な い。 しか し、 当該 デー タベー スが商 品化 され る場 合 には、 他 の

者 に優 先 して、場 合 に よ っては排 他 的 な ライ センス を取得 し うる ことを あ らか じめデー タベー ス所 持

者 と約 定 して お くこ とは で きる 。

　 第3の タ イ プの場 合、 契約 の性 質 を確定 す る こ とは か な り困 難 で あ る。 政府 機 関 で 作成 され た デー

タベー ス が民間 に磁気 テ ー プ の形 で公 表 され 、 テ ー プの コ ピー にっい て の実費 だけ が徴収 され る場 合

に は、 デー タベー ス の本体 た る情報 につ い ては無 償 で譲 渡(贈 与)さ れ た こ とにな る
。商 品化 につ い

て の ロ イヤ リテ ィが徴収 され る場 合 には 、 出版契 約 も し くは レ コー ドの原盤 供 給契 約 類似 の もの と考

え る こ とが で き よ う。 磁気 テ ー プ の実 質 供 与 の場 合 に は プ ロデ ュー サー に排 他的 な権 利 が設定 され る

ことは なか ろ うが、 有償 供与 の場 合 に は排他 的権 利 か設定 され る場 合 と非 排 他的 権利 か設 定 され る場

合 が あ ろ う・ そ して・ いずれ の場 合 に も・一ス デー 研 緒 自身 のデ ー タベ ー ス利用 権 は制 限 され る

こ とは ない。特 許権 の譲 渡 や専用 実 施 権 の設 定(特 許 法68
.条)の よ うな物 権 的 効 刀は 現在 の と ころ

認 め られ ない。

◆

●

　 2.5.2　 プ ロデ ュー サー ー オ ン ライ ン ・デ ィス トリビ ュー タ

　 プ ロデ ュー サ ーが 自社 コン ピ ュー タ を利用 して、 自 らオ ン ライ ン ・デ ィス トリビュー タ と しての役

割 を も兼 ね て い る場 合 も多い が 、 こ こでは別 々の もの と して分析 してみ る。 プ ロデ ュー サー とオ ン ラ

イン ・デ ィス トリビ ュー ター の間 の関 係 は、 金銭 の支払 方式 に応 じて、 次 の4タ イプ に分 類 され てい

る(4)。

　 ① 　 購　 入 　 方　式

　 ② ロ イヤ リテ ィ方式

　 ③ 基 本 料 金及 び ロイ ヤ リテ ィ方式

　 ④ 契約 サー ビス 方式

　 購 入 方式 では 、 デ ィス トリビ ュー タに よ り磁 気 テー プ が一 定 の値 段 で購入 され る。 売 買契 約 と考 え

られ、 磁 気 テー プ及 び テ ー プに 含 まれ た情 報 の所 有権 は一応 デ ィス トリビ ュー タに帰 属 す る と考 え て

よい で あろ う。　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 ・

　 ロ イヤ リテ ィ方式 で は、契 約 した デー タベー ス へ のア ク セス1件 あた りの一 定 額 の ロイヤ リテ ィの

料 金 かデ ィス ト リビュー タか ら支払 われ る。 プ ロデ ュー サー の側 か ら見れ ば、 オ ン ライ ン ・ネ ッ トワ

ー ク の利用 契約 と も考 え られ るが
、 デ ィス トリビ ュー タの 側 か ら見 てのデ ー タベ ー スの 利用 契 約 と構

成 され る ことに なる。但 し、本 来 のデ ー タ ベー ス の内容 た る情 報 の使用料 は ユー ザ か らプ ロデ ュー サ

ー に支払 われ るの で あ るか ら
、 こ こで支払 われ る ロイヤ リテ ィ料 はユー ザ がデ ィス トリビ ュー タの ネ

ッ トワーク使 用料 と して支 払 った料 金 の一 部 に該 当 す る。磁 気 テー プ及 び情 報 上 の所 有権 は プ ロデ ュ

ー サ ー の下 に留保 され
、 デ ィス トリビ ュー タがデ ー タ 内容 を変 更 す るこ とは許 され ない で あ ろ う。

　 基本 料 金及 び ロイヤ リテ ィ方式 で は、1年 間 あ るいは過 去数 年 間 のパ ック フ ァイル に対 して一 定料

金 が課 され 、 さ らに年 間 ライセ ンス料 及 び接 続 時間 並び に オン ライ ンの プ リン トア ウ トの 件数 に応 じ

て ロイ ヤ リテ ィ料 金 が課 され る。上 記 の 二 方式 の 中間 形態 に あた り、 ライ センス契 約 の 一種 で あろ う。
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契 約の 内容 に もよ るが、 デ ー タベー ス の 内容 を独 自の ソフ トウ ェア及 び ノ ウハ ウに よ って再 編成 し、

付 加価 値 を付 け てユー ザ に供給 す る こ と も許 され よ う。 契 約 サー ビス 方式 は 、 プ ロデ ュー サー が あ る

特 定 範 囲 のユー ザ にデ ー タベー ス をオ ン ラ イン で提供 したい場 合 に用 い られ、 デ ィス トリビ ュー タ は

プ ロデ ューサ ー のサ ー ビス ・ビ ュー ロー の 役割 を果 たす。 プ ロデ ュー サー がデ ィス ト リビュー タの有

す る諸 設備 を利用 す る契 約 で あ .り、使 用 料 は プ ロデ ュー サー か らデ ィス トリビ コ一 夕に支払 われ る。

　 以 上 い ずれ の方 式 を とった場 合 で も、 プ ロデ ュー サー とデ ィス トリビ ュー タ との契約 に よ って、 他

の デ ィス トリビ ュー タ とデ ー タベー ス ・サ ー ビス 契約 を結 ばな い とか、 直接 ユー ザ に磁 気 テー プを供

与 しない とい った 内容 の独 占的 排他 的権 利 をデ ィス トリビ ュー タに与 え る ことは可 能 で あ る。 しか し

か か る内容 の権 利 が第 三者 を も拘 束す るほ どの物 権的 性質 を もつ か、 す な わ ち、 そ の よ うな特 約 に反

して、 デー タベー ス ・サー ビス契 約 が締 結 され た場 合 のデ ィス ト リビュー タや 磁気 テ ー プの供 一与 を う

けた ユー ザ に対 して、 当初 のデ ィス トリビ ュー タが特 約 を根拠 に特 約 違 反 の取 引 の効 刀 を争 い うるか

ど うか は疑問 で ある。

、

　 2.ろ.3　 オ ンライ ン ・デ ィ ス トリビ ュー タ ー ユー ザ

　 ユー ザが 自 ら端 末機 を操作 してデー タベ ース にアク セス す る場 合 は、 ユ ー ザ に よるデ ィス トリビ ュ

ー タ所 有 のデ ー タ通 信 ネ ッ トワー ク の利 用契 約 で ある。 これ は、 コ ン ピ ュー タ ・ハー ドウ ェア の賃貸

借契 約 を中心 に諸 々のサ ー ビス契 約 を組 み 合 わせ た 内容 を も ってい る。 い わ ゆ る タ イム ・シ ェア リン

グ ・サ ー ビス契 約 に つい て、 目的 物 た る中央 の大型 コ ン ピュー タの 引渡 しが な され てい ない の か問題

で あるが、 コン ピュー タ と端 末機 との接 続 に よ って、 タ イム ・シ ェア リング ・サ ー ビス 中は ユ ーザ に

コ ン ピ ュー タの直 接 占有 が移 転 してい る と言 う こと もで きる と解 され て い る(5)。

　 オ ン ライ ンで あれ ば 中間 に人 手 は 介在 しな いか ら、準 委任 や請 負 と構 成 す る余 地 は なか ろ う。

　 2.5.4　 プ ロデ ュー サ ー ー ユ ー ザ

　(1)オ ン ラ イ ン

　 ユー ザ がオ ン ライ ン に よ って直接 デ ー タベ ー ス にアク セ スす る場 合 の プ ロデ ューサー とユー ザ との

間 の契 約 の性質 は、無 体物 た る情報 の売 買 と も考 え る こ と もで き る し、 プ ロデ ュー サー 所有 のデー タ

ベ ース 及 び ソ フ トウ ェア の利 用 契 約(賃 貸 借 類似)と も考 え る こ とが で きる。 料 金 の支払 方式 と して

は 次 の3タ イ プが ある(6)。

　 　① 定額 制 一 月間 な い し年 間 の使 用料 が 一定 額 に定 め られ て い る場 合

　 　② 従量 制 一 供 与 され た デー タの個数 又 は端 末接 続 時間 の割 合 に応 じて料 金 が定 め られ てい る

　 　 　場 合

　 　③ 定額 制 と従 量 制 の併用

　 情 報 の売 買契 約 と考 え る場 合、 従 量制 は供与 され た個 々の情 報 ご との売 買 と考 え る ことが で きるが

定額 制 の場 合 は当 該 デ ー タベ ー ス に含 まれ て い る情 報 が全 体 と して一 定額 で売却 され、 ユー ザ の利 用

に委 ね られ た こ とに な る。 しか し、全 くア ウ トプ ッ トされ な か った情報 部分 につ いて は、契 約期 間 終

一12一



■

'

了後 は ア クセ ス権 は な くな るわ け で ある か ら、 売 買 と構 成 す る には 難点 が あ る。 非典 型 の利 用サ ー ビ

ス契 約 と考 え るのが 妥 当 で あろ う。但 し、少 な くと も、 ア ウ トプ ッ トされ た情報 の所 有 権 は ユー ザ に

確定 的 に帰 属 す る ことに な ろ う。

　(2)磁 気 テ ー プ

　 プ ロデ ュー サ ー か らユ ー ザ に直接 磁 気 テー プか 供与 され 、 ユー ザ 設置 の コ ン ピ ュー タ を利 用 してデ

ー タベー ス にア ク セス す る場 合、 磁 気 テー プ及び そ の中 に含 まれ てい る情報 の 売買 で ある と考 え るの

か容 易 で あるが 、前述 の定 額 制 の オ ン ライ ン ・サ ー ビス の場 合 と同 様 の問題 が ある。一 定 な!(し 契 約

終 了時 に磁気 テ ー プ の返 還 が義 務 づけ られ てい る場 合 には、磁 気 テ ー プ自体 は 賃貸 借 又は使 用貸 借 と

い うこ とにな ろ う 。ち ょう どLPガ ス の 売買 をボ ンベ単 位 でお こな ってい る場 合 と類似 してい る(7)。

売買 とは言 って も、 通 常 テー プの コ ピー や第三 者 へ の譲渡、 転 貸 は特別 の ライセ ンス契 約 が結 ばれ て

い る場 合 を除 いて禁 止 され てい るか ら自由 な処分 、収 益 の権利 の取 得 を意味 す るわけ では ない。

　(3)印 刷 物

　 定期 的 に印刷物 の形 で ユー ザ に情 報 か 提供 され る場 合 には、 通 常 の雑 誌 の定 期購 読 と同 様 に考 え る

こ とが で きる。 ユー ザ か らの依頼 に応 じてパ ッチ 処理 の形 でハー ドコ ピー のサ ー ビス が な され る場 合

には 、請 負 ない し準 委任 と も考 え られ る し、 ハー ドコ ピーの 売買 と も考 え られ よ う。

　 2.5.5　 プ ロデ ュー サ一 一 オ フラ イ ン ・デ ィス トリビ ュー タ

　 これ は、通 常 、海 外 のデ ー タベ ー ス ・プ ロデ ュー サー か ら国 内 の業 者が デー タベー ス を磁気 テー プ

の形 で輸 入 し、 自 らのデ ー タ通 信 ネ ッ トワーク を利 用 して直 接 ユー ザ に、 又は 他 の オ ン ライン ・デ ィ

ス トリビ ュー タ を介 してユー ザ に情 報 を伝 達 す る場 合 に見 られ る が、 国 内業 者 相 互間 で もあ りうる。

この場 合 の取 引 契 約 の性質 決 定 に もか な り困 難 な問題 か ある。磁 気 テー プの物 理 的移 動 が ともな うか

ら、 売 買又 は賃 貸 借 との 構成 も可 能 で あ るが、2.3.1の ソー ス デー タ所持 者 が 自 ら作 成 したマス ター

テー プが プ ロデ ュー サー に譲 渡 され る場 合 と同様 に、 出版契 約 叉 は レコー ドの原 盤供 給契 約 類似 の一

種 の ラ イセ ンス契 約 と考 え る こ とが で きよ う。

　代 表的 なデ ー タベ ー ス の取 引契 約 で は輸 入業 た るオ フライ ン ・デ ィス トリビ ュー タは定 額 制 の ラ イ

セ ンス料 及 び 従量 制 の ロイヤ リテ ィ料 をプ ロデ ュー サ ー に支 払 うもの が ある。

◆

　 2.5.6　 オ フ ラ イ ン ・デ ィ リ ス トピ ュー タ ー ユー ザ

オ フ ラ イ ン ・デ ィス ト リ ビ ュー タ とユ ー ザ との 関 係 は プ ロ デ ュー サ ー とユ ー ザ との 関 係 とほ ぼ 同 様

で あ る 。

　 2.5.7　 ブ ロー カー の法 的地 位

　 ユーザ が端 末機 を備 え て い ない場 合 又は端 末機 を利 用 して検索 を行 う能 刀 を有 してい ない場 合 に、

検 索代 行 業 務 を行 うブ ロー カ ーが 介在 す る。 ブ ・一 カー の法 的地位 と しては、 情報 の小売 業者 として

プ ロデ ュー サ ー との関 係 で は 自 ら買 主た る』一一 ザ の位 置 、 ユーザ との関係 は売 主 と して の位 置 を占め
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る場 合 と、 プ ロデ ュー サー とユー ザ との契 約 を仲 介 す る にす ぎな い場 合 とが考 え られ るが、 ブ ロー カ

ー の事 務所 に設置 され た端 末機 にお い てデ ー タがア ウ トプ ッ トされ るわ け で あるか ら、 商法 上 の 問屋

(商 法551条)と しての性 格 を もって い る と考 え る こと もで きよ う。

　 2.5.8　 ユー ザ と して の団 体 一 構 成 員

　 ユー ザ が団体 で あ る場 合、 団 体 と して のデ ー タベ ース の利 用 と団体 の個 々の構 成 員 に よ る利 用 との

関 係 が重要 な問 題 で ある。通 常 、ユ ー ザ に提 供 され た磁 気 テー プ や印 刷物 を第三 者 に譲 渡、 転 貸 す る

こ とは契 約 に よ って 禁止 され て お り、 オ ン ラインの場 合 には第 三 者 に端 末機 か らアク セ ス させ る こ と

やア ウ トプ ッ ト又は そ の コ ピー を利 用 させ る こと も禁止 され てい る。 団体 そ の もの と団体 の構 成 員 と

は法的 には別 主体 と考 え られ る か ら、 個 々 の構成 員 にデー タベー スへ の ア クセ ス権 は な い もの と考 え

ざる をえない。 団 体 の事 務 局 でア ウ トブ ジ トされ た情報 を構 成 員 に配 布 す る場 合 には 、そ の 団体 は一

種 の ブ ロー カー的 役 割 をに な ってい る ことに なる。 い ずれ にせ よ、 プ ロデ ュー サー とユー ザ との契 約

に よってユー ザ のデ ー タベ ー ス 利用 目的 が 明確 に定 め られ、 目的外 の利用 は で きな くな る で あろ うか

ら、 構成 員 に も利 用 させ る意 図 の場 合 は、 契 約 にそ の 旨 を明 らか に して お く方 が 賢明 で あろ う。

　 企業 や官 庁の 一部 局が ユー ザ と して契 約 した場合 に、他 の部 局 が利 用 し うるか とい う問題 も検 討 す

べ き問題 を含ん で い る。

　 2.5.9　 会員 制の デー タベ ー ス　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 ー

　 デー タベ ー ス取 引 には通 常 の1対1の 契 約型 の ほ か に、 プ ロデ ューサ ー と=・・一 ザ とが 団体 を結 成 し

て、 その団 体 の業 務 と して デー タベ ー ス ・サ ー ビス が な され る場 合 も ある⑧ 。 団体 の定 款 がデ ー タベ

ー ス取 引 の取 引条 件 とな ってい るめ で あるか ら、契 約法 と団体法 との 両分 野 か らの ア プ ローチ が必要

で あ る(9)。

2.4　 情 報 の 「 所 有 権 」

　 デー タベー ス取 引 契約 に登場 す る各 当事 者 がデ ー タ ベー ス に対 して有 してい る権 利 に つい て、 著作

権 関係tt .第3章 に譲 るとして、 オ フ ライ ンの場 合 とオ ン ライン の場 合 とに分 け て考 え てみ よ う。

　 2,4,1オ フ ラ イ ン

　 オ フ ライ ンで磁 気 テー プが授 受 され る場 合、 磁気 テ ー プ を所 持 してい るユー ザ に磁気 テー プ 及び そ

れ に含 まれ て い る情 報 に つい そ の所 有権 が ある と言 い うる で あろ うか。 情報 の媒体 と して の磁気 テ ー

プについ ては、 返 還義 務 が あ る場 合 には賃貸 借 と して所有 権 は プ ロデ ュー サー に、 ない場 合 には売 買

とな って所 有権 は ユ ーザ に あ る と考 え てよい。 中 味 の情報 につ い て もユー ザ に支配 権 が移 って い る(

消費 に よ って消 耗す る もの ては ない が、 自 由に消 費す る こ とが で き る)の で あ るか ら、所 有 権 が ユー

ザ に移 転 した と言 って もよさそ うで あ る。 しか し、 デ ー タを ア ップ ・ツー ・デー トな もの にす るため

も
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に一 定 期 間 ご との磁 気 テー プの 交換 が 約束 され てい た り、 あるい は契 約違 反 に よる解 除 や契 約 期間満

了 の場 合 には磁 気 テー プ の返 還義 務 や テー プ内容 の 消去 義務 が ユー ザ に課 せ られ てい る ことが普 通 で

あ るか ら、 この場 合 には情 報所 有 権 と言 って も時 間 的 に限 られ た もの で あ る。 そ の限 定 され た時 間 内

でご さ らに 、第三 者 への譲 渡 、転 貸 や コ ピー が 禁止 され てい るの で あるか ら、 通常 の所 有権 に認 め ら

れ る 自由 な使用 、、収益 、処 分権(民 法206条)を 有 してい るわ け では ない。 処分 や利 用 の制限 は譲

渡 の 当事 者 間 で の債権契 約 に よ って 、通常 の有 体物 の売買 の場 合 で も可 能 で あるが、・一 定時 間 で限 界

づ け られ た支配 とい う点 では特 異 で あ り、 賃貸 借契 約 上 の利用権 に近 い と言 い うる。 しい て売買 構成

を とるな らば、 磁気 テ ー プ の返 還時 点 で情 報 所 有権 もブ ・デ ューサ ー に再議 渡 され、'消去時 点 でユー

ザ の所 有 権 が放 棄 され る とで も構 成 す る こ とにな ろ うか 。

　 有体 物 の売 買 の よ うに1回 的 な給 付 の み の関 係 で はな くて、 プ ロデ ュー サー とユ ーザ との継続 的 関

係 が つ くられ てい る とい う点 にデ ー タベー ス取 引契 約 の特徴 が ある。前述 の よう に、情 報 の提 供後 も

提 供者 た る プ ロデ ュー サー の側 で ユー ザ に よ るそ の情報 の処分 、収 益 、使用 に つい て の コン トロー ル

が なされ るの は、無 体物 と して の情 報 の性 質 に内在 した理 由 に よる。 す な わ ち、 有体 物 と異 な り、 同

一 情報 の重 複流 通 が可能 で あ り
、 フ㌔ デ ュー ス され拡散 してい くと、情 報 の価 値 が 減少 す る とい う危

険 が あるか らで あ る。情 報 上 に所 有 権 類似 の権利 を認 め る に して も、 この よ うな情 報 の特性 にみ あ っ

た法的 構 成 を考 え る必要 が あろ う。

　 情 報所 有権 を認 め る ご とは 、物 権 的請 求 権 の 類似 や不法 行為 によ る侵害 か らの保 護 な どを考 え るた

め の前 提 問題 と して も重要 で ある が、 これ らの 点 につ い ては2.6で 少 しふ れ る。

　 デ ー タベ ー ス上 の権 利 は ノ ウハ ウ情 報 に らい ての権 利 と一定 の 類似性 を もってい る と思 われ る。 し

か し、.ウ ー,は 竜 開示 して し,え ぱ 、返 還 剛 あ,臆 床 が な品kひ きかえ、 デー 。ベ ース の

場 合 は デー タ編成 及び 検索 の ソ フ トウ ェア と一体 化 され てい るの で あ り、 磁気 テー プ全 体 の コピー で

も しな い限 り、 磁 気テ ニ プ の返 還 がデ ー タベ ー ス上 の権 利 の 消滅 を も意味 す る とい う点 で異 な る。
、ノ

　 2.4.2オ ン'ラ イ ン

　 プ ロデ ュー サー か らユー ザ にオ ン ライ ンで情 報 が提 供 され る場 合 、 情報 上 の権 利 の帰 属 関係 の確 定

は オ フ ライ ンの場 合 に比 べ て一層 困難 で ある。 磁気 テー プは プ ロデ ュー サー な い しはデ ィス'トリビ ゴ

一 夕保 有 の中央 コ ン ピ ュー タに セ ッ トされ てい るの で あ り、 ユー ザ には何 らの権 利 もな い。次 に、 情

報 上 の権 利 につ い ては、 磁気 テ ー プ に フ ァイル され た情報 全体 に対 す る権 利 とア ウ トプ ッ トされ た個

別 情報 につい て の権利 を分 け て考 え る必要 が あるの では なか ろ うか。 この こ とは オプ ラ インの場合 で

も同様 で あるが、 オ ン ライ ンの場 合 には一 層 問 題性 が明 白 にな って い る。

　 ア ウ トプ ッ トされ た個 別情 報 につ い ての所 有 権 は ユ ーザ に ある と考 え て よい で あろ う。 但 し、 それ

を第 三 者 に譲渡 した り、 利用 させ た りす る こ とは契約 に よ って禁止 され てい る こ とが多 い で あろ うが

磁 気 テ ー プ がユ ーザ に供 与 され る場 合 と比 べ て、 プ ロデ ュー サー か らの コン トロー ルの度 合 はか な り

低 くな る。 この場 合 で ぷ 契 約 終 了 に よ って、 ア ウ トプ ッ トの破 棄 が義務 づけ られ てい る場 合 も ある。

　 磁 気 テ ー プ に含 まれ る情 報全体 に つい ての権 利 は 、ユー ザ に よる 自由 な アク セス とい う点 では、 オ
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フ ラインの場 合 と変 わ りない 。 磁気 テ ー プが物 理 的 に ユー ザ の支 配 下 に あ るか否 か の違 いは あるが 、

中味 の情 報 に つい て 端 末機 と コ ン ピュー タ との距離 は 問 題 で は なか ろ う。 しか し、オ フ ライン の場 合

とは異 な り、1つ の デー タベ ー ス が多数 のユー ザ の ため に同時 に開放 され てい るわげ で あ るか ら、 同

一情 報全 体 の上 に複 数 の支 配権 が 及ん で い る こ とに な る
。 また、 第三 者 へ の譲 渡、 転貸 は、 中央 コ ン

ピュ一 夕 ヘア ク セス す るに あた っての コー ド照 会等 の 関 門 を く ぐ らねば な らない の で あるか ら、 オ フ

ライ ンの場 合 に比 べ て 困難 で あろ う。以 上 の点 か ら、 情 報全 体 につい ての所 有権 は、 どち らか と言 う

とプ ロデ ュー サ ー 側 に ある と思 われ る。 従 って、 オ ン ラ イン の場 合 は コ ン ピ ュー タ のタ イ ム ・シ ェア

リング ・サ ー ビス 契 約 と同 じよ うなデ ー タベー ス の時 間 貸 し契 約 と考 え るのが 、 と りわけ 従量 制 で代

価 が定 め られ てい る場 合 には わ か り易 い ので は なか ろ うか。

●

2.5　 デ ー タの 環 疵 に 対 す る責 任

　 2.5.1　 デ ー タ の 暇 疵

　 デ ー タベー ス取 引 契 約 には ほ とん どす べて の場 合 に、 デ ー タ の取疵 や誤 りにつ い てのデ ー タベ ー ス

供給 者 の責任 を免 除 す る条 項 が 含 まれ て い る。1例 を挙 げ る と次 の様 で あ る。

　「1.乙(プ ロデ ュー サー)は 甲(ユ ー ザ)に 提 供す るデ ー タ が正確 で あ るよ う最善 の努 力 をす るが

　 　 デー タの何 らか の欠 陥 や誤 りに よ り(そ れ が乙 に依 る依 らない に か か わ らず)生 ず るか も しれ な

　 　 い損 害 につ い て、 乙 に責 任 は ない もの とす る 。

　 2.乙 はネ ッ トワー ク ・サー ビス のデ ィス トリ ビュー タが そ の情 報 を伝 達 す る際 に生 じた誤 謬、 ま

　 　 たは 欠陥 に 関 し責任 を負 わ ない と同時 に、 そ れ らの情 報 を伝 達 す る際 の遅 延 お よび支 障 に 関 し、

　 　 何 らの責任 も負 わ ない。 」

　 本免 責条 項 で問題 に され てい るデー タの暇 疵、 欠 陥 に は、 有体 的 た る磁 気 テー プの管理 上 の ミス が

3磁 気 に影 響 を及 ぼ す な ど して テー プの 内容上 の蝦 疵 をひ きお こす場 合 と、磁 気 テー プ に イン プ ッ トさ

れ る段 階 で ミス が発 生 した場 合、 さ らに収集 及 び編集 の段 階 で 誤 ま りが あ った場 合 とに分 け られ る。

　 暇疵 か ら生 ず る責 任 と して は暇 疵 担保 責任(民 法570条)、 不完全 履 行 責任(民 法415条)及

び危険 負担(民 法534条 以 下)が 問 題 とな る。

　 2.5.2　 暇 疵 担 保 責 任

　物 に関 す る有 償取 引 の場 合 の そ の物 の暇疵 か ら生 じた損 害 につ い ては、 暇 疵担 保責 任 の規 定 の適 用

ない しは準 用 の有無 が まず問題 とされ る。 オ フ ライ ンの場 合 とオ ン ライ ンの場 合 とに分 け て考 え て み

る。

　 オ フ ライン で磁 気 テー プそ の ものが ユー ザ に供与 され る場 合 に、 磁 気 テ ー プ に有体 的 暇疵 が あれ ば

売買 構成 を とる以 上 これ は通 常 の暇 疵 担保 責任(民 法570条)の 問題 で ある。 賃 貸借 構 成 を とって

も、 民法606条 や民 法559条 に よ って、 有 償 契約 に民法570条 が準備 され るか ら同 じ結 果 とな

る。 磁気 テー プ の有 体 的 暇疵 が情 報 の 瑠疵 をひ きお こ してい る場 合 に は、 情報 の暇 疵 は損 害賠 償 法 的
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■

②

に見 て有 体物 の暇 疵 に含 ん で考 え る こ とが で きるか ら、損害額 の立 証 の困 難 さ を除 け ばそ れ ほ ど問題

は なか ろ う。情 報 内容 にの み蝦疵 が ある場 合 に も暇疵 担 保責 任 の問題 と して考 え る ことが で きるか否

か は難 しい 問題 で あ る。 ノ ウハ ウの取 引契 約 に鉛け る暇疵 担 保責 任 の問 題 な どと関 連 させ て考 察 す る

必 要 が あろ う(12)。

　 オ ン ライ ンの場 合 に は、 すべ て情 報 内容 の暇疵 に一 元化 され る。 この場 合 の 当事 者間 での情 報 に対

す る権 利 関係 の複雑 さ にっ いて は前 述 の とお りで あ るか、少 な く と もア ウ トプ ッ トされ た 個 々 の情 報

につ い ては暇 疵 担保 責 任 の問 題 を考 え る ことが で き るで あろ う。 サー ビス の給 付 契 約 と考 え る場合 は

暇 疵担 保責 任 の規 定 は準用 しえ ない か ら、 不完 全履 行 責任(民 法415条)で 考 え る ことに な ろ う。

　 2.5.5　 不完 全 履 行責任

　 暇疵 担保 責任 は無 過 失責 任 で ある と解 され、 プ ロデ ュー サー の故 意 ・過 失 は要 件 とは され ない か ら

ユ ーザ が プ ロデ ュー サ ー の責任 を追 及 す る場 合 には有 利 で ある
。 と ころか現在 の通 説 では 、物 の暇疵

か ら派 生的 に生 じた他 の財物 へ の損害(い わ ゆ る拡 大 損害)は 環疵 担保 責 任 の規定 では カバー され な

い こ とに な って い る。 デー タの暇疵 に よ って生 ず る損害 はほ とん どす べ て この拡大 損 害 の範 ちゅ うに'

入 るで あろ うか ら、 実際 には あ ま り活 用 で きない で あろ う。

　 拡 大損 害 につい ては、 ユ ーザ の側 と して は プ ロデ ューサ ー の故意 ・過 失 を要 件 とす る一 般 債務 不履

行 責任 の一 態様 た る不完全 履 行責 任 を追 及す る こ とにな る。 この場 合 の故 意 ・過 失 の 立証 責任 の所 在

に つい ては論 争 が ある。

　 損害 賠 償責 任 を追 及 す る場 合 の困 難 な点 は、損 害 の立 証 及び蝦 疵 とそ の損 害 との因果 関 係 の立証 で

ある。 ア ウ トプ ッ トされ た1つ のデ ー タのみ に基 づ い てユ ーザ が何 らか の行動 の決 定 を下 す こ とはほ

とん ど考 え られ ず、 他 の様 々 な判 断材 料 を総合 的 に判 断 して初 めて行 動 す るの が普通 で あ ろ う。従 っ

て、 かか る場 合 の損 害 発生 との因 果 関 係 は あい まい な もの にな らざ るをえ ない。1つ のデー タ のみ に

従 って行動 した よ うな場 合 には 、 ユー ザ の過失 が 問題 とされ、 過 失相 殺(民 法418条)の 対 象 とな

ろ う。

◆

■

　 2.5.4危 険 負 担

　 危険 負担 の問題 は暇疵 に対 す る責任 の問題 そ の もの では ないが、 そ れ と隣接 した 問題 で ある。 オ フ

ラ イン で磁 気 テ ー プが 供与 され る場 合 、暇疵 の発 生 が後発 的 な もの で あれば危 険 負担 の規定 の適用 関

係 が問題 とな る。 す なわ ち、 売買 構成 を と り 「特 定 部 二関 ス ル物 権 ノ設定 又 ハ移 転 」 を 目的 とす る契

約 で あ る とす る と、債 務者(プ ロデ ュー サ ー)の 責 に帰 すべ か らざる事 由 に よる穀損 の負担 は債権 者

(ユ ー ザ)が 負 うことに な るが、 種 類物 の売買 で ある とか 、売 買以 外 の構 成 を とる場 合 に は、 双方 の

責 に帰 す べか ら ざる事 由 に よる穀損 は債 務 者 の負担 とな り、ユーザ は 代価 支払 義 務 を免 れ る(民 法

531条)。

　 ここで も、 オ ン ライ ンの場 合 はい さ さか複 雑 な問題 を生 ず る。 情 報 の 引渡 の有無 な どが問題 となろ

う。
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　 2.5.5　 免責 条 項の 効 力

　最 初 に あげ た契 約条 項 に よれ ば、 暇疵 担保 責任 にせ よ、 不完 全 履行 責任 にせ よ プ ロデ ュー サー の責

任 は すべ て免 除 され てい る。 現 在 の通 説 に よれば プ ロデ ューサ ーの 側 に暇 疵発 生 につ い ての 故 意 又は

重:過失 あ る場 合 に は かか る免 責 条項 の 効 刀 は否 定 され るか、軽 過 失 に とど まる場 合 に は免責 は有効 で

ある と解 され て い る。 デー タベ ース の暇 疵 に つい て プ ロデ ュー サー の過 失 を立証 す る こ とは 、製 造物

責任 におい てそ うで あ る よ うにす こぶ る困難 で あろ う。　 「完全 なデ ー タ を提供 す る こ とは神 わ ざに近

い、 大 量 のデ ー タの 処 理 が前 提 とな ってい る電 算 機処 理 におい て、 一定 の確率 で生 ず るデ ー タ ・エ ラ

ー は 不可 避(13)Jで あ る との 主張 か らす る と、 プ ロデ ュー サー の側 と しては過 失 の 存在 を否定 したい

ところで あろ う。 言 わ ば、 ア ウ トラ イサー(そ れ 玉)の 問題 と同 じであ るが、 デー タベ ー ス の暇 疵の

問 題 に製 造物 責任 の法 理 が どの程度 適 用 可能 で あるか 検討 を要 す る。

吟

■

2.6　 デ ー タ ベ ー ス の 盗 用 及 び 契 約 違 反 の 利 用

　 2.6.1　 日経 マ グ ロウ ヒル事 件

　 プ ロデ ュー サー の作成 した磁気 テー プ がそ の ま ま盗 まれ たか 、 あるい は別 の 磁気 テー プ にデー タが

コ ピー され 、第 三 者 がそ れ を利 用 してい る とい う場 合 、 原権 者 た るプ ロデ ュー サー には いか な る救 済

手段 が与 え られ てい る で あろ うか。 この問題 を考 え るに あた って、 デー タベー ス取 引 そ の もの が問題

とな ってい る もの では ない が、 日経 マ グ ロ ウ ヒル事 件(14)が 参考 とな ろ う。

　 日経 マ グpウ ヒル事 件 の 概要 は次 の とお りで ある。X(ア テ ナ)はN(日 経 マ グ ロ ウ ヒル)か ら同

社 発行 の雑 誌(日 経 ビ ジネ ス)の 発 送業 務 を請 負 い、8万 名 にのぼ る同誌 購読 者の 住所 氏 名 を記 録 し

た コ ン ピュー タ用 磁気 テー プ を預 ってい た。Xは これ をコ ン ピュー タ にかけ て カナ文 字化 し、紙 に印

刷 す る作 業 をY(長 野 県計 算 セ ンター)に 下請 させ た。 ところ が、当 該 磁気 テ ー プ はYの 保管 下 に あ

る間 に何 物 かに よ って コ ピー され、 コピー を入 手 したR(リ 一 夕'一ズ ・ダ イジ ェス ト)に よ ってR発

行 の カセ ッ トテー プの 宣伝 パ ンフ レ ッ トの 郵送 に用 い られ た。 そ こ でXはYを 相 手 に 、 磁 気 テ ー

プに つい て の契 約上 の善 管 注意 義 務 違反 を理 由 と して、Nと の契約 を解 除 され た ことに よ って こ うむ

る得 べか り し利益 等 の損害 賠 償 を請 求 し、 請 求額 の約半 額 が認 め られ た。

　 2.6.2不 法 行 為

　 日経 マ グ ロ ウ ヒル事 件 では 、 磁気 テ ー プの 所有者 にではな く、そ の保 管 者 に生 じた損 害 か 問題 とされ

たが、 こ こで所有 者 た るN自 身 が 原告 とな ってYも し くはRを 訴 え る場 合 には どの よ うな法律 構成 が

可 能 で あ ろ うか。 まず 不法 行 為 に よる損 害 賠 償請 求(民 法709条)が 問 題 で ある。 民法709条 の

保 護 の与 え られ る範 囲 に つ い ては、 絶 対権 侵 害 を要 件 と した 時期 か ら、 現在 では権 利 侵害 を違法 性 に

置 き換 え、 そ の違法 性 を侵害 行 為 の 態様 と被 侵 害 利益 の 種類 ・性 質 との相 関関 係 によ って判 断す る と

い う段階 に到達 して い る。 磁気 テ ー プの コ ピー に よ って侵害 され た所 有 者 の利 益 は絶 対 権 と言 い うる

ほ どの もの でな く、 侵害 行 為 の態 様 に悪 質 性 が要 求 され よ う(15)。 　 加害 者 が悪 意 で 加害 行為 をお こ

十
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な っ てい る こと(Nの 利 益 を害 して や ろ う との意 図)が 必 要 と考 え られ る。 磁気 テ ー プ 自体 を盗取 し

た場 合 は そ の所有 権 の 侵害 と考 えれ ば よい。 コ ピー に よる情 報 内容 の盗取 を 「情 報所有 権 」 の 侵害 を

考 え る こ とは で きるが 、 それ のみ で違 法性 を満 た すか 否 か疑 問 で ある。 なk・、XのNに 対 す る債務 不

履行 に加 担 し、 秋霜 保持 義 務 違反 をそ そ の か した よ うな場 合 に は、従来 の デー タベー ス取 引 に よる売

上 高 か らの減 少 分 が損 害 と推定 され る。

■

　 2.6.5不 当 利 得

　 デー タベー ス の 原所 有 者 と しては 、不 当利 得 の返 還 請求 権 の行 使 に よ って 自己 の損失 を補 填 す る こ,

と もで き る(民 法703条 以 下)。 この場 合 も自己 の こ うむ った損失 と相手 方の得 た利得 との因果 関

係 の立 証 か必 要 で ある。

　 2.6.4準 事 務 管 理

　 不法 行 為 に よ る損 害 賠償 請 求 も不当利 得返 還 請 求 も、原 権 利 者 の こ うむ った損 害(損 失)を 限度 と

した もの て ある。 磁気 テ ー プの 盗取 者 が得 た収益 の すべ て を原権 利 者が回 収 す るた め の法 的構 成 と し

て準 事 務 管理 が考 え られ る。 す な わ ち、 磁 気 テー プの利用 者 を他 人 の事務 の管 理 人 と考 え、 故 意 に他

人 の事 務 を自己 の 利益 のた め に利 用 した者 は、 本 人 が こ うむ った損害 を越 えて管理 者 が取 得 した全 収,

益 を本 人 に引 渡 させ よ う とす る もので ある。 この 理論 につ い ては学説 には賛否 両 論 が あ るが、 近時 再

評価 す る動 きが 見 られ る(16)。 エ ン ド ・ユー ザ に対 して この理論 を適 用 す る こ とは で きな い が、=
.ピ

ー した テー プ を売 買叉 は 他人 に使 用 させ て収 益 を あげ てい る者 に対 しては有効 な手段 で あ ろ う。

　 2.6.5契 約 違 反

　 オ フ ライ ンの デ ィス トリビ ュー タや エ ン ド・ユー ザ が契 約の 定 め に反 した利 用 を お こな った場 合 や

契 約終 了後 も磁 気 テー プ を返 還 せ ず、 又 はテ ー プ 内容 を消 去せ ず に利用 した場 合 は契 約違 反 に よ る解

除 や損害 賠償 が問 題 とな るが 、 おおむ ね2、6.2～2.6.4で ふれ た と同様 の問題 が あ る。 この場 合 は、

契 約 当事 者 間 で損 害賠 償 額 の予 定(民 法420条)を して お く ことに よって、損 害額 の立 証 の困 難 を

免 れ る こ とが で きるで あろ う。

◆

■

　 2.6.6　 返 還 請求 、消 去請 求

　磁 気 テ ー プの所 有 者 が盗 取 者 に対 して物 権 的請 求権 の行 使 と して テー プ 自体 の返 還 を請 求 し うるの

は当 然 で ある。 この場 合 は、 現在 テー プ を所 持 してい る者 が それ ぞれ が盗取 品 で ある こ と を知 らな く

て も返 還請 求権 を行使 しうる(但 し、民 法193条 の例外)。 テー プの 内容 が コ ピー され た場 合 に、

コ ピー ・テ ー プ 自体 の引 渡 を求 め る こ とは で きな い で あろ うが、 悪意 でコ ピー した 者 に対 しては原 状

回復 措置 と して、 コ ピー 内容 の消 去 を請 求 しうる と考 え られ るの では なか ろ うか 。 これ は ち ょ うどデ

ー タベ ー ス の ラ イセ ンス契 約 が終 了 した と きに、 磁気 テ ー プの返 還 と並ん でテー プ内容 の 消去 義務 が

課 せ られ て い るの に対応 してい る。 コ ピー ・テ ー プ の現在 の所 持 者 が無断 コ ピー の事 実 につい て善 意
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で あ る場 合 に も消去 請 求 がで きるか否 か は難 しい問題 で あ る。 デー タベ ー スの情 報 所有 権 に どの 程 度

の排 他性 、物 権 性 を与 え るかが 問題 で ある。

　 2.6.7差 止 請 求

　 盗取 された 、 あるい は コ ピー され た磁 気 テー プの使 用 の 差止 請 求は、 物 権的 請 求権 の一 態 様 又 は不

法 行 為 に基 づ く差止 請 求 と して考 え る ことが で き る。 差止 請 求 が 認 め られ る と して、 当該 磁 気 テー プ

に改 ざん か 加 え られ てい る場 合 な どに おい て は、 判決 主文 に おい て どの よ うに して対 象物 を特 定 す る

か がや っかい な問題 で あ る(17)。 なお、 ノ ウハ ウが 第三 者 に知 られ た場合 に、 この ノウハ ウを用 い て

そ の第三 老 が製 作 す る ことを差止 め る こ とは で きない と した判 例 が ある(18)。

、

■

2.7　 独 占 禁止 法 上 の 問 題点

　 2.7.1情 報 独 占

　独 占禁 止法 は私 的独 占、 不 当 な取 引制 限 及び 不 公正 な取 引方 法 を禁 止 してい る。 ある企業 が 独 自に

デー タを収集 し、 作 成 した デー タベ ー ス を所有 し、利 用 してい るか ら とい って 独 占禁止 法 で禁 止 され

た私 的 独 占 に あた るわ け では ない。 ち ょう ど特 許 権 の 行使 と して独 占状 態 が生 じて も独 占禁止 法 が適

用 され ない(独 禁 法23条)の と同様 で ある。 しか し、特 許 独 占の場 合 は、 先 に特 許権 を登録 した者

に排他 的権 利 が与 え られ、 そ れ を侵害 す る者 叉 は侵 害 す るおそ れ の ある老 に対 して侵害 の差止 を請 求

す る こ とが で きる(特 許法100条)の にひ きか え、 デ ー タベ ー ス独 占につ い ては、 他 の企業 が独 自

に同 じ内容 のデ ー タベ ー ス を作 成 した場 合 に、 そ の作 成 及 び利 用 を差止 め る こ とは で きない 。

　 2.7.2　 再 販 売価 格 維持 行 為

　 次 に、デ ー タベー ス取 引 がデ ー タベ ー ス の売 買、 再販 売 とい う形 を とる場 合(輸 入業 者 や オ フ ライ

ン ・デ ィス ト リビ ュー タが関与 す る場 合)、 当 初 の売 主 た る プ ロデ ュー サー が次段 階 の売 主 に な るデ

ィス トリビ ュー タに売 却 す る際 に、 そ のデー タベー ス の再 販 売価 格 を指 示 し、 遵守 させ る内容 の契 約

を結 ぶ と不公 正 な取 引 方 法(独 禁法19条)に 該 当 し、 独 占禁止 法 違反 とな る。

　 オ ン ライ ン ・デ ィス トリビ ュー タが 関与 す る場 合 には デー タベー ス の利 用 対価 は プ ロデ ュー サ ー と

ユ ーザ との 間 で授 受 され るの で あるか ら、 プ ロデ ュー サ ー か らデ ィス トリ ビ ュー タへ の再販 売価 格維

持 の 指示 は 問題 に な らな い。 プ ロデ ュー サー が 同一 内容 のデー タベー ス を複 数 のオ ン ライ ン'ア イス

ト リビ コ_タ を通 じて流通 させ る場 合 に、デ ィス トリビュータが ユー ザか ら受 け取 る コン ピ ュー タ'リ

ソ_ス の使 用料 金 を指示 した場 合、 再販 売 価 格維 持行 為 と類似 の問題 となろ う。

　 プ ロデ ュ_サ ー とユー ザの 間 に検 索 代行 業 務 を営 む ブ ロー カー が介在 す る場 合・ プ ロデ ュー サー が

プ ロ_カ_に 対 して1件 あた りの検 索 代行 サ ー ビス価 格 を指示 す る こと も再販 売 価格 維持 行 為 とな ろ

う。
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　 2.7.5事 業 者 団 体

　 事 業者 団体(業 界団 体)が ユー ザ と してデ ー タベ ース の購 入 ない しは利 用契 約 を締結 し、 そ の団体

が さ らに構 成 員 た る事業 者 に必 要 な情 報 を提 供す る場 合、 通常 は、 一定 の取 引分 野 にお け る競争 を実

質 的 に制 限 した り(独 禁法8条1項1号)、 構 成事 業 者 の機能 又 は活動 を不当 に制 限 す る(同 条 同項

4号)こ とには な らな い で あ ろ うか ら、独 占禁 止'法の問題 とは な らない 。但 し、特 定 の構 成 員 のみ を

差別的 に扱 う場 合 には 問題 とな ろ う。慎重 な考 慮 を要 す るの は 、当 該事 業 者団 体 に属 さ ない ア ウ トサ

イダー との関 係 で あ る。 ア ウ トサ イダ ー には当 該 デー タベース を売 却 し、 又は 利用 させ ない との 内容

の契約 をプ ロデ ュー サー と締結 して お り、 そ の こ とが一 定 の事業 分 野 に おけ る現在 叉は 将来 の事 業 者

の数 を制限 す る(同 条 同項3号)こ とに な る場 合 に、 独 占禁止 法違 反 となろ う。 また、 ア ウ トサ イダ

ー にデ ー タベースへ のアクセスの 可 能 性 は残 され てい て も費 用の 点 で単 独 の契 約 には たえ られ ない場 合

に、 事業 者 団体 へ の 加 入 を制 限 す る こ と も同様 に独 占禁 止 法違反 とな ろ う。 もづ とも、以 上 の例 は 当

該 デー タベ ー スが 当該 事業 分 野 で事業 を営 む に とって死 活的 に重 要 な内容 を含 ん でい る場 合 に限 られ

る。

■

■
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5.デ ー タ ベ ース に関 す る著 作権

5.1 序

■

■

　 デー タベー ス に関 わる著作 権 には大 別 して次 の2つ の ものが関 わ ってい る と思 われ る。 す なわ ち、

　 i)個 々の収 録 デ ー タの著 作権

　 ii)編 集 デー タの著 作権

で あ る。 前 者i) 、は、 個 々 の著 作 物 に関す る著 作権 で あ り、後 者ii)は 、編集 著 作物 に関 す る著作権

で ある。 思想 叉 は感 情 を創 作的 に表 現 した ものが通 常 の著 作物 で あ るが
、編集 著 作物 の ほ うは、複数

の著作 物 そ の他 の 資料 か ら成 る編 集物 で、 その 素材 の選択 又 は配 列 に よ って創 作性 を有 す る もの で あ

る。新 聞 、雑 誌、 辞典 な ど印刷 形成 の もの に多 くの例 を見 るこ とが で きる。そ して、 今、 機械 可 読形

式 の編集 デ ー タ も、それ を構 成 す る個 々 のデータの 選択 又 は配 列(注1)に よって創 作性 を有 す る もの につ

い ては 、編 集著 作物 と して著 作権 の 目的 とな る。

　以 上2種 の著 作権 が、 デー タベー スの作 成、 加 工、 流通 の過 程 に お い て どの よ うに関 わ って くるか

を探 ってい こ う と思、う。

5.2　 デ ー タベ ー ス の 作 成 段 階

■

　 デー タベ ース は非著 作物 と著作 物 に よ って構成 され る。後 者 の著 作 物 は、 これ を更va　4つ に類 型化

で きる。 すな わ ち、

　 D　 す で に保 護期 間 の経 過 した著 作物

　 iD著 作権 の 目的 とな らない著 作物

　 iii)国 又 は地 方公 共 団体 の機 関 が、 そ の著 作 名義 の 下 に公表 す る広 報 資料 等 の著作 物

　 iv)一 般 の著 作物

　 これ らの著 作物 の うち、 前二 者i)iDの デー タベ ース の収録 は 自由 に行 い うる。　iiDに っ い ては

国等 が著作 権 を有 す る こと を明定 してい る わけ で あ るか ら、 説明 の材 料 と して利用 す る と きは と もか

く、説 明文 を伴 わ ない利 用 に あ っては 、 ま た、転 載 を禁止 す る旨の 表示 の あるi著作物 につ い て は、 た

とえ説 明文 を伴 ってい て も、 著 作権 者 の許 諾 が必 要 とな る。iv)の 中 には、 学術 書 、学 術論 文 な どで

また、国 等 の著 作物 で あ って も、 一 般 に周知 させ る こ とを 目的 と して作 成 され た もの で ない もの は
、

こ こに含 まれ る。 い ずれ に して も、iv)に つ い ては、 そ の利用 に際 して、著 作権 の許 諾 を必 要 とす る。

　以 上 の よ うな、非 著 作物 や きま ざ まな著 作物 か ら成 るデー タベ ース そ の もの は、 それ 全体 が編 集物

とい うこ とが で き、そ の際 、素 材 の 選択 又 は配 列 の点 におい て創作 性 を有す る ものは、 編集 著 作物 と

して保 護 され る。

以上 の こ とは 、 デー タベ ー スの 作成 と著作 権 の関 わ りを一般 的 に述 べ た もの で ある が、 デ一 夕ベー

(注】)この種 の編集 デ ー タは 、 プ ロ グ ラムに よ る検索 を前提 とす る と き、個 々 のデ_タ の配 列 には さ

程 大 きな意義 は ない 。 も ちろん 、収 録 す るデー タの選 択 のほ うは大 きな意 義 を有 す る。
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スの作成 主体 と国 等 の特 定 の 機 関 に限 定 して考 え る と き、 著作権 との 関 わ りに は また別 の 側面 を見 る

ことが で き る。 す な わ ち、 著 作権 法 は、 裁 判手 続 や立法 叉 は行 政 目的 の た めの 内部 資料 と しての複 製

を、 著 作権 者 の利 益 を不当 に害 しない 限 り、認 め てい る。 司法 、立 法 、行 政 目的 の た め必 要 と認 め ら

れ 、 また、 そ の限度 に おい て 、著 作物 を複 製 す る ことが認 め られ るの で ある。 す な わ ち、 裁判 手続 の

ため必 要 と認 め られ る場 合 と、 立法 又 は行 政 目的 の た めの 内部 資料 と して必要 と認 め られ る場 合 には

それぞ れ、 そ の必要 と認 め られ る限度 にお いて、 保 護 著作物 の複製 が で きる。 そ こに あ っては 、未公

表著作 物 の複 製 さえ で きる の で ある。 した が って、 デ ー タベー スの収 録 も、 許 諾 な く行 うこ とが で き

る。

　 この よ うに、 デ ー タベ ース の作 成 主体 の いか ん に よ り、 権 利処 理 に大 きな 差 の ある こ とは注意 を要

す る と ころで ある。

●

5.5　 デ ー タ ベ ー ス の 加 工 段 階

　 ひ とたび作 成 され たデ ー タベ ー ス に、利 用 者 の便 宜 を考 え、 更 に加工 を施 す と きは、 著 作 権 は どの

よ うに関 わ って くるか。

その加工がすでに作成されたデータベースの修正・増ぷ とどまるときは・そこ噸 たな縞鯵 作

権 が生 ず る ことは ない。 そ の種 のデ ー タベ ー スは す で に作成 され たデー タベー ス の複 製 物 で あるに過

ぎない 。

　 他 方 、デー タベー ス の 加工 が、 創作物 に別 個独 立 の デー タ ベー ス を作 成 す る もので ある ときは 、新

た に このデ ー タベ ー ス につ い て編集 著 作権 が 発 生す る。 そ の際 、 さ きに眺 めた3.2.のD、 め の著作

物 につい ては問 題 は ない が、3.2のiii)、 　iv)の 著作 物 につい て は、 そ の収 録 につ き、 あ らた めてそ の

著作 権 者 の許諾 を要 す る。

ろ.4　 デ ー タ ベ ー ス の 流 通 段 階

　デ ー タベ ー スの 流通 段 階 に おい ては、 デー タベー ス が流通 業 者 に譲 渡 乃至 は賃 貸 され、 あ るいは、

利用 者 の ニー ズ に応 じて収 録 され た資料 の 提供 が な され る。 と くに国 や地 方公 共 団体 の機 関 の作 成 し

たデー タベ ー ス が流通 の対 象 とな る と きは、 デ ー タベ ー ス を構成 す る個 々の著 作物 の複製 権 を侵害 し

ない よ う配 慮 す る必 要 が あ ろ う。

　　 i)デ ー タベー ス作成 業 者 一 デ ー タベ ー ス流通 業 者

lDデータ　 流騰 已 鷲
一 利用者

　　 　 　 　 　 　 　 　　 　 　 　 　 　 　テ レ ビの 受像　　 　 　 　 　'　　 　　 　 　 　 　 {

　　 　 　 　 　 　 　 　　 　 　 　 　 　 　フ ァク シ ミ リでの固定

　 まず、 作成 業 者 か ら流通 業 者 へ の流 れ に っい て は、著 作物 がmachine　 readableな 状 態 の ままで移

●
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動 ず るのみ で あるか ら、 これ を作成 段 階、 加工 段 階 におけ る許諾 の 中 に含 め、権 利 につ い ては すで に

処 理済 み と して扱 うこ とが で き る。 これ は、 デー タベー ス その もの の複 製 が容 易 には で きな い こと を

前 提 と した考 え で ある が.も しそ の複 製 が容 易 にで きる とい うこ とにな る と、 それ らの複 製 に つい て

編 集 著作 権 者 、 デー タベース を構成 す る個 々の著 作物 に関 す る著 作権 者 の許 諾 が必要 とな る。 今 や、

端 末機 に簡単 な仕 掛 け をす るの み で、 デー タベ ース の 内容 をそ っ く りコピー で きる よ うにな った と も

云 われ てい る。 デ ー タベ ー スの 流通 段 階 に 拾け る著 作権 管理 の 重要 性 が痛 感 され る と ころで ある。

　 次 に、 デ ー タベ ー ス流通 業 者に よる利 用者 へ のサ ー ビス で あるが 、 ここに おい ては、 まず、 流通 業

者 か利 用 者 の求 めに応 じ、 自 らプ リン ト ・ア ウ.トす る方 法 が ある。 この プ リン ト ・ア ウ トの段 階 に お

い て、そ の ベー ジ数 に応 じ、 権 利 者 と くにデ ー タベ ース を構成 す る個 々の著 作物 に関 す る著作権 者

(著 作 者 とい って もさ程 誤 差 は ない)に 報 酬 が支払 われ る必要 が あろ う。 著 作者 は、 イ ンプ ッ トの段

階 におい て は、 著 作物 の使 用 を許 諾 す るの み で、 報 酬請求 はな さない が、 著作 物 の最 終 的 な利 用段 階

にお い ては、 著 作 者 に利用 の対 価 が 支払 われ なけ れ ば な らない で あろ う。、も う1つ の方法 、 オ ン ライ

ン方式 に よる流通 に あ っては、・利 用 者 がテ レ ビ画面 に 拾い て検 索 してい る限 りにおい て は、 著作 者 へ

の報 酬 支払 義 務 は生 じないが、 目指 す情 報 を見 出 し、 これ をプ リン ト ・ア ウ トす る ときは、 流通 業 者

に よる コ ピー の 提供 と同 じよ うに、 著作 者 に対 して報 酬 の支払 が なさ れ なけれ ば な らな い で あろ う。

　 他方 、著 作 権法 には 複製権 を制 限 す る規定 が い くつか ある。 そ れ らを機械 的 に適 用 す る ときには 、

デ ー タベー ス の 作成 ない しは加 工 業 者 、更 には 、 流通 業 者の利 益 や個 々 の著作 者 の利 益が 不当 に害 さ

れ る こと も予 想 され る と ころか ら、権 利 関係 をは っ き りさせ て お くほ うが よい よ うに思 う。 複製権 を

制 限 す る規 定 の 中 に あ って も、 次 の もの は 注 目 しな けれ ば な らない 。

　 D　 私 的 使 用 の ため の複製(30条)

　 ii)図 書 館等 に 於け る複製(31条)　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 ,

　 iii)学 校 そ の他 教 育機 関 におけ る複 製(35条)

　 まず 、私 的 使用 のた めの複 製 で あるが 、 この点 、著作 権 法は 、著 作物 は 、個 人的 に又 は家 庭 内そ の

他 これ に準 ず る限 られ た範 囲 内 にお い て使 用 す る こ とを 目的 とす る場 合 には、 そ の使用 す る者 が複製

で きる 旨規 定 してい る。同条 にお い ては、 複製 物 の 使用 目的 と複製 主体 に限定 が な され ては い るが、

も し端 末機 とそれ に接 続 す る フ ァク シ ミリを同条 の限 定す る範 囲 内 で用 い る とすれ ば、 形 式的 には無.

断 、無 償 の 複製 が可能 とな る。

　 第2の 、 図書 館 等 に おけ る複製 で あ るが、著 作 権 法 は、特 定 の施 設 に よ る複製 を認 め てい る。著 作

物 の複 製 を 自由 に行 う こ との で き る特 定 の施設 とい うのは 、図書 、記 録 そ の他 の資料 を公 衆 の利用 に

供 す る こ とを 目的 とす る図書 館 そ の他 の施 設 で政 令 で定 め る ものの こ とで、次 の もの が あ る。

O

O

o

o

O

国立国会図書館

図書館法第2条 第1項 の図書館・　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ・

大学叉は高等専門学校に設置された図書館及びこれに類する施設

大学等における教育に類する教育を行 う教育機関に設置された図書館

図書、記録その他著作物の原作品又は複製物を収集 し、整理 し、保存 して一般公衆の利用に
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　 　　供 す る業 務 を主 と して行 う施設 で法 令 の規 定 に よ って設 置 され た もの。 日本 科 学技 術 情 報 セ ン

　 　　タ ーな ど。

　 　 O　 学術 の研 究 を 目的 とす る研究 所 、 試験所 その他 の施 設 で法 令 の規 定 に よ って設置 され た もの

　 　　 の うち、 そ の保 存 す る図書 、記 録そ の他 の資 料 を一 般公 衆 の 利用 に供 す る業 務 を行 う もの。

　 　 o　 国 、地 方 公共 団 体 又は 公 衆法 人 の設置 す る施 設 で、 文化 庁長 官 が 指定 す る もの(日 本 医師 会

　 　　図 書室 、 日本 原子 刀産 業 会 議資 料室 、経 済 団体連 合 会経 団 連 図書 館、 日本 生産 性 本部 図書 室 、

　 　　 日本 医薬 情 報 セ ン ター 附 属 図書 館 な ど28施 設 が指 定 を受 け て い る。)

　 これ らの施設 は 、 「利 用 者 の求 めに応 じその 調 査研 究 の用 に 供 す るた め に、 著 作 物 の一 部 分、 乃 至

は、 発行 後相 当期 間 を経 過 した定 期 刊行物 に掲 載 され た個 々の著 作 物 に あ って は、 そ の全 部 の複 製物

を1人 にっ き1部 提供 す る こ とが で きる こ とにな ってい る。'もっ と も、 利 用 者 の求 めか ある前 に著 作

物 をデ ー タベ ー ス に収 録 す る こ とには疑 問 もあ るが、 これ らの施 設 が デー タベー ス を買 入 れ、 自 ら保

有 す る こ とに なれ ば、.そ こか らの プ リン ト・ア ウ トは利 用者 の 求 め に応 じて 自由 にで きる。 した が っ

て、 これ らの 施設 と民間 の 流通 業 者 が競 合 す る と きは.前 者が優 位 に立 つ こ とに なろ う。

　 第3の 、 学 校 そ の他教 育 機 関 に おけ る複 製 で あ るが、 著作 権 法 は、 学校 そ の他教 育機 関 に おい て教

育 を担任 す る者 が、 そ の授 業 の過 程 におけ る使 用 に供す る こ とを 目的 とす る場 合 には、 必要 と認 め ら

れ る限 度 に おい て、 著 作物 の複製 が で きる 旨規 定 す る。 デ ー タベ ー ス を これ ら教育 機関 が買 入れ、 保

有 した ときは、 これ またデ ー タベ ース か らの プ リン ト ・ア ウ トは 自由 に な りうる こ とに な る。

　 以上 の よ うな複製 権 の大 幅 な制限 は、 デ ー タベ ー ス作 成 業者 を含 め た権 利者 側 が相 当 な留意 を して

い かな い限 り、 権 利者 が そ の作 品 か ら受け るべ き経済 的 利 益 を失 うこ とに もな る。 この点 、 明文 を も

って注 意 してい るの は35条 の み で、 そ の但書 に おい て 、当該 著 作物 の種 類及 び用 途 並び にそ の複製

の部数 及び 態様 に照 ら し著作 権 者 の利益 を不 当 に害 す る こ ととな る場 合 は、複 製 の 自由 は認 め られ な

い と してい る。 この種 の規 定 は 、30、31条 には見 当 らない が、 当然 配 慮 され る べ き性 質 の もの で

ある。 す で にベ ル ヌ条 約 に おい て も、 複製 権 を制限 す るに際 して、 複製 が著作 物 の通 常 の利 用 を妨 げ

ず、 か つ、 そ の著 作者 の正 当 な利 益 を不 当 に害 す る ことが ない よ う求 め てい る(9条2項)。

》

|

5.5　 条 約 及 び 諸 国 の 対 応

　 これ まで、 国際 的 には、 コ ン ピュー タ と著 作 権 の問 題 は,ど ち らか といえ ぱ、 プ ログ ラムの 問題 、

ソ フ トウ ェア の 問題 と して論 じ られ て きた。 そ して、 この ソフ トウ ェア に関 しては、 最近 、 ジ ュネー

ブの世 界私 的 所有 権 機 関(WIPO)を 中 心 とす る6年 間 の研 究 の結果 、 そ の保 護 に関 しモデ ル規 定

が示 され る に至 った(注2)。

　 そ れ な らば、 デー タベ ー ス と著作 権 との関 わ りは 如何 。 著作 権 条 約 や諸国 の著 作権 法 の定 め る 「複

製 」概 念 の広 さに 照 らせ ば、 保 護 著作 物 のデ ー タベ ース へ の収 録 は 問題 な く 「複製 」 に該 当 す る こ と

■

(注2)大 山 幸 房　 「コンビ=一 夕'↓ソフトウ=ア の保 護 に関す るモデルにつ いて」 コピーライ ト229頁6頁

一26一



●

●

●

●

もあ ってか、 と くにそ の ことのみ が ク ロー ズ ・ア ップ され る こ とは なか った 。 デー タベ ース は、 す で

にそ の作 成 の段 階 に おい て著作 権 に密接 に関 わ ってい るの で ある。

　 著 作 権条 約 は 「複 製 」 の意味 内容 を広 げ るか た ちで改正 され て きた。 まず、 ベ ル ヌ条 約パ リ改 正条

約 は、　 「文学 的 及び 美 術的 著作 ・権の 著作 者 で あ って この 条約 に よ り保 護 され る者 は 、 方法 及 び形 式 の

い かん を問 わず 、そ れ らの著作 物 を複 製 す る こ とを許 諾 す る排他 的権 利 を有 す る 」 と定 め る(9条1

項)。 複製 、 す な わ ち、 著 作物 を他 の メデ ィア に固定 す る ことにつ き、そ の 方法 及 び形 式 のいか ん を

問 わ ない とい うこ とで あるか ら、保 護著 作物 を磁 気 テー プ やデ ィス ク に収 録 す る こと も、ふ つ うの 印

刷 物 に おけ る よ うに直接 には知 覚 され る もの で は ない に して も、 「複製 」に該 る ことに な る。

　 ベ ル ヌ同盟国 の諸 立法 も概 ね広 い 「複 製 」概 念 を規定 す る。 印刷等 の方 法 に 加 え て、　 「機械 的 、 映

画的 また は磁気 的 記 録 」 に よ って実 現 され る こ とが で きる もの を複製 とす る フ ランス法(28条2項)

をは じめ、 西 ドイツ法 も複 製 につ きその 方 法 を問 わ ない(16条1項)。 そ の他 の ベ ル ヌ同 盟諸 国 も

そ の多 くは広 い複 製概 念 を規定 す る。 イギ リス に おいて は、1974年2月26日 以来106回 の会

議 を経 て作 成 され たWhitford　 R　eport二 著 作 権意 匠法 検 討 委員 会報告 書 が、1977年3月 、 議会

に提 出 され てい るが、 そ の報 告書 に おい て も、万 国 著 作 権 条 約 パ リ改 正条 約 のほ うも、 「いず れ か

の方 法 に よる複 製 」 を許 諾 す る排他 的 権利 を定 め る(4条12、1項)。

　 「複製 」 を この よ うに広 く解 して い く限 り、 コ ン ピュー タの利用 を前 提 とす るデ ー タベ ー スへ の保

護 著作 物 の収録 も何 らの疑義 もな く、 「複 製 」 とい うこ とに な り、 したが って、 ヨー ロ ッパ諸 国 は デ

ー タベー ス そ の ものへ の関心 は さ程 強 い とはい え ない。

　 1776年 の ア メ リカ新 著 作権 法 も広 い 「複製 」 を規 定 してい るが、 ヨー ロ ッパ の法 状況 とは や や

違 って い る。 ア メ リカには 、複製 に関 し、1つ には、 ホ ワ イ ト ・ス ミス対 ア ポ ロ原則 が あ り、 また、

1つ に は、1976年 法 が と くに コ ン ピ ュー タ に よる著 作物 の利用 に関 し117条 を設 け て い るか ら

で あ る。1980年 、ア メ リカ最 高裁 判所 は、 ホ ワイ ト ・ス ミス対 ア ポ ・社事 件(White-Smith　 vs

Apollo　 Co.)に 関 し、 自動 ピア ノ用 の穴 あ き ミ ュー ジ ック ・ロー ルは 、音 を読 む こ とか で きない

ところ か ら、 複 製 には 該 らない と した。　 「複 製 」概念 を狭 く解 す る この種 の古典 的 な考 え方 に立 てば

磁 気 テ ー プの よ うに、 直接 には知 覚 しえ な い機 械 可読 の もの に保 護 著作物 を固 定 す る だけ では 複製 に

譲 らない こ とに なる 。加 え て、1976年 の法改 正 に際 して、 ア メ リカの立 法 者 は 、 コ ン ピ ュー タ に

よ る著 作物 の利 用 に新 法 を適用 す る こ とには 慎重 な姿勢 を示 した。 そ の117条 は 、情 報 の記憶 、 処

理 、検 索 または伝 達 を可能 にす る自動 シス テ ム と結 合 しまたは 、類 似 の装置 、機 器 ま たは方 法 と結 合

して著 作物 を利 用 す る こ とに関 しては従 来 の法 の下 で与 え られ た もの以外 の権 利 を著 作権 者 に与 え る

もの で は ない 旨定 め る。 この よ うに、 と くに保 護 著作 物 の コン ピュー タ によ る利用 に関 しては 現状 維

持 を決 め る一方 、新 技術 に よ る保 護 著作 物 の利 用 に関す る国 家 委員 会(the　 National　 Commission

on　New　 Technological　 Uses　 of　Copyrighted　 Works　 ・=　CONTU)を 設 け 、同 委 員会 は、コン ピ ュー

タ との関連 に おい て、 また、 さま ざ まな機 械 的複 製 によ って 、著作物 が どの よ うに複 製 され 使用 され

るか、 コ ン ピ ュー タ や機 械 的 複製 か ら新 た な著 作物 を創 り出す こ とについ て資料 を研 究 、収 集 し、 大

統 領 と議会 に対 し、3年 以 内に 、最終 報 告書 を提 出 す る こ とにな ってい た。
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　そ して、1978年7月 、CONTUは 最終 報告 書 を提 出 した。そ こに おい ては、 さ きの117条

の廃止 が勧 告 され てい る。 ここに、 ア メ リカ におい て も、保 護 著 作物 のデ ー タ ベー スへ の収 録 にっ き

1つ の方 向が 示 さ れ る に至 ったの で あ る。

5.6　 ま　 と　 め

　 公 共的 デ ー タベ ー ス の形 成 な り利 用 に関 す る これ ま での文 献 には、 著 作権 に関 す る配 慮 が著 しく欠

如 してい る よ うに思 う。 デー タベー ス と著 作権 の関 わ りを探 る ことは、 決 してデ ー タベ ー スの作 成 ・

加 工、 流通 を阻害 す る こ とでは な く、 デ ー タベー ス産 業 の安 定 した成 長 に不可 欠の こ との よ うに思 わ

れ る。 も しデ ー タベー ス を編 集著 作 物 と して認 識 で き るな らば、 デ ー タベ ー ス作 成 乃至 加工 業 者 は、

そ こに排他的な権 利 の保 護 を主張 す る こ とが で きる。そ の種 の排 他性 が あ る とす れば、 巨額 の 資本 を投

下 して で も、'す ぐれ た デー タベー ス を作成 す る な り、 買 入れ る な り、 また 、加 工 す る こ とにな る。 デ

ー タベー ス産 業 の健 全 な成 長 の 中 に、 文化 の花 も大 き く開 くこ とに な る。 他面 、 デー タベー ス の作 成 、

加 工業者 がそ の種 の権 利 を主張 しうるた め には、 そ の前 段 階 に あって、 デ ー タベ ー ス を構成 す る個 々

の保 護 著 作物 の著 作者 な り著 作権 者 とめ間 に権 利 処 理 を済 ませ てい な けれ ば な らない。 また、 デ ー タ

¶
ベー ス に最終 利 用 者 が接 す る段 階 に お いて著 作 者 に相 当 な る報 酬 の支払 われ る途 が確立 され なけ れ ば

な らな い。 わ が国 のデ ー タベ ー ス産 業 がそ の有 意義 な事業 をい ま1つ 推 し進 め られ ない でい る理 由の

　1つ は、 権 利 関係 の未 処理 の点 に あ る よ うに思 われ る。

　 他面 、'デー タベー ス の 作成、 加工 に際 しで、個 々の著 作 者 の許 諾 を得 る作業 は 容 易 では ない。 また

最 終利 用 者 の支払 う報 酬 を徴収 す る作 業 も容 易 では あ る まい 。 そ こに おい て、権 利 の集 中的 処 理 機構

の確立 され る必 要 が生 じて くる。 この処 理機 構 につい ては、 今 や、 本 格的 な検討 が 行 われ てい る とこ

ろ で ある。

●
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4.行 政 情 報 の公 開 と非 公 開

4.1　 行 政情 報 の公 開 に 関す る現行 法 の 例

一 般 国民 へ の行 政情 報 の公 開 を規 定 してい る もの と しては
、 次 の よ うな例 が あ る。

●

　 4.1.1　 一 般 行 政 関 係

　 選 挙 人名 簿 の縦 覧(公 職選 挙法23条)、 住 民基 本 台帳 の閲 覧(住 民基 本 台 帳 法11条)、 商 業登

録 簿 の 閲 覧(商 業 登 記法10条)、 保 安 林 台帳 の 閲 覧(森 林法39条 の2)、 中小 企業 実 態 調 査 の公

表(中 小 企 業 基 本 法7条)、 汚 染状 況 の公表(大 気 汚 染防 止法24条 、水 質 汚 濁 防止法17条)、 指

定 統 計 結果 の 公 表(統 計法16条 、 これ につ い ては4.3で 詳 述 す る。)

　 な お、特 許法 のっ ぎの規定 は 磁気 テー プに明 文 で言 及 して お り、 注 目に値 しよ う。

　 「何 人 も、 特 許 庁 長官 に対 し、特 許 に関 し、証 明 、書 類の謄 本 又は特許 原簿 の うち磁 気 テー プ を も

って調 整 した部 分 に記録 され てい る事 項 を記 載 した書 類 の交付 を請 求 す る こ とがで きる」(特 許法1

86条)。 同法 にい う特 許 登録 原簿 は、 磁気 テ ー プ を も って調 整 す る もの とされ てい る(特 許登 令昭

和35年3月24日 政 令39号)。

　 同趣 旨の現定 は、意 匠法63条 に 見 出 され、 意匠 登 録 原簿 は磁気 テ ー プ を も って調 製 す る もの とさ

れ てい る(意 匠 登 録 令昭 和35年3月24日 政 令41号)。

　 関税 法102条 は、 輸 出入貨物 や 出入 港 した外 国 貿 易船 等 につい て統 計 の 作成 を税 関 に義 務 づ け て

い るが 、特 に同条4項 は 「大 蔵 大 臣 は、 ……集計 した統 計 につ き、 … …電子 計 算機 用 磁気 テー プ を提

供 して これ に当 該 統計 を記 録す る こ とを求 め る者 が あ る ときは、当 該 テー プ に当該 統 計 を記 録 し、 こ

れ をそ の老 に交付 しな けれ ば な らない 」 とす るか、 磁気 テー プの交 付 につ い て定 め てい る点 で注 目 し

た い。

　 4.1.2　 行 政 手 続 関 係

　都 市 計画 法17条 、 都 市再 開発 法16条 お よび土 地収 用 法24条 は 、事業 計 画 の公 表 を義 務 づ け て

い る。

　聴 聞 の公 開 とか行 政処 分 の公 表 に つい ては数 多 くの法 令の定 めが あ る。

●

●

4.2　 国立公文 書館の公文書等 の公開

　行 政情 報 の公 開 に関 す る個 別 的法 令 は、 公表 の 日時、 場 所、 方法 そ の他 に つ い て明確 な指 針 を与 え

てい る わけ では な く、 また、 統 一性 に欠け て い る。 現在 の ところ、 公 文書 等 に ア ク セスす るに有効 な

方法 は、 国 立公 文 書 館 の活 用 で あろ う。

　 国立 公文 書館 は、　 「国 の行政 に関 す る公 文書 その他 の記 録 を保存 し、 閲覧 に供 す る と と もに、 これ

に関連 す る調査 研究 及 び事 業 を行 い、 あわせ て総理 府 の所 管行 政 に関 し図書 の管 理 を行 う機 関」(総
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理府 設 置法11条)と して総 理府 に設 置 され た(昭 和46年7月1日)。

　4、2.1　 公 文書 館 へ の 移 管の 対 象 とな る公 文書

　各 省 庁 か ら国 立 公 文書 館へ の移管 の対 象 となる公 文書 等 は、 そ れぞ れ 次 の各 項 のい ず れ か に該 当 す

る もの で ある。

① 各 省 庁の 文書 管理 規 則、 そ の他 の法 規 の規 定(以 下 、保 存 規定 とい う。)に よ り、 保 存期 間 が

　 　永年 と定 め られ てい る もの で、 作 成後10年 以 上経 過 した もの。

② 保 存規 定 に よ り、 一 定 年 数 の保 存期 間 が 定 め られ てい る もの で、 当 該保 存 期間 が経 過 した もの

　 　 (た だ し、 保 存 期 間 が10年 以 上 と定 め られ てい る もの に あ って は、 作成 後10年 以 上経 過 した

　 　 もの 。)の うち、 国 立公 文書 館 が移 管 の必 要 を認 め た もの。

③ 保 存規 定 に よ り保 存 期 間が 定 め られ て い ない もの で、 国 立公 文書 館 が移 管 の 必要 を認 め た もの 。

以 上 の① ～③ の各 項 のい ず れ か に該 当 す る公 文書 等 の種 類 を例 示 す れ ば、 次 の表lk・ よび表2の よ

うにな ってい る。

⑱

表1.行 政 機 関 の組織 、 政 策 、実 施 に関 す る公文 書 等

移管 の対 象 とな る公 文 書等 の例

①　閣議関係文書

② 大臣決裁等各省庁あ局長及びその相当職以上の決裁を得た公文書等並びに課長及びその相当

　職の決裁、閲覧等を得たもののうち重要なもの

③ 政務及び事務次官会議関係資料

④ 大臣及び次官保管資料

⑤ 各省庁の文書管理規則等により、永久保存の指定をしたもの

⑥ 各省庁の大臣官房等(総 務、人事、会計等の各課)が 作成、受理 したもののうち重要なもの

⑦ 各省庁の企画担当部門(局 、課、係等)が 作成 受理 したもの

⑧ 各省庁又はその局、部、課の創設、改廃、統合前後に作成、受理 した組織、機能に関するも

　 の

⑨ 重要な政治的、経済的、社会的、文化的問題に関連 して作成、受理 したもの

⑩　各種法令集、各省庁の関係法規集、職員録(名 簿)等

⑪ 図書、冊子等で当該省庁の組織、機能の理解に役立つもの

⑫ その他上記に準ずるもの

　　　　 (特例)

⑬ 昭和20年(終 戦の年)以 前に作成された公文書等のす(1て



表2.行 政 の 対 象 に関 す る公 文書 等

記 録 の 内 容 移 管 の対 象 とな る公 文書等 の例
　 　 　 　 ・

①個人に関する情報を

記録 したもの

帰 化 、海外 移 住 、恩 給 、特 許 に関 す る申請書、 任用 、 資 格試 験 関係 書
　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 '

類、不動産(国 有地払下げ等による)取 得関係書類、各種調査票等

②法人、団体等に関す

る情報を記録 したもの

　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 ・

許 ・認 可 甲請書 、 資産、 経 理、労 働 、技 術開 発等 に関 す る報告 書 等

③事物、地域(場 所)

等に関する情報を記録

した もの

設計 図 、 天気図 、地 図、 資 源調 査 図等
　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 ..

　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 、　.

　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 .

④その他上記に準ずるもの

∀

●

■

　 移 管 の対 象 とされ る もの には、最 終 的意 思 決定 の内容 を記載 した ものの み な らず、 当該 案 件 の作成

過程 等 を明 らか にす る補 足 資料(添 付 、付 属 資料 、 担 当者 メモ書 き等)を も含 め てい る し、書 類 以外

の形 態、 た とえば フ ィル ム、 地 図、 磁気 テー プ等 も 「移 管 の対 象 となる可能性 が ある」 と説 明 され て

い る(国 立公 文書 館 編 「公 文書等 の集 中管理 」)。 　 　 　　 　 　　 　 　　 　　 '　　 一 　〇

　 4.2.2　 移 管 後 に おけ る公 文書等 の 利 用　 　 　 　 ',　　 　 ・・　 tl、　 　 　 　 　 　 '

　 国 立 公 文書 館 へ移 管 され た公 文書等 につ い て、 当該 省 庁 の職 員(当 該省 庁 の文 書保 存 事 務担 当 官 及

びそ の 他 の指 定 す る職 員 な らび に同 担当 官 が利 用許 可 を与 え た機 関 又は者)ぱ 、 移管 後 直 ちに利 用

(閲 覧、 貸 出 し等)す る こ とが で きるが、一 般 公 開(利 用)に つい ては、ttC国立 公 文書 館利 用規 則」

(昭 和47年4月25日 総 理府 告 示 第10号)3条1項 に おい て原則 と して 「公 文書 館 が管 理 す る公

文書 は、'公開 す る もの とす る」 と定 め てい る に もかか わ らず 、公 文書 の移管 の実 施 がい ま だ不 十分 で

ある うえ、 現実 に公 開 が実 施 され てい る もの は 「作 成後30年 を経 過 した もの」 につい て行 われ そい

る よ うで あ る。 ま た、 同館 は 、公 文書 等 の公 開開 始 に あた っては、関 係省 庁 に通 知 し、 問題 の ある も

の につ い ては協 議 す る、 とい う慎重 な態度 を と ってい る。　 　　 　　 　 '　 `

　以 上 の こ とか ら、 国立 公 文書 館 の管理 す る公 文 書 等 か ら情報 を収 集 す る こ とは可 能 であ る と して も

そ の情 報 のup-to-datenessを 求 め る こ とは 不 可能 な状 態 に ある こ とが わか るの で あ る。.

4.5　 統 計 法 に基 づ く公表 とその 問 題 点

4.5.1　 指定 結果 の 公表

統 計 調査 を、 統計 制 度 との関 連 に よ って分 類す る と、ω 指定統 計 調査、(2)承認 統 計調 査 お よび(3)届
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出統計 調 査 の3種 類 が ある。 この うち、 結 果 の公 表 を義 務 づけ られ てい るの は指 定統計 調 査 だ け で あ

って、 統 計 法16条 は 「速 や か に これ を公 表 しな けれ ば な らない 」 と定 めて い る。

　 指 定統 計 調 査 を行 う場 合 には、調 査実 施 者 は、(1)調 査 の 目的 、事 項、 範 囲、 期 日toよ び 方法 、② 集

計 事 項 お よび集 計 方 法、(3)結果 の公 表 の 方法 お よび期 日、(4)関係書 類 の保 存 期間teよ び保 存責 任 者等

につい て、 あ らか じめ行 政 管理 庁長 官 の 承認 を得 な けれ ば な らない ので あ る(統 計法7条1項)。

　 4.5.2　 結 果 公表 の 方 法

　 指定 統 計調 査 の結 果 は、官 報 そ の他 の刊 行物 で公 表 され てい た が、(1)刊行 物 の刊 行 に要 す る期 間 は

利 用 で きず、早 期 公 表 に十分 対 応 して い なか った こ と、(2)地 方利 用 等 に必要 な詳 細 な地域 別 の集 計 結

果 は印刷 物 にす る と膨大 な量 となるの で、 刊 行物 とす る こ とは 困難 で あ り、 一 般 の利 用に供 し難 い こ

と、 が 指摘 され、 昭和54年 に統計 法 施 行 令7条 が改 正 され た。 この改 正 に よ り、 磁 気 テ ー プ等 に記

録 した もの を紙面 または 画像 面 に表示 し、 これ を公 衆 の閲 覧 に供 す る方法 で公 表 す る こ とが可 能 とな

った。 もっ と も、 この方法 で公表 で きる場 合 とは、(1)利 用 者 の範 囲等 を勘 案 して官 報 そ の他 の刊 行物

で公表 す る こ とが適 当 でない と認 め られ る もの、 また は、 ② 官報 そ の他 の刊 行物 で公 表す る もの に長

期 を要 す る と認 め られ る もの、 に限 られ てい る。 「統計 法 施 行 令 の一 部 を改 正 す る政 令等 の施行 につ

い て」(昭 和54年4月5日 行 管統 第104号=行 政 管 理 庁行 政管 理 局統 計 主幹 か ら各省 庁統 計 主管

主部 長 、各 部 道府 県知 事 宛)で は、 次 の よ うに述 べ てい る。

　 「指定統計調査の結果の公表は、官報その他の刊行物で行うのが原則である(令 第7条 第1項 本文)

の で、 この点 に留意 され たい 。 …… これ 〔令7条1号 に よる公 表 〕は、 指定 統計 調 査 の結 果 の うち、

そ の利 用 目的 等 か らみ て利 用 者 が比 較的 に小範 囲 で あ る こ と、 その結 果 の 内容 が膨 大 で あ る こ と等 の

事 情 が あ り、 これ らを勘案 して指定 統計 調 査 の結 果 を官 報 その 他 の刊 行物 で公 表 す る こ とが 適 当 で な

い と認 め られ る もので ある。 」

　 同通 達 は、 公 衆 に よ る閲覧 の方法 と して 「電 子計 算 機 用 磁気 テー プそ の他 の記憶 媒体 叉 は マ イク ロ

フ ィル ム に記 録 した もの を出 刀用 紙若 し くはデ ィス プ レイ又 は マ イク ロ リー ダー に表示 」 す る よ う指

示 してい るが、 か よ うな設 備 が十 分 で ない(特 に地 方 自治体 レベ ル では提 供 体制 が で き て いな い)の

が 実 情 で あろ う。

、

`

　 4.5.5　 官 庁統 計 の普 及

　官 庁統 計 の結 果 の公 表後、 そ れ を どの よ うに利用 す るか にっ い ては、 統計 法 上 制 約が ない。 そ こで

官 庁統計 の普 及 方法 と して磁 気 テー プに よ るつ ぎの よ うな例 が あ る。

　(1)財団法人通商産業調査会経済統計情報センター(工 業統計および産業連関表)・ ②財団法人 日本

統計協会(国 勢調査結果)

,

4.5.4　 省庁 間 の統 計 デ ー タの相 互 利 用

「磁 気 テー プ記 録 に よ る統計 資料 の相 互利 用 に つい て」(昭 和42年3月25日 行管 統 計 第172
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号)に よ って、 各 省 庁間 で磁気 テ ー プの相 互 利用 が 可能 とな った。 相 互利 用 の ため には 、当 事 者間 で

条件 の細 目 を協 議 し、覚 え書 を交 換 す る、 とい うや り方 が と られ てい る(注)(船 崎 武男「官庁 統計 におけ

る情 報管 理 一 磁 気 テー プに よ る統 計 の 提供 をめ ぐって 一 」 オペ レー シ ョン ・リサー チ1979年

2月 号81～82頁)。

■

●

　 4.5.5　 指 定統 計 調査 結 果 の地 方利 用

　 国 が地 方 公共 団体 を通 じて実 施 した指定 統計 調査 の結果 を、公 表 前 に地 方公 共団 体 か利 用 す る こと

は可能 で あろ うか 。 消極 的 に解 され てい る。 その 理 由 と しては、(1)国 に おけ る機 械 集 計組 織 によ って

統 一性 を確保 しなが ら集計 す る必 要 性、 ② 利用 しよ う とす る調査 か標 本 調査 が多 く、1府 県 の分 だけ

集 めて も利 用価値 の ない こ と、 お よび、(3)経費 は す べ て国 の負担 とな ってい る点、 等 が あげ られ てい

る。地 方 自治体 が調 査 結 果 を利 用 す るた め には、行 政 管理 庁 長官 の 承認 を得 なけれ ば な らない の で あ

る(統 計 法15条2項)。 そ の承認 の基 準 に関 す る規 定 は統計 法 にな く、公 示 もされ てい ないが、 つ

ぎの よ うな内部基 準 か作 られ てい る(松 田道 夫 『統 計 法 の解説 』(3訂 版)66～67頁)。

　 1.調 査票 の 使用 が 甲告 者 の秘密 保 護 に欠 げ る こ とが な く、 か つ、 そ の使 用 か公 益性 の高 シ・もの.

(学 問的 研究 を含む 。)で あ る と認 め られ る場 合 に承 認 す る もの とす る。

　 2.調 査票 の 使用 が、(1)か ら(6)まで、 また は(7)に該 当 す る場 合は、　 「承認 の基 準 」 に反 しない もの

とみ なす 。

　 　(1)使 用 目的 が、 次 のい ず れ か で あ る こ と。

　 　　 ア　 統 計一 般 の 目的 で あ る こ と。

　 　　 イ.名 簿(秘 密 事項 の表 示 が ない もの)の 作 成 で ある こと。

　 　　 久　学 問的 研 究 を行 うに必 要 で あ る こ と。

　 　　 工　 統計 法 ま たは 同法 に基 づ く法 令 の規定 の 違反 事件 を処理 す るに必要 で あ る こと。

　 　(2)使 用 者 の範 囲 が、 つ ぎの い ずれ か で あ る こ と。

　 　　 ア　 公 務 員 ま たは法 令 に よ り公 務 に従 事 す る職 員(警 察お よび 徴税 の職 員 を除 く。)

　 　　 イ.学 校、 病 院 、研 究所 そ の他 これ らに相当 す る研究施 設 に勤務 する ア以 外 の職 員

　 　(3)使 用 す る場 所 が、公 務所 内 で あ る こ と。

　 　(4)使 用 す る期 間 が、 必要 最 小 限 で あ る こと。

　 　(5)使 用 した結 果 を公 表 す る場 合 の方法 が秘密 保 護 に欠 け る点 が ない こ と。

　 　(6)調 査 票 を転 写 して得 られ た書 類 の用 済 後 の処置 が秘密 保護 に欠 け る点 が ない こと。

　 　(7)秘 密 保 護 に 欠け る点 が な く、かっ 、行 政管 理 庁長 官 が特 に止 む を得 ない と認 め た こ と。

　 3.統 計 法第15条 にい う 「調 査 票 」 とは、 個 々 の 申告 か 判別 で きる よ うな形 で統計 の申告 が記 載

され た調 査関 係書 類 をいい 、 そ の名 称 が調査 票 で あるか、 照査 票 で あ るか、 そ の他 で あるか を問 わ な

い もの とす る。

(注)第2部3章 参照
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　承認の手続についても統計法上に別段の定めかないが、現在は 「指定統計調査票使用甲請要領」

k昭 和40年2月27日 行 政 管 理 庁告 示第14号)に よ って承 認 をな してい る。

　 も っ と も 、最 近 は 、地 方 行 政施 策 の基 礎 資 料 を得 るため、 自己 の 負担 で・調 査票 の情報 を磁 気 テ

ー プに人 刀 し利用 す る地 方 公 共 団体 か増 加 して きた。 通産 省調 査統 計部 では 、 これ に対 処す るため、
　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 プ

「工業 統計 調 査 個票 デ ー タ の地 方 還 元 に関 す る要領 」(昭 和52年9月)を 作成 し、同 省 は予 め希望

す る都 道府 県 に、調 査 票受 付破 約4週 間 で、 パ ンチ した個票 デ ー タ を複写 した磁 気 テ ー プ(最 終 審 査

修 正済 個 票 デー タに つい ては 約6カ 月)で 、 還 元 す る こ とに した。 この 磁気 テ ー プの 作成 、都道 府 県

へ の配 送 には 、経済 統 計 情 報 セ ンター が あた り、 そ の利用拡 大 に も努 刀中 で ある。

　 な お、調 査 票 の使 用 申請 者 が 、行 政 管 理 庁長 官 の 承認、 不 承認 につ き不満 の と きは、 行政 不服 審査

法 に基 づ く不服 申 し立 て とか異 議 申 し立 て をな す ことが 可能 で ある し、行 政 事件 訴 訟法 の定 める とこ

ろ に従 って 、裁判 所 に よ る判断 を求 め る こ とが で きる。

⑱

　4.ろ.6　 他 目 的 利 用

　統 計 法15条1項 は 「何 人 も、 指 定統 計 を作成 す る ため に集 め られ た調 査 票 を、統 計 上 の 目的 以外

に使用 しては な らな い。 」 と規定 してい るが、　 「統計 上 の 目的 」 の解 釈 につい て は議論 の ある ところ

で あ る。字 句 どお り統 計 一 般 と解 せ な くもない が、 本条 の趣 旨が14条 の秘 密 の保 護 をさ らに徹底 し

て保 護 しよ う と した点 に あ る こ とに鑑 み 、 当該 統計 上 と解 す べ きで あろ う。統 計 一般 の 目的 で利 用す

るに つい て は、4.3.5で 述 べ た行 政 管理 庁長 官の 承認 を必 要 とす る ことにな る(承 認 の基 準 の2(1)の

アは 、 「統 計 一般 の 目的 で あ る こ と」 と してい る こ とか ら も、 この解 釈 が妥 当 で あ る こ とが うかが い

知 れ る。)。

　 た だ し、立 法論 と して は 、上 の よ うな厳格 な法的 規制 が 、統 計 デ ー タ に妥 当 す るか 否か 再検 討 を要

し よ う。

　4.ろ.7　 地方 自治 体 の統 計 調査

　地方自治法2条6項2号 によれば、都道府県は 「工業、人口動態等主要な統計調査」をなすことが

で きる。都 道 府 県 は統 計 調 査条 例 に よ って調査 をな す こ とにな るが 、 そ の条例 も自治体 に よ って区 々

で ある 。 また現 実 には、 自治体 の なす 調査 は機 関 委任 に よる指定 統 計 調査 が 大部 分 を占め てお り、 自

治体 の なす そ れ は限 られ て い る。

　広 島県 統 計 調査 条 例(昭 和25年4月1日)12条 は 、 「調 査 の 結果 は速 か に これ を公 表 しなけ れ

ば な らな い 。た だ し、知 事 は、 特 別 の事情 が ある と きは 、公 表 しない こ とが で きる。 」 と定 めて い る。

公 表 につ い ての 明 文規 定 は ない 。

4.4　 各 省 庁 の情 報 取 扱 い

　各省庁におげる情報取扱いについての全体像を正確に把握することは容易ではないが、知 りえた範
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囲 で検討 して み る こ とにす る。

　4.4.1　 文 書 管 理 規 定

o　 総理府本府文書管理規則

　 (文書の貸出し及び閲覧)

第41条 　文書保存主任又は文書を保管する者は、その保存叉は保管する文書は、関係職員以外の

　　ものに貸出し又は閲覧させてはならない。ただし、主管部局の長の許可を得たときは、この限 り

　　ではない。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 、

o　 行政管理庁文書管理規則

　(文書の閲覧および貸出)

第33条 　保管文書叉は、保存文書は、当該主管課長の承認を受け、閲覧 し、または借 り受けるこ

　　とができる。

　 2,閲 覧 し、または借 り受けた文書は、転貸、取換または改 ざんをしてはならない。

o　 科学技術庁文書取扱規程

　 (保 存文書の借覧)

第65条 保存文書を借覧 しようとする者は、その者の属する課の文書管理者の押印を受けた公文

　　書借覧証を総務課の文書取扱主任に提出 しなければならない。この場合において借覧 しようとす

　　る保存文書が印紙付文書であるときは公文書借覧証に印紙の額を記載 しなければならない。

　 (借 覧期間)

第66条 　保存文書の借覧期間は10日 以内とする。ただし、.特別の理由により長期の借覧を必要

　　とするものが借覧予定期間を記入 した公文書借覧証を提出 したときは、この限 りではない。

　 (返 　　却)

第67条 　総務課の文書取扱主任の請求があったときは、保存文書を借覧している者は、すみやか

　　に返却 しなければならない。

　 (借覧者の注意事項)

　第68条 　借覧 した保存文書は、他人に転貸 し、加除訂正 し又はき損 してはならない。

　 2.借 覧 した保存文書を外部に持ち出す必要がある場合には、保存文書を借覧 した者は、その者の

　 属する課の課長の承認、を受けなければならない。

　 (部外者の借覧)

第69条 　 職員以外の者は、特別の理由があるときに限 り総務課長及び主管局課長の許可を受けて

　　保存文書 を借覧することができる。

　 (保存文書の紛失)

第70条 　借覧 した保存文書 を紛失 した者は、始末書にその理由を記 し、その者の属する課長の押

　　印を受けて、主管課長及び総務課長に提出しなければならない。

o　 外務省(文 書管理規程なし)
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O　 大 蔵省文 書管 理 規 程

第6章 　文 書 の貸 出 し

　 (・貸 出 しの範 囲)

第103条 　 前 章 の規 定 によ り保 管 す る文書 は、 この 章 に定 め る ところ に よ り貸 し出す こ とが で き

　 　る。

　 2　 次 の各号 の 文書 は、 それ ぞ れ部 局 の 文書 管理 官叉 は 秘書 課長 の許 可が な けれ ば貸 し出 す こ とが

　 　で きない。

　 (1)文 書 管理 官 が 指定 す る文 書

　 (2)秘 書 課長 が指定 す る人事 に 関す る文書

　 3.本 省の 職員 以外 の者 に対 して は、 文書 を貸 し出す こ とが で きない 。但 し、 部 局 の 文書 管 理 官

　 　 (前 項 第2号 の文書 につい ては、 秘 書 課長 。以 下 この 章 に おい て同 じ。)が 許 可 した ときは、 こ

　 　の限 りでな い。

　 (貸 出 しの手続)

第104条 　 文書 の貸 出 しを受 け よ う とす る者は、 文 書 の標 題 及 び冊数 、 貸 出期 間 並 び に所 属部 局

　 官 職 及び 氏名 を文書 貸 出請 求票(別 紙 様式 第15号)に 記 入 して印 を押 した上 、 部 局の 文書 主任

　 官 に提 出 し、 貸 出 しを請 求 す る もの とす る。

　 2.部 局 の文書 主任 官 は、 前条 第2項 各号 の 文書 で部 局 の文書 管理 官 が貸 出 しを許 可 した もの を貸

　 　 し出す ときは、 部 局 の文書 管 理 官 の承 認 を文書 貸 出請 求 票 に求 め なけれ ば な らない。

　 (貸 出期間)

第105条 　 文書 の 貸 出期間 は、1週 間 以 内 とす る。 但 し、 部 局 の文 書管 理 官 が 承認 した ときは、

　 　 この限 りでは ない 。

o　 通 商産業 省 本 省文 書取 扱 規程

　 (部 外 者 の借 覧)

第68条 　 職 員 以外 の者 は、 特別 の理 由が ある と きに限 り大 臣官 房総 務 課長 及 び 主管 局部 課長 の許

　 　可 を受 け て保 存 文書 を借 覧 す る こ とが で きる。

O　 建 設省 文書 管 理規 程

第9章 　 文書 の貸 出 し

　 (文 書 の貸 出 し)

第50条 　前 章 の規 定 に よ り保 管 す る文 書 は、 主 務課 の長(文 書 課 に おい て保 存 す る文書 につ い て

　 　は、文 書 課長 。 以 下 この章 にお い て 同 じ。)の 許 可 がな けれ ば貸 し出す こ とがで きない 。

　 2.建 設 省 の職 員 以外 の 者 に対 して は、 文 書 を貸 し出す こ とは で きな い。 た だ し、 主務 課 の長 が特

　 　 に必要 やむ を得 な い と認 め た ときは、 この 限 りでな い。

　 (借 用 の手続)

　第51条 　文 書 の貸 出 しを受 け よ う とす る者 は、 別 記 様式 第23に よ る借 用 甲請書 を主務 課 の 長に

　 　提 出 しなけ れ ば な らない 。
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⑳

　 (貸 出 しの期 間)

　 第52条 　文 書 の貸 出 しの期 間 は 、10日 以 内 とす る。 た だ し、 主務 課 の長 が特 に承認 した ときは

　 　 この 限 りで ない。

　 (省 外 持 出 しの 禁 止)

　 第53条 文書 の貸 出 しを受 け た者 は、 当 該 文書 を本省外 に持 ち出 しては な らない。 た だ し、公 務

　 　 上 必要 が ある と認 め て主務 課 の長 が認 可 した ときは、 この限 りで ない 。

　 以 上 の よ うな各 省 庁 の文書 管理 規程 は、 い ずれ も訓 令 で あ り、 職務 執行 に関す る行 政 機 関 の内部 準

則 たる形 を とってい る。 換言 すれ ば、 これ らの規 程 は行 政能率 の向上 に資 す るた め の事 務処 理 規定 に

す ぎず 、公 文書 の公 開 に関す る処 理 規 定 で は な い 、 と解 され てい る。

　 上記 規 定 の なか には、 「職 員以 外 の者 」 に対 す る閲覧 、貸 出 を許 容 してい るか ど うか 不 明 で ある も

のが み られ る し、 た とえ 「職 員以 外 の者 」 に対 し閲覧 等 を許 す規定 が 存在 してい て も、 それ は、 ω そ

の規 定 の 反 射的 利益 にす ぎず、 ② 主管 部 局 の長 の許 可 が あった場 合 の例 外的 な措置 で あ り、 ③許 可基

準 に つい ては全 く触れ る と ころが ない こ と等 を勘 案 す れ ば、各 省 庁の 文書管 理規 程 が 情報 公 開 か らは

程 遠 い状 況 に あ る、 と評 して よい で あ ろ う。

　 ま た、各 省 庁 の 文書管 理 規程 の多 くは ↓文書 の整理 、保 存 のた めの 目録整備 の方 法 につ い て明確 な

指 針 を与 え てい な いの で ある。 目録 は 「情報 の 中 の情 報」 と もい うべ き重要 な 役割 りをは た すの で あ

り、 各 省庁 の 統一 的 規準 にの っと った イ ンデ ック スが付 与 され る必要 が あ ろ う。

　 4.4.2　 秘密 文 書 取扱規 定

　 昭和28年4月30日 の 「秘密 文 書 等 の取 扱 規程 の制 定 につい て」(事 務 次官 会議 申 し合 せ)に お

い て、各 行政 機 関 の長 は 、秘 密保 全 を要 す るす べ て の文書 お よび物 件 につ い て、機 密 、極 秘 、秘、 部

外 秘 の4分 類 に基 づい て秘 密 文書 等 の取 扱 規 程 を速 やか に制定 実 施す る よ う求 め られ た。 ところが、

行政 機 関 が 「秘 」 文書 を乱発 し、 批 判 が あった た め、 この 甲 し合せ ば 廃止 され、 「秘 密 文書 等 の取扱

い につ い て 」(昭 和40年4月15日 事務 次 官等 会 議 甲 し合せ)に お いて、 秘密 文 書 の 指定 および作

成 は、 必要 最 小 限 に とどめ る こ と と し、 秘 密 文書 を極秘(秘 密保 全 の必要 性 が 高 く、 そ の漏 えい が国

の安 全 、利 益 に損害 を与 え るおそれ が あ る もの。 ただ し、 「極秘 」 の うちそ の秘 密保 全 の必要 度 が き

わ め て高度 の もの を 「機 密 」 とす る こ とが で きる 。)と 、秘(極 秘 につ ぐ程 度 の秘 密 で あ って、 関係

者 以外 に は知 らせ ては な らない もの)に 区 分 す る こ と とされた。 また、秘 密 文書 には秘 密 に してお く

期 間 を明記 し、そ の期間 が経 過 した と きは 、秘 密 指 定 が解除 され た もの とす る、 とされ た。 この 申 し

合 せ に もか か わ らず 、省 庁 に よ って は、 「部 外 秘 」 ま たは 「取 扱 注意 」 の区 分 を設 け てい る ところが

あ った た め、　 「秘 密 文書等 の取扱 い につ い て」(昭 和47年5月26日 首席 内閣 参事 官 通知)に よ っ

て、 「実 質 上秘 密 文書 と して取扱 う こ とが適 当 な 内容 につい ては 今 後 『部外 秘 』又は 『取 扱 注意 』と

い う区 分を 廃 し」昭 和40年 の 申 し合 せ の 「秘 」 に よ るこ と とされ た。

　 ま た、 昭和49年6月11日 の 内閣 官房 長 官通 知 「秘 密文書 等 の保全 にっい て」 に おい て、　 「秘 密

文書 等 の 指定 及 び 作成 は1必 要 最 小 限 に とどめ る べ きで ある」 と確認 されてい る。 しか し、 秘 密指 定 が
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行 政機 関 の 自由裁 量 に まか され てい る こ とにか わ りは な い う え、 公文 書 の公 開 の諾 否 自体 が行 政 機

関 の判 断 に委 ね られ て い る現 状 で は、 秘密 指定 を必・要最 小 限 に と どめ る と した と ころで、 国 民 に よる

利用 の観 点 か らす れ ば 、 さ ほ ど意味 を もた ない の で ある。

●

　 4.4、5　 電 子計 算 機 処 理 デー タ管理 規程

「電 子計 算 機 処理 に係 るデ ー タの保 護 につ い て 」(昭 和51年1月29日 事務 次 官等 会 議 甲 し合 せ)

は 、各行 政 機 関 が デー タ保 護等 につ き整備 す べ き管 理規 程 の大 綱 を示 した もの で あ るが 、 デ ー タの提

供 につ い ては 、 そ の7章 に おい て 「磁 気 テ ー プ等 に よ りデー タ を外 部 に提供 す る場 合 には、 原則 と し

て、提 供す るデ ー タの 内容 、使用 目的、 提 供方 法 、 管理 方 法等 につ い て覚書 を取 り交す 」 と定 め てい

る。 各 省 庁 が、 磁 気 テー プ等 の外 部 提供 につ き、 どの よ うな管 理 規程 を整備 す るにい た って い るか 調

査 す る必要 が ある。

■

4.4.4　 資 料 その 他 の 情報 の 取扱 い

　行 政機 関 の保 有す る文 書 の うち、 起案 文書 、決 裁 文書 等 の如 く文書 番 号 が付 され て厳 格 な保 存 、管

理 の な され る もら のみ が 文 書管 理 規程 の 対 象 であ り、そ れ以 外 の ものは 「資 料」 と通 称 され、 両 者 の

取扱 い を峻別 す る省 庁が 多 い とい う(錦 織淳 「国 ・自治 体 の情 報 取扱 の現状 と問題 点 」法律 時 報52.

巻4号76頁)。 これ は 、情 報管 理 の観 点 か ら して も、 国 民 に よ る行 政 情報 利 用 の観 点か ら して も、

問題視 され て しか るべ きで あろ う。 ア メ リカの情 報 自由化 法 におい ては、 省庁 内 また は省 庁 間 の メモ

もし くは書 簡 は公 開 の適 用除 外例 の ひ とつ で あるが 、 そ の趣 旨は、 行政 機 関 内部 お よび行 政 機関 相 互

間 にお け る十 分か つ 率 直 な意 見 交換 を促 し、 また、 文書 の時 期 尚早 な開示 を防 ぐこ とに ある、 とされ

てい る。 わ が国 の資 料 も、 この限 度 にお い て非公 開 とす べ きで あろ う。

4.5　 情報 公開法制定 にむけて

　 4.4に お い て、 わが 国 に は、行 政 情報 の管理 、 利 用 につ い て の一 元 的法制 が 存在 しない ことを指 摘

したが、 か よ うな状 況 は、 近 時 提 唱 され てい る 「知 る権 利 」の観 点 か らす れば 大 きな問題 を内 包 して

い る。

■

　 4.5.1　 「知 る権 利 」 の意 義

　 「知 る権 利 」 とは 、公 に所 有 され た情 報 に接近 す る権 利 を意 味 す る。 この権 利は 、 日本 国憲 法 に明

文 で保 障 され て はい ない が、 国 民 主権 の 原理 お よび 表現 の 自由 の規 定 に よ って当然 に保 障 され てい る

憲法上 の権 利 で あ る、 との 認識 が次第 に定 着 しつつ あ る。

　 主権 者 と して国 民 は、 そ の 権限 を適 切 に行 使 す る ため に、 国 政 に関 す る情 報 を まんべ ん な く入手 し

うる機 会 を もたね ば な らない 。 合衆 国建 国 の 父、J・ マデ ィソ ンは 「情報 公 開 な き民 主政 治、 また は
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情 報公 開 を確保 す る手段 な き民主 政治 は 、茶 番 劇か 悲 劇 か または その 双 方へ の序 幕 にす ぎない。 知 識

は無 知 を永 遠 に支配 す る。 人 民 が 自 らの治者 となろ うとす るな らば 、知 識 とい う力 で 自ら を武 装 しな

けれ ば な らない 」 と述べ た が、 これ は、 国 民 主権 の原 則 が知 る権 利を 内 包 す るこ とを 的確 に指 摘 した

もの であ る。

　 表現 の 自由 も知 る権 利 を基 礎 づけ る。 表現 の 自 由は 、 コ ミ ュニ ケ イシ ョンの 自由 を保 障す る もの で

あ るが、 コ ミ ュニ ケ イシ ョン は情 報 の提 供 に始 ま り、 そ の受 領 に よ って完 了す る の で ある。 知 る権利

とは、 この後 者 の側 面 に関す る もの で あるが 、 これ を独 立 した1つ の憲 法上 の権 利 と してみ る必要 性

が あるの で あ る。 つ ま り、 「情 報化 社会 」 に おい て は情 報 の送 り手 は もっぱ ら国 家 で国民はその受け手

の立場におかれ ているめであ るか ら、情 報 受領 の側 面 に権 利 性 を付一与 して、 一 方方向 に流れ が ちな情 報流

通 に息 吹 を ふ き込む 必 要 が あ るの で ある。昨 年 秋 に発 効 した国際 人権 規 約 のB規 約19条 におい ても、表現

の 自 由に は 「あ らゆ る種 類の情 報及 び考 え を求 め 、受 け 及び 伝 え る 自由 を含む 」 とされ る にいた った。

　 以 上 の よ うに知 る権 利 は、 国 民主権 の原理 や表現 の 自由 に当然 内包 され る参政権 的性 格 を有 す るの

で あ るが、 も う1つ 忘 れ てな らない 点 と して平 等化 の側 面 を もつ こ とが あげ られ よ う。 情報 が権 刀の

有 刀 な 源泉 にな ってい る社 会 では、 人 々が平 等 に情 報 に接近 す る機 会 の保 障 が なけれ ば な らない。 こ

れ は 、行 政 と国 民の 間 のpower-ba　 l　anceの 問 題 で ある。 ア メ リカ合衆国 の情 報公 開法 が 制定 され た1

つの動 因 は 、 このバ ランス を確 保 す る こ とに あ った。そ のた め、 同法 に よれ ば、行 政機 関 は、公 開 請

求 の拒 否 につい て、 そ の理 由、 件数 、責 任者 氏名 、職 名等 につ き、 前歴 年度 分 に関 す る報 告 書 を議会

議 長 に提 出す る義 務 を負 ってい るの で ある。

　知 る権利 は憲 法上 保 障 され てい る、 との解釈 が公法 学 者 の間 に定 着 して きてい る が、 現在 の ところ

実定 法 化 され てい な い ため に、 抽 象的権 利 に と どま ってい る。 しか し、 この抽 象的 権利 とは、 行政 情

報 提供 に努 め なけ れ ば な らない こ と、 ま たは情 報公 開法 を整備 すべ き こ と、 を政府 の責 務 と してい る

こ とを意味 してい る。

●

●

　 4.5.2　 情 報公 開へ の動 向

　 わが 国 に おい て も、 情報 公 開 法制 定 の機運 は高 ま り、特 に地 方 自治体 の レベ ル で作 業 が進 ん でい る

(神 奈 川県 、 滋 賀県 、 広 島県 、長 野 県 、広 島 県安 芸郡 府 中町等)。 国 の レベ ル に お い て、 「行政 の

適 正 、能 率 的 な運 営 に留意 しっ つ、 一層 円 滑 な情報 の提 供 を図 る見地 か ら見直 しを行 い そ の改 善 充実

に努 め る」 べ く、(1)情 報提 供 の た めの手 続、 窓 口の整備 、(2)情報 提 供の 充実(主 要 な刊 行物 、 統計 、

資料 、通 達 等 につい て 目録 を作成 整備 す る こ と、公 文書 等 の国 立 公文書 館 へ の移管 お よび 同 館 におけ

る公 開措置 の促 進 等)、(3)情 報 提供 に関 す る国 民 へ の周知 、 につ い て速 やか に準備 を整 え 実施 に移 す

こ ととな らん で 、(4)「情 報 の管 理 、 提供 の改 善 を図 るた め、情 報 の体 系的 分 類、保 管 、 保 存 方式、 保

存 年限 等 にっ い て全 般 的見 直 しを行 うとと もに、各 省 庁 に共通 す る公 開基 準 の策定 につ い て検 討 」 し

なが ら、　 「諸外 国 に 治け る法 制 とそ の運用 実 態 につ い て研 究 を行 うな ど、我 が国 の実 情 に合 った情 報

公 開 に関 す る法 制 化 の諸 問題 につ い て幅広 く検討 を進 め る」 こと とされ た。

　 これ を うけ て、 「情 報 提 供 に関 す る改善 措置 等 の 推進 につい て」(昭 和55年6月11日 各 省庁 文
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書 課長 等 会 議 甲 し合せ)に おい て、 上記(1)～(3)に つい ては55年10月 を 目途 に実 施 に移 す もの とす る

と同時 に、 検 討 を要 す る問題 に っい ては、 引 き続 き 、 「情 報公 開 問題 に関 す る連 絡 会議 」 に おい て検

討 す る もの とされ る にい.たってい る。 か か る国 の動 きは、 情 報 公 開 を制度 化 す る もの で あ って、 国 民

か らの積極 的 な活 用が 期待 され る。 ま た、 この制 度 化以 前 に あ って も、 個別 的法 令 の もとで公 開 して

きた例 か 多数 あ るか、 調査 統計 にか か わ る情 報 がそ の ひ とつ で あ る。 そ の典 型例 と して は 、通 産 省経

済 統 計 検索 シス テ ム を あげ る こ とが で きる。

　 4.5.ろ 　 ア メ リカにお け る情 報公 開 法 の制 定 ・改 正

　 11年 間 の検 討 の の ち、 ア メ リカ合 衆国 は、1966年 に情 報 自由化法(Freedomof　 Informa-

tionAct,以 下 「FOIA」 とい う。)を 制定 し、 翌年 の 独立 記念 日(7月4日)よ り施 行 した。

FOIAは 、 つ ぎの4原 則 をそ の骨格 と してい る。

① 公 開が 、例 外 で は な.〈原則 で ある こと。

② 何 人 も、行 政 情 報 に対 し平 等 の ア クセ ス権 を有 す るこ と。

③ 非 公 開 を正 当化 す る義 務 は連 邦政 府 に あ り、 国 民 の側 には ない こと。

④ 不当 に公 開 を拒否 され た 者 は、裁 判 所 に救済 を求 め る権 利 を有 す る こ と。

　 FOIAの 制定 に伴 って、 多 くの州 は これ と理 念 を同 じ くす る法 律 を新 た に判 定 した り、改 正 した

り、現 在では ほとん どの 州 が情 報 公 開法 を有 してい る。 諸 州 の法律 は 、細 かい 点 で相異 をみ せ てい るが

(1)公文 書 を定 義 してい る点、 ② 非 公 開 の例 を列挙 して い る こ と、(3)公開 請求 手続 を整備 してい る こ と

S－よび、(4)不当 に請 求 を拒 否 した職 員 に制 裁 を課 して い る点等 に おい ては共 通 してい る。

　 FOIAは 、政 府 お よび 政府 の情 報 は国 民 に属 す る もの で ある とい う前 提 に立脚 してお り、 簡 明 な

法 文 で例 外 とされ ない か ぎ り、 行政 機 関 の完 全 な公 開 とい う一 般 的 哲学 を うちた て た。 と ころが、 制

定後 も行 政機 関 の非 協 刀的 態 度 とFOIAの 規定 に一 部 不満 が あ った ため 、実 効 をあげ え なか った。

1974年 のFOIAの 改正 は 、 フ ォー ド大 統 領 の 拒否 権 発動 を くつ がえ して達 成 され た が、 これ は

8年 間 の経験 に基 づ くもの で あった。

　 1974年 の主要 な改 正 点 は、 つ ぎの ご と くで あ る。

　 ① 最 新 の索 引集 を作成保 管 して、公 衆 の 閲覧 又 は 謄写 に供す る こ とを義 務 づ けた 点 。

　 ② 公 開 の ため の料 金 は一 律 の実 費 とす る。 ま た、 情 報 提 供が 公益 に資 す る と行 政 府 か判 断 した と

　 　 きは、料 金 を軽 減 または 無料 とす る。

　 ③ 改 正 前 は請 求 対象 た る文書 を特 定 しなけ れ ば な らなか った が、 「妥 当 に記述 」(reasonably

　 　 describe)す れ ば足 りる とされた 。

　 ④ 行政 機 関 は 、請 求 を受理 した の ち10日 以 内(特 段め 事情 が あれば 、 さ らに10日 間延 長 可能)

　 　 に回 答 しなけれ ば な らな くな った。

　 ⑤ 公 文書 等 の 一部 が 公 開 の例外 事 由 に あた るか どうか は、 裁 判所 が 非公 開 の調 査 に よ って判 断 で

　 　 きる こ ととな った。

　 ⑥ 公 開 の例 外 事 由 の1つ で あった国 防 ま た は外 交上 の秘 密 を、 さ らに具体 化 し簡 明 な法文 と した。
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　⑦ 公 開 の実 態 につ い て連 邦議 会 に報 告 す る こと を各行 政 機 関 に義 務 つげ た。

　⑧ 不 当 に公 開 を拒 否 した職 員 に対 し、 人 事 委員会 が懲 戒手続 を とるべ きこ と。

　 1976年 には 、 「他 の法 令 に よ って特 に開示 か ら除外 され てい る事項 」 との文言 が不 明 で あ った

た め 、他 の法 令 が 、ω 当 該事項 の非公 開措置 を裁 量 の余地 な く要 求 してい る場 合 、 ま たは、(B)当該 事

項 の非 公 開措 置 につい て特 別 の基準 を設 け て い る場 合 も しくは個 別的 な事項 につ い て定 め てい る場 合

に非 公 開 を限 定 す る 、 と改 正 され た。

●

●

4.5.4　 FOIAの 概 要

(1)適 用 　 範 　 囲

　 この よ うVC　2度 の改 正 を経 たFOIAは 、 各 省 お よび局 、軍 事省 、連 邦政 府法 人 、 連邦 政 府 の規制

を受 け る法 人 な らび に独 立規 制 委員 会 の保 有 す る文書 に適用 され る。同 法は 、裁 判所 、 大 統領 また は

その ス タ ッフ、 連 邦議 会 お よび その機 関、 諮 問委 員会(こ れ は1972年 の連 邦諮 問委 員会 法 の 適

用 を受け、その文書は公開 される)な らびに政府認可の私法人(た とえば公共放送協会)に は適用されない。

　(2)行 政 機 関 の記 録 の意 義

　 FOIAは 行政 機 関 の記 録(agency　 records)を 定 義 してい ない ため混 乱 を よん でい る が、判 例 に

よれ ば再生 可 能 な書 類 をい うとされ てい るが 、具 体 的 には次 の ものが 含 まれ る。

●

■

■

映 画 フ ィル ム

録 音 テ ー プ

レ ン トゲ ン写 真

コ ン ピ ュー タ の ア ウ トプ ッ ト

　 次 の もの は記 録 に該 当 しない とされ てい る。

　 　 ・　 弾　 　 　 丸

　 　 ・　 NASAロ ケ ッ ト

　 　 ・　 公 務員 り個.人的 メモ

(3)適 用 　除 外

　 FOIAは 次 の事 項 に限 り非 公開 と してい る。 も っと もこれ らの非公 開は 命 令的 、 絶対 的 な もので

は な く、行 政機 関 は 、非 公 開事項 に該 当 す る と判 断 して も、 これ を開示 す る裁 量 を有 してい る、 と解

され てい る ことに注 意 しなけれ ば な らな い。

① ω 大 統領 命 令 によ り定 め られ た基 準 に基 づ き、国 防 又 は外交 政策 の た め に秘 密 に して お くこ と

　 　が特 に認 め られ、 か つ 、⑬ 大 統 領命 令 に従 い、 実際 に秘 密 指定 が正 当 に行 われ てい る もの。

② 専 ら行政 機 関 内部 の人 事 に関 す る規 則 及 び慣行 に関 係す る もの。

③ 制 定 法(本 編第552条 の6を 除 く。)に よ り、 特 に開示 が 免除 され て い る もの 。た だ し、そ

　 　の制 定 法は 、ω 当該事 項 の非 公 開措 置 を裁 量 の余 地 な く要 求 してい る もの、 又 は 、⑧ 非公 開措 置

　 　が と られ なけれ ば な らない特別 な種 類 の事 項 につい て定 め が ある もの に限 られ る。

④ 営業 上 の秘密 、及 び第三 者 か ら得 られ た もの で、 秘匿 権 が認 め られ 又 は秘 密 に属 す る商 業上 又
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　は金融上の情報。

⑤　行政機関 との訴訟で行政機関以外の当事者には、法により利用することができない行政機関相

　互間叉は行政機関内部の覚書若 しくは書簡。

⑥ 開示すれば、個人のプライバシーに対する明らかに不当な侵害になる人事及び医療に関する書

　 類、その他これに類する書類。

⑦ 法執行の目的のために編集された取調べ記録。ただし、 これは、専ら次の場合に限 られる。記

　録の提出が、ω執行手続を妨げる場合、(B)公平な裁判又は公平な裁決を受ける権利を奪う場合、

　○個人のプライバシーに対する不当な侵害となる場合、O)秘密の情報源を開示する場合、及び刑

　 事執行当局が捜査過程で編集 した記録、又は適法な国家安全保障情報の調査を行 う行政機関が編

　 焦 した記録にあっては、専ら秘密の情報源により提供される秘密情報を開示する場合、⑧取調べ

　 に関する技術及び手続 き開示する場合、又は、O法 執行職員の生命又は身体の安全を危険にさら

　 す場合。

⑧ 金融機関の規制又は監督について責を負 う行政機関の用に供するために準備された検査、運営

　 又は状況に関する報告に含まれ又は関係があるもの。

⑨ 油井に関する地図を含む、地質学及び地球物理学上の情報及びデータ。記録の合理的に分離す

　 ることができる部分は、本項により適用除外される部分を削除 した後、その記録を要求した何人

　 にも、これを提供 しなければならない。

◆

●

　 4.5.5　 FOIA利 用 の実態

　 FOIAは 、 国 民 の知 る権 利 の代 弁 者 た る報道 機 関 の取材 の 自由 を実質 化 す る 目的 で制 定 され た か

予 期 に反 して プ レス の利 用 は 少 な く、 もっぱ ら法人 に よ って、特 に利得 を得 る 目的 で利 用 され てい る

(た とえ ば、1976年 の連 邦薬 品 局 にお け る利用 者 の80%以 上が 企業 で、 個 人 は89・ 、公 益 グル

ー プ とブ レス は 両 者 あわせ て5%に す ぎな か った)。

　 検索 に要 す る時 間 は、74年 の改 正 前 は平均70日 で あ った が、改 正後 はほ とん どが 法定 の10日

間 で処理 され てい る(難 解 な請 求 で も平均10.5日 で回 答 してい る)。FOIA制 定 につ い ては 、検

索 に伴 う行 政 上 の負 担 を理 由 に反 対 す る意 見 もあ った が 、最近 では 検索 期 間 は短 縮 され 、 「行 政 上 の

負 担 とい う官僚 的 苦 情 には 根拠 が もは や ない」 とい われ てい る。

　 公 開率 は、74年 の改 正 前 では24%で あ った ものが改 正 後 は59%と な ってい る。 公開 を拒否 す

る理 由 と して は、 営業 上 の秘 密 と省 庁間、 省 庁 内 メモ に該 当 す る こ とが 援用 され る例 が 多 いが、 訴訟

になれ ば政 府側 敗訴 に確率 が高 い。 最近 では、捜 査 ・調 査 フ ァイル が拒 否理 由 とな る事 例 が増 加 して

い る。

　 な お、 検'索料 は1時 間 当 り5ド ル で ある。

つ

4.5.6　 FOIAの 問 題 点

FOIAは 、 卓越 した立法 技 術 に よ って作 案 され た とは い え ない、 とせ られ てい るが 、次 の よ うな
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⑰

問題 点 をか か え て い る。

　①74年 、76年 の2度 の改 正 に もかか わ らず、9つ の 適 用除外例 が依 然 不 明確 で あ る こ と。 な

　　 か で も、 省 庁 間 、 省 庁 内 メモは もっと も不 明確 で ある、 とい われ る。 明 確 な基 準 を判 例 の展 開 に

　　 委ね る とい う安 易 な 態度 が うか が われ るの で ある。

② 行政 機 関 の 記 録 を定義 してい ない こ と(諸 州 の公 開 法 は すべ て定 義 規定 を もって い るが、 いず

　　 れ も明確 とは い い が たい)。 この点 につい て も、 判 例 法 の展 開 に期待 され てい る。

　③FOIAは 手 数 料 につ き、公共 の 利益 に合致 す る と行 政 庁 が判 断 した と きは、軽 減 また は無料

　　 と し うる、 と規定 したた め、 行政 機 関 は、情 報 の 利用 の 動機 、利 用 の仕 方 まで評価 す るに い た り

　　 一律 の料 金 に よる平 等 利用 の原則 に反す る傾 向 を見せ てい る。

④ プ ラ イ バ シ ー保 護 につい て 「プ ラ イ ・くシ ー 保 護 法 」(1974年)と 矛盾 す る 内容 とな っ

　　 てい る点 。 つ ま り、FOIAは 「明 らか に不当 に プ ラ イ バ シ ー を 侵害 す る」情 報 を開 示 しては

　　 な らない とす るの に対 し、プ ラ イ バ シ ー 保 護 法 は 「個 人 の 身元 を確 認 で き る情報 」(ident　 i-

　　 fiable　 information)を 保 護対 象 と してい るの で ある。

,

●

4.5.7　 情 報 公開 立法 の ポイ ン ト

　F.OIAの もっ 弱 点 ・問題 点 は、 わ が 国で の情 報 公 開立 法 制 度 の際に参考 とな ろ うが、 そ れ を 列挙

して簡 単 に説 明 す れ ば つ ぎの よ うにな ろ う。

① 公 開 の対 象 とな る文書 等 を簡明 に定 義 す る こと。この点、広島県府 中 町情 報 公開 に関 す る条 例 案

　 第2条 が 、 情 報 を定 義 して 「町 が所持 及 び管 理 す る文 書 、図 書、 写真 、 録音 テー プ、 コン ビ ュー

　 　タ に イン プ ッ トさ れ た もの及 びそ の 他 これ に 類す る もの をい う」 と して い るが、 示唆 を与 え て く

　 れ る。

② 情 報 目録 の整 備 を義 務 づけ る こ と。 公開 立法 とは、 行 政機 関 の情報 行 為 につ き対外 的 、 つ ま り

　 公 開 す るか 否 か の 段 階 での裁 量 を規 制 す るだ げ では足 らず 、 内部 的 な手 段(保 管 、管 理 また は整

　 理)を もチ ェック す る もの で なけれ ば な らな い。

③ 請 求対 象 の特 定 化tsよ び請 求量 の制限 。 対 象の特 定 化 は 、　F　O　I　A　Oよ うに、　reasonableで

　 　あれ ば よい とす べ きで あ ろ う。FOIAは1回 の請 求 の量 を限定 してLrな い が、 行政 上 の 負 担 と

　 　の関 係 で 、一 定 の 限 度 を設 定 す る こと も可能 と してお く必要 が あるで あろ う。

④ 文 書 の一 部 公 開 を可能 とす る こ と。請 求 対 象 た る 文書 等 の一 部 に非 公 開 とす る理 由が あ る場 合

　 　で あ って も、 そ の 部 分 のみ 削除 して他 の部 分 を公 開 す べ きで ある。

⑤ 裁判 所 に よる非 公 開 の調査 手続 を可能 とす る こ と。 行政 庁の請求 拒否 理 由 が妥 当 な もの で ある

　 　か を裁判 所 に確 認 させ る ため に、非 公 開 で の調査 手続 いncamera　 inspection)を 設 け る必 要

　 　が ある。 た だ し、 こ う した規 定 を設 け る こ とは 、憲 法82条 の関係 で問 題 を残 す 。特 に、 行 政情

　 　報 の公 開 の 訴 訟 は 、知 る権 利 に関 す る事 件 となる とい ら意味 で、 同条2項 にい う 「憲 法第3章 で

　 　保 障 す る国 民 の権 利 が 問題 とな ってい る事件 の対 審1:t、常 に公開 しなけれ ば な らな い」(い わ ゆ

　 　る総 対 的 公 開)場 合 に該 当す るで あろ うか ら、 非公 開 の 調 査手続 缶i提げ るか否 か につい(は 慎 重
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　 な検討 を必要 とす る。

⑥ プ ライ バ シ ー を 十 全 に保 護 す る こ と。 行政 情 報 の なか には個 人情 報 が 多数 含 まれ るの で ある

　 か ら、情 報公 開 立法 中 に は プ ラ イ バ シ ー 保 護 の規 定 を必要 とす る。 も っと も、 い か な る種 の情

　 報 を もって プ ラ イ バ シ ー と す るか 難 題 で あ る。FOIAは 「人事、 医療 、 その 他 これ に類 す る

　 フ ァイル 」 に言 及 してい るの に対 し、 諸 州 の公 開 法 は 「精神 お よび 身体 の 治療 な らび 身体 検査 記

　 録、 推 せ ん状 、 人事 また は学 績 フ ァイル 中 の 意見(opinion)を 表 明 してい る書 簡 も し くは メモ」

　 (ニ ュー ・メ キ シ コ州)、 　 「医療 ・精 神 また は社 会的 デ ー タ、 養子 縁組 記録 、 社 会福 祉 記録 、 人

　 事 フ ァイル、 推 せ ん状、 入院 加 療記 録 お よび公 立 図書 館 貸 出記 録」(メ リー ラン ド州)等 区 々で

　 ある。 プ ラ イ バ シ ー に 該 当 す る情 報 の 例 示 を可 能 な限 り列・挙す る こ とが 好 ま しい 。

⑦ 営業 上 の秘 密 を保 護す る こ と。営 業 上 の秘 密 も公 開 か ら除外 され な けれ ば な らな い が、 これ に

　 該 当 す る情 報 の範 囲 の画定 も難題 で ある。

　 　 営業 上 の 秘密 の保 護 の た め には、 政 府 に情 報 を提供 した者 が請 求老 への 情 報開 示 を差 し止 め る

　 訴訟(ア メ リカに おL(て は、 これ を逆FOIA訴 訟 ㍉everseFOIAsuits　 =と 呼 ぶ。)の 提

　 起 を可能 と して お く必 要 が あろ う。 情報 公 開 法 に この た めの規 定 をおか ない と きは 、公 開 差 し止

　 め のた め の法的 根拠 を了 め 検討 して お か ねば な らない。

●

■

4.6　 ま　 と　 め

　 磁 気 テ ー プ によ る行 政 情報 の公 開 を予 定 して い る法 令には、 つ ぎの よ うな ものが ある。

　 　 　指 　定 　 統 　計 　 　 　 　 　 　 統計 法 　 16条 　 　 同法 施行 令7条

　 　 　特 許 登 録 原 簿 　 　 　 　 　 　　特 許 法186条 　 　特 許 登 録令

　 　 　意 匠 登 録 原 簿 　 　 　 　 　 　 意 匠法 　 63条 　 　意 匠登 録令

　 　 　貿 　易 統 計 　 　 　 　 　 関 税法102条4項

　 つ ぎに、 磁気 テ ー プに よ る公 開 を含む と解 釈 され る法律 と しては、 総理 府設 置 法11条 が ある。 同

条 は 、 「国 の行 政 に関 す る公 文書 そ の他 の 記 録 」 に言 及 してい るが、 磁気 テ ー プが 「そ の他 の記 録」

に該 当 す る、 と解 釈 で きる(こ の点、 ア メ リカのFOIAに お いて も、公 的記 録 には 、磁 気 テー プが

含 まれ る と理解 され て い る こ とが参考 とされ て よい)。

　 以 上 の ほか に も、 現在 多 くの磁 気 テ ー プ が公 表 され 、 また、公 表 され る べ く用 意 され て い るが、そ

の 主要 な例 は 、調 査 統計 にか か わ る もの で ある。 こ うした統計 目的ない し研 究 調査 目的 の た めの情 報 は

本来 的 に公 的 な性 質 を有 す るの で あ って、 情 報 公 開 法 の有無 に関係 な く、 広 く公 表 され て よい もの で

ある。 カ リ フ ォル ニ ア 州 や ミネ ソ タ州 で は 、行 政情 報 を、公 的情 報(public　 information)、 秘

密情 報(confidental　 information)お よび 私 的情 報(private　 or　non-public　 information)

に3分 類 してい るが、 統計 情 報 や研 究 調査 情 報 は 、公 的 情 報 と位置 づけ られ てい る。 また 、連 邦 にk・

い て も、 こ う した公 的 情 報 は、法 律 に よ って公 開 を義 務 づけ られ ない 時点 にお いて も、 国 民 の広 く利

用 しうる よ う配 慮 され て きたが 、そ の 典 型例 が、 商 務 省技 術情 報部(NTIS)で ある。 わ が国 に お

▼
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い て も、NTISの よ うな組 織 を設 立 す る こ とは、情 報公 開 の動 きとは 、切 り離 して考 察 して よい の

で はな い で あろ うか 。

　 つ ぎに、 情報 公 開 を一 元 的 に法 制化 す る とい う枠 の なか で、 デー タ ・ベー ス を扱 う とい う場 合 を考

え て み よ う 。

　情 報 公 開 の もとでは、 磁 気 テ ー プ と冊子 態 の性質 の差 とか 、自動化 フ ァイルか 手 作業 フ ァイル との

差 は 、 さほ ど重大 な争 点 には な らない。 そ の 差は 、公 表 の方法(た とえ ば、 デ ィス プ レイに よるか、

プ リン トア ウ トによ るか、とい った 方法)に あ らわれ るにす ぎな い もの と思 われ る。 磁 気 テー プ が 公

開 の対 象 とな る こ とは 、公 開 法 の も とでは 、疑 いえ ない か.,電 算 処理 とい う特 殊 な性 質 の た め にプ ラ

イ バ シ ー 侵 害 の 可 能 性 が云 々 され 、公 開 の例 外 とされ るべ きで ある、 との主張 か打 ち出 され る こ と

にな ろ う。 磁気 テー プ等 の電 算 処理 デ ー タは 、プ ラ イ バ シ ー保 護 の観 点 か ら非公 開 とされ るべ し、

とい う主張 に遭 遇 す るこ とを予 想 しつつ、 今後 の議論 を進 めて い く必要 が ある。

　 (電 算 処 理 デー タの公 開 の問 題 は 、か くして 、公 開法 の問 題 か らプ ラ イ バ シ ー 保 護 へ と重心 をか

え てい く)。

●

●
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1.　 デ ー タ ベ ー ス ・サ ー ビ ス の 現 状

●
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　デ ータ ベ ース ・サ ー ビス は新 しい技 術 成果 に もとつ く新 しい事 業 であ る。 新 しい 分野 で あ るだけ に

一応 の慣行 は あるが 、法 的 な係 事例 は な い。 した が って、 デ ータベ ース ・サ ー ビス に対 す る法 的 制 約

を論 ず る に当 っては、 法 的 には具 体的 な材 料 が 不足 してい る。

　 この よ うな理 由 で、 デ ータベ ース ・サ ー ビス につ い て、 これ を支持 また は制 約 す るた め の法律 や 行

政 の対 応 に関 しては 、そ の重 要 性 は意 識 され て い る に もか かわ らず 、 そ の具体 的 検 討 が困 難 で ある。

　 したが って、 本 報 告 に おい て は、 デ ータベ ース ・サ ー ビスにつ い て現 在 の慣 行 を示 す ことが ひ とつ

の判 断材 料 とな る。 こ う した視 点 よ り、 第2部 では 、 さ まざ まな側 面 か らデ ータ ベ ース ・サ ー ビス の

現 状 を 確認 す る こ とに したい 。'

　 本章 では 、 デ ー タベ ーース ・サ ー ビス の現 状 につ い て概 観 を与 え る。 まず 、1.1に お い て、 デ ー タ

ベ ース に関 係 す る業者 、 つ ま リプ ロデ ューサ、 デ ィス トリビ ュー タ、 エ ー ジ ェン トお よび リテ ー ラに

つ い て示 す 。

　 つ ぎに、1.2に お い ては利 用 者 に関 して示 す 。 したが って、1・1、1・2に お い て は、デ ータ

ベ ース の 生産 か ら流通 を経 て 消費 に い た る状況 が示 され る。

　 本章 の後 半 に おい ては、 デ ータ ベ ース産 業 の現 状 につ いて、 簡単 に解 説 す る。

　 こ こで一 言 用語 につ い て注 意 した い。 た とえば 、 デ ィス トリビ ュ三夕 とい う呼 称 ひ とつ と ってみ て

も、法 律 上 の意 味 と実 際 の意 味 とは微 妙 に異 な る。 しか も、デ ータベ ース ・サ ー ビス の よ うな新 しい

業 種 に お い て顕 著 で あ る。 さ らに、 そ の くい ちが い も 日本 とア メ リカに おい ては相 違 して い る。詳 し

くは、 第1部1章 に述 べ る。

,

■
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1.1　 デ ー タベ ー ス に 関係 す る業 者

　 デ ータ ベ ース に関 係 す る業 者 と、 そ の主要 なサ ー ビス を示 す と、 図1-1の よ うにな る。 た だ し・

現 実の業 者 は 、 これ らの性格 を兼 ね そ な えて い るぱ あい が多 い。

(1)デ ー タベ ース ・プ ロデ=一 サ

　 　 この業 者 は磁 気 テ ープ を作 成す る。ば あい に よ っては検 索 サ ー ビス を販売 す る。 つ ま り、 次 のデ

　 ィス トリビ ュ一 夕 を兼 ね る 。 日本 の例 を表1-1に 示 す 。

　 　 プ ロデ=一 サ が行 う業務 は次 の3種 で ある。

　 ・デ ー タ の選 択 、 入 手 、 要 約、 索 引 づけ

　 ・デ ータ の コ ン ピ ュー タ可 読型 へ の変換

　 ・品質 管 理 、 研 究 開発

　 　 プ ロデ ューサ には 、 さ ま ざまな種類 が ある。 つ ま り、 政府 機 関 、非 営利 団体 、企 業 で あ る。 これ

■ を表1-1に 示 す 。 さ ら にデ ータベ ース を海 外 か ら輸 入 す るば あい もある。 この と きの プ ロデ ュー

　 サ を表1-1～ 表1-5に 示 す。

、

表1-1 データベース ・プロデューサ

　　　　　　　　　　　⑰*

　　　　　　　　　　　　　 G

　　　　　　　　　　　　　 N

　　　　　　　　　　　　　 P

デ ィス トリビ ュー タ を兼 ね る

政府 機 関

非 営利 団 体

企 　 業

・ ジア経済研究所

日本経済新聞社

野村総合研究所　 P

東京商工 リサ ーチ　 P

帝国興信所　 P

日本興業銀行　 P

日本長期信用銀行　 P

日本科学技術情報センター

STATデ ータ

PRJECTデ ー・一一タ

発 展 途 上 国投 資 関係 法律 の条 文 デ ータ

NEEDS-TS　 *

NEEDS-IR　 *

NRI/E

TSR企 業 財務 デ ータ

COSMOS

JBJ　 DATA

COMPASS

JICST理 工学 文献 フ ァイ ル　 *

ク リア リング ・フ ァイル*

PATLIS

●

e
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日本エネルギー経済研究所

大蔵省　G

通商産業省　 G

行政管理庁　 G

総理府　G

生鮮食料品流通センター

アジア経済研究所

海 洋 資料 セ ン ター

日本科学技術振興財団

日本医薬情報センター

NEEDS-IEE

外 国貿 易統 計

鉱 工 業各 種 指 数

工 業 統計 調 査

産 業 連 関表

地 域 メ ッシ ュ統 計

市況 情報 　 *

産 地 情報 　 *

各 国統計 デ ータ

日本 貿易 統 計 デ ータ

国連 人 口統 計 デ ー タ

東南 ア ジア 貿 易 デ ータ

各 層 観測 デ ータ 、統 計 　*

海 流 観測 デ ータ 、統 計 　*

REGISTERサ ー ビス

JAPI抄 録 カー ト◆(MT)

●

●

(2)デ ータベ ース ・デ ィス トリビ=一 夕 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　、

　 この業者 は磁 気 テ ーープ を処 理 して検 索 サ ー ビス を販 売 す る。検 索 サ ー ビス はオ ン ラ イン ・サ ー ビス

と八 一 ドコ ピ ィ ・サ ー ビス とが あ る。 日本 の例 を表1-2に 示 す 。 ハ ー ドコ ピイ ・サ ー ビス の み の例

を表1-3に 示 す 。

海 外 のデ ィス トリビ ュータ に専 用 線 また はICASで ア ク セス す る こと も、 最 近、 可能 と左 った 。

この よ うな業 者 は、 オ ン ライ ン ・リテ ー ラ ともいえ る。 これ を表1-4に 示 す 。

デ ィス トリ ビ ュータ の業 務 は 次 の とお りで ある。

　 ・デ ータ ベ ース管 理 シス テ ムの 開発 また は導入 、 お よびそ の 運用

　 ・コン ピ ュー タ ・シス テ ム(ネ ッ トワー ク を含 む)の 開発 また は導 入 、 お よび そ の運用

　 ・デ ータ ベ ース の装 備

　 ・顧 客 の管 理 、 マ ーケ ッテ ィング

　 ・検 索 質 問 の作 成、 検 索操 作、 出 力 の評価 と配 布

　 ・研 究 開 発

デ ィス トリ ビ=一 夕 の性 格 も、 政 府 、 非営利 機 関 お よび企 業 とな る。 これ を表1-2、1-3、1

-4に 示 す 。
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デ ィス ト リ ビ ュー タ

業　者

者

図　 　1-　 1

・　 デ ー タ収集 、 評 価

・　 磁気 テ ー プ作成

・　 磁 気 テ ー プ仲 介

・ 検 索 サ ー ビ ス

●

■

◆

ー

ネ ッ トワーク 提供

ク リア リング

代行 検 索

　　　 1蹴 テープ渡し

(注)い ・…

1
`　 八 一 ドコ ピ ィ渡 し

ウ

●

t

●
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表1-2　 　データベース ・デ ィス トリビュータ

　　　　　　　　　　　　　　　　　　囲　輸入データベース

　　　　　　　　　　　　　　　　　　 G　 政府機関

　　　　　　　　　　　　　　　　　　N　 非営利団体

　　　　　　　　　　　　　　　　　　 P　 企　　業

デ ィス ト リ ビ ュー タ デ 一 夕 ペ 一一ス
.　　　　　　　_.

フ ロァ ユ ー サ

アジア経済研究所　 N MARC LC　 　　　　G・*

セ ン チ ュ リ ー ・ リサ ー チ ・セ ン タ ーP CRC-TRADE 　　　　　　 G・*国連

市況 情 報 セ ンタ ー　 P VIDEO 東証、大証　　N

'ノ VIDEOMASTER REUTER　 　P・*

日本経済新聞社　 P NEEDS-IEE 日本エネルギー
経済研究所　　N

ノノ NEEDS-IFS IMF　 　 　 　G・*

日本科学技術情報センター　N CASearch CAS　 　 N'*

〃 MEDLARS NIH　 　 　 　G・*

〃 TOXLINE HLM　 　　　G・*

〃 SSIE米 国研 究案 内 フ ァイル SSIE　 　 　 N・*

日本電子計算　 P IR-File ASTM　 　 　N・*

電通 国 際情報 サ ー ビス(GEIS) NRI/E 野村総研　　　P

ノ, TSR企 業財 務 デ ータ 東京 商 工 リサ ーチ　 P

'ノ 民 力 デ ータベ ース 朝日新聞　　　P

〃 時事 株価 デ ータ バ ンク 時事通信　　　P

ノノ 共同 ニ ュー ヨ ーク市 場株 価 共同通信　　　P

〃 JBJ　 DATA 興　　銀　　　P

〃 IR-FILE 旭 リサーチ センター　 P

日本IBM　 P NEEDS-CALL
(ASTAM　 *)
日経新聞　　　P

●

●

　 (3)デ ー タ ベ ース ・エ ー ジ ェ ン ト

　 デ ー タ ベ ース ・エ ー ジ ェ ン トは プ ロデ ュ ー サ と デ ィス ト リ ビ ュ ー タ との 間 に介 在 す る が 、 と き に は

プ ロデ ューサ と利 用者 との間 に入 る こ と もある。 この業 者 は単 に磁気 テ ー プ を仲 介 す るぱ あい と
、 こ

れ を再 編集 して付加 価 値 をつ け るぱ あい とが あ る。

　 前 者 は海 外 プ ロデ ューサ か らデ ータベ ース を輸入 す るぱ あい に多 く、後者 は官 庁デ ータ ベ ース を民

間 に公 開 す るぱ あい に多 い 。

　 エ ー ジ ェン トの例 を表1-3に 示 す 。 エ ー ジ ェン トの性 格 は非 営 利団 体 また は企 業 で あ る。
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表1-3 デ ー タ ベ ー ス ・ エ ー ジ ェ ン ト

囲　 G　 政府機関

　　N　 非営利団体

　　 P　 企　　業
、

エ ー ジ　ェ　ン　 ト デ ー タ ベ ー ス プ ロ デ ュ ー サ

日本統計協会　N 地 域 メ ッシ ュ統 計 総　理　府　　　　G

通商産業調査会　N 鉱工業各種指数 通　産　省　　　　G

〃 工業統計調査 〃

〃 産業連関表 行　管　庁　　　　G

日本関税協会　N 貿 易 月報 デ ータ 大　蔵　省　　　　G

JETORO　 N 貿 易統 計 サ ー ビス 米 ・仏政府機関　　G

日本 ポー トフォ リオ ・サ ービス　 P COSMOS 帝国興信所　　　　P

〃 COMPASS 長　　　銀　　　　P

日本経済新聞社　P DRI米 国経 済 フ ァイル D　 R　 　I　　　　　P

〃 IBJDATA 興　　　銀　　　　P

〃 COMPUSTAT S　 &　 P　 　　　　P

〃 CUSTOMPRICE REUTER　 　　　P

日本技術貿易　 P DERWENT　 Data　 Base DERWENT　 　 P

化学情報協会　N CASearch C　 A　 S　 　　　　N

三洋出版貿易　P 赤外 線 回 析 ス ペ ク トル ・フ ァイル ASTM　 　　　　　N

〃 X線 回折 ス ペ ク トル ・フ ァイル JCPDS　 　　　 N

〃 質 量 分析 スペ ク トル ・フ ァイル John　 Wiley　 　 P

ユ ーエス エ イ シアテ ィック　 P Science　 Citation　 Index I　 S　 I　　　　 P

〃 Social　 Science　 Citation　 Index
〃

∀

　(4)デ ー タ ベ ー ス ・ リテ ー ラ

　デ ータベ ース ・リテ ー ラはデ ィス トリ ビ ュータ と利 用者 との 間 に介在 し、 利 用 者 の た め に代 行検 索

を行 う。 この ば あい、 利 用者 や 検 索要 員 や 端 末 を所 有 しない 。代行 検 索 をデ ィス トリビ ュー タが オ フ

ライ ン で行 うと き、 これ を八 一 ドコ ピイ ・サ ー ビス とい う。 このば あい、 デ ィス トリ ビ ュータ と して

の リテ ー ラは、 プ ロデ ューサ と利 用 者 との間 に介 在 す る こ とにな る。

　 リテ ー ラは コ ンサ ル タ ン トを行 うこ とが 多い 。 コンサ ル タ ン トの 内容 は 、 ク リア リン グ ・サ ー ビス

質 問(論 理 演算式)の 作成 な どで あ ・・ リテ ー ラの 性格 は・ 殆 ん どが 撲 で あ るつ ま り公 的 機関 が 「

れ に 関 与 す る こ とは な い。 リテ ー ラ の うち 、 オ ン ラ イ ン ・サ ー ビ ス の 業 者 を 表1-4に 、 八 一 ドコ ヒ

ィ ・サ ー ビ ス の 業 者 を 表1-6に 示 す 。

　 リテ ー ラ を ブ ロ ー カ と い うば あ い もあ る。

■



●

●

■

■

1

表1-4 デ ー タ ベ ー ス ・ リ テ ー ラ

　 (オ ン ラ イ ン ・サ ー ビス) 囲G　 政府機関

　　 N　 非営利団体

　　 P　 企　　業

リ　 テ　 ー　 ラ デ ー タ ベ ー ス デ ィス ト リ ビ ュー タ

丸　　善　 P DIALOG　 デ ー タ ベ ース LOCKHEED　 　　P

紀伊国屋　 P 〃 〃

〃 CIS　 デ ー タ ベ ース NIH/EPA　 　　　G

日本SDC　 P ORBIT　 デ ータベ ース SDC　 　　　　　　　P

日本経済新聞社　 P DRI　 デ ー タ ベ ース DRI　 　　　　　　　 P

〃
NEW　 YORK　 TIMES
INFORMATION　 BANK

New　 York　 Times

〃 AMI 〃

〃 KIT 〃

〃 APpolitical　 Data　 Bank 〃

電通国際情報サービス　　　　　　　 (
GEIS)

B/I　 DATA
Business

　 International　 P

" CITIBASE Citibank　 P

〃 SITEII CACI

〃 UCLA UCLAビ ジネス予測 プロジェク トN

〃 SIC72 GE　 P

〃 FTCDATA 'ノ

Association　 of　 Home

〃 AHAM Appliance　 Manufacturers

〃 IFO
Institut　 furWirtschaft

Forschung

〃 VALUE　 LINE Arnold　 Bernhare1

〃 CEDB GE　 　P

〃 MARINFO Marine　 Midland　 Bank

〃 SDB GE　 P

'ノ CDB 〃

〃 CAPLOAN Caploan

チェース ・マンハ ッタン銀 行 1NFOCASH チ ェ ース ・マ ンハ ッタ ン銀 行

　　　(東 京支店)
〃 CHASE　 ECONOMETRICS 〃

トラ ター ・ト句ミルコビイツ ・ DVORKOVITZ技 術 情報 ト～クタ ー ・ト笥ミル コ ピイ ツ ・

アン ド・アソシエーツ アン ト㌔ アソシエーツ
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表1-5　 デ ー タ ベ ー ス ・ リ テ ー ラ

　 　 　 　 　 　 (八 一 ド コ ピ イ'サ ー ビ ス の み)

囲　*　 輸　入

　　 N　 非営利団体

　　 P　 企　業

リ　 テ　 ー　 ラ デ ー タ ベ ー ス プ ロデ ュ ーサ

日本 特許 情 報 セ ンタ ー(発 明 協 会)N INPADOC INPADOC　 N●*

紀伊国屋　 P COMPENDEX Engineering　 Index　 　P・*

〃 CAC CAS　 　 N・*

〃 USGRA NTIS　 N・*

〃 INSPEC IEE　 　*

〃 METADEX ASM　 　 N・*

〃 CDI UMI　 　 P・*

1.2　 デ ー タ ベ ー ス の 利 用 者

　デ ー タベ ース ・サ ービス が利 用者 の手 に達 す る と き、 その媒 体 は

　 　 　 　 ・磁気 デ ータ(利 用 者 が 自営 の コ ン ピ ュータ ・シス テ ム に て検 索)

　 　 　 　 .ハ_ド コ ピ ィ

　 　 　 　 ・オ ン ライ ン出力

のいず れか で ある。

　つ ぎに、利 用 者 は 、 そ のサ ー ビス を消費 す るに 当 り、

　 　 　 　 ・自家 消費 ・

　 　 　 　 '特 定 グル ー プ内 で の 消費

　 　 　 　 ・第 三 者 へ の再販

の いず れ か の方 法 を とる。特 定 グル ープ とは大 学 とか産 業 団 体 の ことで あ り、 グ ル ープが 共 同利 用 を

す る。第 三 者 へ の 再販 は通 常 は 禁止 され てお り、,これ が行 わ れ るば あ いは 利用 者 は リテ ー ラの立場 を

とる こ と とな る。

1.5　 デ ー タ ベ ー ス の 市 場

　こ こで産業 と して のデ ータ ベ ース ・サ ー ビス につ い て示す 。

(1)ア メ リカの市 場

デ ータベ ース の先 進 国 で あるア メ リカ にお い ては、 そ の 売上 高 も、 また そ の伸 び率 も大 きい。 これ

を表1-6に 示 す 。Link社 の報 告(1978)に よれ ば、 ア メ リカに おい ては147の デ ータベ ース
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・プ ロデ ューサ が255の デ ータ ベ ース を作成 してい る。 ディス トリビュータについ ていえば 、TSS業

者 、VAN業 者 が既 に産 業 と して成 立 し、 これが デ ータ ベ ース の 流通 に進 出 してい る。 これ と同 時 に

デ ータ ベ ース流 通 の専 門業 者 も発生 した 。 この うちには 、 ロ ッキ ー ドやSDCの よ うな汎用 サ ー ビス

を行 うと ころ、 お よび 二=一 ヨーク ・タ イ ムズやCISな どの専 門 サ ー ビス を行 うと ころが あ る。

■

表1-6　 　 米 国デ ータ ベ ニス サ ー ビス 市場

■

市　場　分　野

現　　　状(1976年) 将　　　　　　　　来

売 上高

(百 万
ドル)

売上

比率

(吻

提

供

方

式

オンライ

ンパッチ

別 売上

比 　 率

年 成 長 率予 測

1976-1980 1980～1985

1980年 1985年成長率 平均 成長率 平均

科 学 技 術 情 報 7 09%

オ

ン

ラ

イ

ン

19%

140

百 万

ド ル

10%

　 %

170

　 8%

-

15

8.6%

　 10

(百 万

トツレ)

135

　 15

(百 万

トル)

270経済/計 量経済情報 65 88 20

市　　況　　情　 報
　 (証券/株 価)

55 74 10 5 80 100

ビジ ネ ス ・ニ ュ ー ス 4 0.5 25 15 10 20

法　　令　　検　　索 9 1.2 20 10 20 30

企 業 信 用 情 報 225 304

ノく

ツ

チ

81%

600

百 万

ド ル

10

%

8.3

5

6.7%

330 420

消 費 者 信 用 情 報 125 169 5 5 150 195

特 定 のマ ー ケ ッテ ィ
ン　 グ　 　情 　 報

250 338 10 10 365 590

総　　　　　計 740 100 L100 1,640

(出典)「THE　 DATA　 BASES　 MARKETＬFROST&SULLIVAN(1977.10)か ら作 成

●

■

　(2)　日本 の市場

　 日本 の市 場 につ い ては、 正 確 な情報 は ない。わずかに(財)日 本 情 報処 理開 発 協会 が行 った ものが あ る

にす ぎな い。 これ を表1-7お よび図1-2に 示 す 。 この数 値 か ら判 断す る と、 日本 ○市 場規 模 は ア

メ リカ に比 較 して約10年 遅 れ て い るとい える。

　 日本 にお け るデ ータベ ース ・サ ー ビス業者 の実 態 につ い ては1.1で す で に述べ た 。
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表1-7　 わが 国 にお け る情 報 提供 サ ー ビス業 の規 模

項　目　　　　　　年 48年 49年 50年 51年 52年 53年

情 報 サ ービス

全 事 業 所 数
1,105 1,322 1,276 1,276 1,640 1,672

情 報 サ ービス　　　　　　　　 (人)

全 従 業 員 数
47675 58,723 5Z　 164 59,025 71,641 η087

ぴ ㌃ ピこ(百 円)
16Z　 162 245,263 275,090 306,966 412,581 460,241

情報提供サービス

企　　業　　数
153 163 133 147 159

情報提供ナービス

事　業　所　数
220 265 256 221 278 302

情報提供サービス
EDP化 事業所数

36 40 31 54 41 42

讐 鋤 一『1(莇 円) ス620 13,046 14,376 12,055 23,811 2ZO69

■

出　 所:通 産 省 ・特 定 サ ー ビス業 実 態 調査

注1:情 報 サ ー ビス業 には 日本標 準 産 業 分 類Lサ ー ビス 業 の うち、産 業 分類 ・番号(小 分類)851、

　 　 　 　情報 サ ービス 業 の全 部一 ソフ トウ ェア業 、情 報 処理 サ ー ビス業 、 情 報 提 供 サ ー ビス業、 そ

　 　 　 　の他 の情報 サ ー ビ ス業 が 含 ま れ る。

注 　 2:上 記調 査 は原 則 と して事業 所単 位 の調 査 で あ って、 企 業数 は厳 密 な意 味 で事 業 所 数 に完 全 に

　 　 　 　対応 す る もの で は な い。

■

出　 所:デ ータ ベ ース ・サ ー ビス 業 懇 談 会

　 　 　 　 「デ ータベ ース ・サ ー ビス業 振 興 の た め の提 言 書 」
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`

年
間

米 国DBサ ー ビス売上(ADLに よる、300Fレ$)
480

売

上
330 知⇒ _ 格 差

5～7年?1規
●

模
220 × し!

''

人口比修正 1 格　　差
　 　 　 '　 　 '
　 '　 '

'
'

(272.6)

9～11年? '
'

'

'

100

千億円

(累1嬬梛 　 　 　 　 　 '

(108.8),/
　 　 '
　 '
　 '

''

CASE① '

'

　 　 '
　 '

'
'

　 '
'

'
'

　 ''

'

　 　 '
　 '

'
'

'

　 　 　 '
27し'
　 '

23.8　 ,
　 　 '　 '

　 　 　 　 '
　 　 　 '14

.4　 '　 　 '

13.0　 　 　 '

10

百億円

　 　 '
　 !
　 '
'

'
12ユ 情報提供サー ビス業売上実績

'

7.6

(?)

当業 界 売上 に関 しデ ー タ量、 説明条 件 が 乏 し く、 将 来 を 予測 す る適 切 なモ デ ル を

導 くこ とは 困難 。 よ って

①　対数型の最小自乗法で単純に外挿(内 挿値と実績値の相関係数:0.92986)

1

十 億円 '　　　　　　 I　　　　　　 l　　　 `　　 ・　　　　　　 ・　　　　　　　　　　　　　 I　　　　　　 l　　　 l

50 52 54　 　55　 　56 58 60

図1-2　 情 報 提 供 サ ー ビ ス 業 の 売 上 規 模

　 62　 　　　　64　 　 65

出所:表1-7に 同 じ

一59一



、

Φ

●

⑨

'

、、

,



2.デ ー タベ ー ス ・サ ー ビ ス の 特 長 と内 容



目 次

2.デ ー タ ベ ー ス ・サ ー ビ ス の 特 長 と 内 容

2.1　 原 資 料 と デ ー タ ベ ー ス
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、
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2.デ ー タ ベ ー ス ・サ ー ビ ス の 特 長 と 内 容

●

　本 章 で はデ ータ ベ ース ・サ ー ビスそ の もの につ い て、 そ の特長 と内容 とを説 明す る。

　 2.1と2.2と は デ ータ ベ ース ・サ ービス に お いて流 通 す る情報 の実体 が何 で あるか を あつ か う。 す

な わ ち、 原 資料 とデ ータ ベ ース との 関係、 お よび デ ータ ベ ース と検 索 出力 との 関係 を検 討 す る。

　 2.3に おい ては、 デ ータ ベ ース ・サ ー ビス に要 求 され るデ ータベ ースの信頼 性 につ い て触 れ 為

　 2.・4におい ては、 デ ータ ベ ース 業者 が サ ー ビス を行 うに あた り装 備 しな けれ ば な らな い資 源 を説 明

す る。 つ ま り提 供 側 の条 件 を示 す 。

　 2.5に おい ては、 デ ータ ベ ース利 用 者 が サ ー ビス に対 して もつ要 求 を示 す 。 つ ま り利 用 側 の条 件 を

明 らか にす る。

　 2.6と2.7と は提 供 者 と利 用者 との関 係 を示 す。 つ ま り両者 間 の契約 お よび サ ー ビス料 金 に つい て

説明 を行 う。

　 2.8に おい ては 、 デ ータベ ース 利 用 にお い て現 実 に存在 す る制 限 につ い て示 す 。

2.1　 原 資 料 とデ ー タベ ー ス

(1)原 資 料 の 出所

　 原 資料 とデ ータ ベ ース との関連 は さま ざまで あ る。

　 まず、 ある機 関 が特 定 の 目的 のた め に収集 したデ ータ をそ の ままデ ータ ベ ース化 す るぱ あい が あ る。

官 庁 の指 定 統 計 な どが これ で ある。

　 つ ぎに、 複 数 の機 関 が 収集 した デ ー タか ら同 一 の 目的 を もつデ ータのみ を抽 出 し、 これ を併 合 して'

デ ータベ ース化 す る ぱ あい が あ る。文 献 情報(特 定分 野 の)の フ ァイルな どが これ で あ る。

　 こ こでは 、 か りに前 者 を単 一 型、 後 者 を複 合 型 と呼 ぶ こ とに す る。そ れぞ れ の構 成 を図2-1に 示

し、 そ の具 体例 を表2-1に 紹介 す る。

　 一般 に単 一型 のば あい には、 原 資料 の所 有 者 が デ ータベ ース の プ ロデ ューサ に な る こ とが 多 い。 つ

ま り、 デ ータベ ース は 、 か れ らの本 来業 務 の副産 物 とな る わけ で あ る。

●

●
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デ ー タ ベ ー ス

A　 　単一型

原資料

デ ー タ ベ ース

デ ー タ ベ ー ス

`

B　 　複合型

図2-1　 　 原資料の出所

表2-1　 原資料の出所例

出　所 デ ー タ ベ ー ス プ ロ デ ュ ー サ

指定統計 各　省　庁

単　一　型 法 令 デ ータベ ース 行政管理庁

NEEDS-IR 日本経済新聞社

PATLIS 日本特 許 情報 セ ンタ ー

TSR企 業 財務 デ ー タ 東 京 商工 リサ ーチ

複　合　型 NRI/E 野村総研

JICST理 工 学 文献 フ ァイル 日本科学技術情報センター

CA　 Search CAS

IR-File ASTM

CISデ ー タ ベ ー ス NIH/EPA
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(2)原 資料 の 種類

原 資料 と しては さ ま ざま の もの が あ りうる。

　 ・雑 誌

　 ・モ ノグ ラ フ

　 ・報 告 書(測 定 結・果 資料 を含 む)

　 ・学 位 論文

　 ・政 府 統計

　 ・政 府 資料

　 ・特 許

　 ・民間 調 査機 関資 料

米 国 の代 表 的 な デ ー タベ ース につ い て、 そ の原 資料 と蓄積 開 始年 をみた もの を表2-2に 示 す。

　　 　 　　 　 　　 　 　 表2-2　 原 資 料 の 種 類

原 資 料 の 種 類
デ ー タ ベ ー ス プ ロ デ ュ ー サ 蓄積開始

雑 誌 そ　　の　　他

ACCOUNTANTS AICPA 300種 書物 、 パ ン フ レ ッ ト、 政府 資 料 1974年

BIOSIS Biosciences 8,000 書 物 、 ノ ー ト、 レタ ー 1969

Information　 Sery

CAS Chemical 12,000 書 物 、 特 許 、 プ ロ シ ー デ ィ ン グ 1972

Abstracts　 Sery

COMPENDEX Engineoring 1,500 900モ ノ グ ラ フ、 書 物 、 1970

Index　 Inc. プ ロ シ ー デ ィン グ

ENERGYLINE Environment 2,000 報 告 、 ヒア リン グ 、 調 査 、 1971

Info㎜tion　 Center モ ノグ ラフ

FSTA InternatiOnal 1β50 特許 1969

Food　 Inf・Sery

INFORM ABI/、INFORM 300 1971

MANAGEMENT Management 200 プ ロ シ ーデ ィン グ 1974

Content　 Inc.

NDEX Bel1&Howell 7新 聞 1976

PAPERCHEM Inst・Paper 1,000 新 聞 、 特 許 、 プ ロ シ ー デ ィン グ 1969

Chemistry

POLLUTION Pollution　 Ins. 2,500 プ ロ シ ー デ ィン グ 、 モ ノ グ ラ フ 1970
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(5)デ ー タ ベー スの 項 目

現在 、 市場 に流 通 して い るデ ー タベ ース は さま ざまな 分野 に わ た り、 したが って、 多様 な表 現 形式

を もってい る。 これ を整理 した ものの 一例 を表2-1に 示 す。 これ はW・Wi　 lli　amsがag　 4回 の

「著作 物 の 新 しい技 術 的利 用 に関す る国家 委 員 会 」(1976)に て示 した もの で あ る。

　一般 に、 表2-3の は じめの2種 類 を リフ ァレ ンス ・デ ータベ ース といい、 あ との3種 類 を ソース

デ ータベ ース とい う。 前者 は原 資料 の要 約 また は案 内情 報 の み を含 む の に対 し、 後者 は原 資料 そ の も

の を含 む。 す な わ ち、 前者 に おい ては、 デ ー タベ ース は原 資料 の一 部 を表 現 を変 え て含 む こ とに な る

が、 後者 に おい ては原 資料 の全 部 または 一部 をそ の ま ま含 む こ とにな る。

　　　　　　　　　　　 表2-3　 デ ー タ ベ ー ス の表 現 形 式

　　　　　　　　　　　　　　　　　　 (PB-253753を 加筆 して引用)

て:〔llコlll∵
　 リフ ァレ ンス ・デ ータ ベ ース のば あい、 デ ータ の要 素 は原 資料 か ら抽 出、 変換 さ れる 。 そ れ は、

　 　 ・著 者 、 研究 機 関

　 　 ・題 名

　 　 ・雑 誌 名、 発 表 巻号 ペ ー ジ

　 　 ・発 表 年 月 日

　 　 ・言 語

　 　 ・主題 項 目

　 　 ・本文 要 旨

な どで ある。 ここで は、 要 約 に案 内に偏 りの な い ことが必 要 で ある。

　 ソ ース ・デ ー タベ ース のば あい には、 デ ータ の評価 、標 準 化 が行 われ る。そ れ は、

　 　 ・欠測 値 、 異常 値 の補 正

　 　 ・デ ー タの 信頼 性 の確 認

　 　 ・単 位 の統 一

　 　 ・分 類 コ ー ドの標 準 化

な どで ある。 こ こで は、 内容 の正 確性 が必要 とさ れ る。

　 デ ータベ ー スの 項 目例 を資 料2-1に 示 す 。(a)はデ ータそ れ 自体 を示 す もの、(b)は文献 の書 誌 事項

を示 す もの、(c)は 文 献 の要 旨 を示 す もの、(d)は文 献 の発行 され た状 況 を示 す もので ある。
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資 料2-1. デ ー タベ ース の内容 例

(a)デ ー タ それ 自体

CHE～SNAME

●

●

SAMPLE　 RECORD

　　　　　　　RN=一 ←cAs　 HECISTRY

　　　　　　 MF=一'ORHし'LA=CgH27A1303

　　　　　　 AR=一 ●p　ANAしYSIS　 OF　 RINCS=　 AL303

　　　　　　　N1{せ 一●■6{VMAεR　 OF　 R↓NCS:　 |

　　　　　　　SR±-　 S!ZI　 OF　 RINGS=　 6

　　　　　　 FR=一 ←　FORMULA　 OF　 RINCS;

　　　　　　 RD;一 ←　R[PLACεO　 CAS

}IP=,SB=,NMt-←CA　 ・NAME(t}:

　　　　　　　　　　 cyclo

　　　　　　　　　　 AIuminum

　　　　　　　　　　　　CA　 NAME《2)=

SεARCH　　 OPTIONS

　　　　　　　　　　　　　　　　 8▲Sl(　　tNDEX

DIALOG　 FILE　 31

NVM8ER:　 15710-96-O

　　　　　　　　　　　　　　　　　　AしOALOALO

　　　　　　　　　　　　　　 RECISTRY　 NUH8ER(S):　 12180-49-3

　　　　　　　　　　　　　　 HP宕Aluminum　 (9Cl),S巳=tri-・mu・-methoxyhexamcthy1【 【i-,NMt

SY=-SYNONYトIS:　 Dirnt・thylaLuminurm　 me【hoxide　 【rimer;trime【hoxyhexamgthyl【ri－

/EC

}/・ ・

}・・

suド,τx r1》:1.DN.い"= ヒx㎡いtpl,`:s

Nooe ぬ5ic　 l脚c、 　(i"'lu`k・ 、 s　　M口1IYIIF)M`=1'llr,sll⊃ 》:

ピ1■mom　 C・.un¶,　α5ぐril44,r. 5　　0× 、'o、層)～1ピぶ 、"、')M量ご「ll、・L

14×賠`」 ピr,

!}:c E}cm"tC、 ・mt S　ALV`:C

!0ト1い α ・cr`凶 ・r S　ALいnM,M!P£
ノID3 Mvぬlillρx` S　 M}:TI`OSO,ト:IW)TIUAtEll/lD

AODtTtONA`　 INOEXfS
SUBSTANCE　 l　tl　FO　k'・IATION

㍗"ピ"IX r1,:1.DS劔 、M卜: £XAM川.`:s
'　　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 ■.

cs

cx

c● 剛 ・1"ほNo川 ピ

GmwS"n,`呼r..

ε　 cs.ALじMlxしAl.Tltl.

ε　 GN`A8

s　 cs.、LじMINUMTl11,　 　　　　　　　　 　　　 '

5　 Gs`グu

川.・ `1む工 札nピ1匂r"ビ ε　 閥PF,、LuM`NUM S　 HP,A【.UMISUM

M『 Mo1"s・ubrト'o閲w匂 E　 、1F会Cgll=7.、LJ s　 51rd　C"刀At303
sM Ml"`・Mdo昭 、し`。o= ε　SM-C、'Cω S　心事CYCU,
1聖 11■ri、w川ぐb山YXτ εrm ε　 PI・'.wru S　 I・ト.、56
SI`.

Sτ 、

s凶 違"w61こ'　　　　 　　　　　　　　 　　　　　　2

S匂・r■lw』n`icユ1　 氏 ■criリbr

ε　 s昼}MピT}los、'llト;SA

ε　 ST・C岱

S　 5じTU卜.MU.会METＬIOS、-?

s　 5丁 ・cls

s、㌦ ×,.恥n・m,3 ε　s、"DDI卜;'rl{Yし 、1.cM【 ＼し'M s　 s、'"`膓いi`:11lYIざ 、1.uMlN1'v　 MピTI",su)1=T!t1MI:R

(b)文 献の書誌事項

BIOSIS　 PRBVIEWS

DIALOG　 FILE　 55

SAMPLE　 RECORD

　　　　　　　　　　　　　　　　　O1ン4↓LOG　Acce5∫ion　 tVumber　　　　　
52107297/

ぱ 灘ll寳;::;i㌦;;:::1;:1;;1甜;;;;?1::;:;1:::::1:∵≡ 二
CO=一 一←Concept　 Code5.　 ★◎6504.　 tlO∞6、 　 10054.　 lOO59,　 　 |0064,　 　 lOO69,　 　 10504.

　　　　　 12100・ 　★13010,　 ★13012・ 　★|5∞2.　 ★17018.　 22003,　 22016
BC=-bio5ystematic　 Code5・ 　86215

RETRtEVAL　 METHODS

SUBJECT　 ORTEXT　 SEARCHlNG

●

SUFFIX FIELD　 NAME EXAMPLεS

None

π1

'DE

Basic　 lndex.　 (includ65

　 ＴiUc　 3nd　 DeSCtip【or)Ti

tle

De父 巾tor

£TR■10DO　 　　　　　　　　　　　　　　　　　S　THYRONINE

SIODINE(W)125

SMICRO(W)MεTHODπI
SHUMAN'DE

CODESEARCHING

PREFIX FIELD　 NAME EXAMPLES

AU= Aulhor EXPAND　 AU富CAMPICHε 　　　　　　　SεしECr　 AU=WALTHER　 W　W
BC= Biosy～ 爬malic　 Code● εXPANDBC=862　 　　　　　　　　　　　　　SELECT　 BC=86215
BNi Bio¶ystemo【ic　 Name EXPANDBN=LICHEN　 　　　　　　　　　　SELECτ8N=HOMINIDAE
CC= Con岬tC。d6' εXPANDCC=1006　 　　　　　　　　　　　 SELECT　 CC=10064
CN= C。ncepl　 N。me εXPANDCN3ECOしOGY　 　　　　　　　　SεLECT　 CN=MlNERALS
CO一 CODεN εXPANDCO=VCTO　 　　　　　　　　　　　SεLECT　 CO=」OPDA
JNロ 10umal　 Name EXPAND　 jN=VεGETAT　 　　　　　　　　　SELECT∫N=∫ 　 PEDIATR

－65一



⊃

(C)文 献 の 要 旨

ABI/INFORM

DIALOG　 FILE　 l5

SAMPLE　 RECORD

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 053764
　　　　　　　 THE　 OUTtOOK　 FOR　 }977　 ・　 'CATCH'NG　 UP'　 HAS　 ρ貸lORl了Y
AU=一 →HERSHFIELD.　 DAVID　 C.
　　　　　　　 ACROSS　 了HE　 80A日D　 V14　 N1　 」AN.　 197'　 P64'66
　　　　　　　 THE　 PRεOI(ＴIONS　 `OR　 |977　 FROM　 THE　 CONfεRENCE　 BOARD'S　 【A80費
　　　　　 FORUM　 　IN(二【UDε　　THE　 　PRεDlC了ION　 　THAＴ 　　fIRST　 　YEAR　 WAGE　 ANO
　　　　　 SETI【EMEN了S　 WILL　 REACH　 8　 PεRCENT.　 THAT　 THE　 UNεMPLOYMENT　 RATε
　　　　　 TO　 　,　　PεRCεNτ,　 AND　 ＴHAT　 THε 　CONSUME費 　P賢ICε 　`NDEX　 WILし 　 RISε

　　　　　　　　　 o'AtOG　 刈cc's5∫on　 N紅 頂bε'

。。.イ㌃ τ』

wAGε 　CATCH　 UPS　 AND　 COST　 OF　 lIVING　 ADjUSTMENTS　 WtLt　 eE　 HOT
IN　 |977　 As　 WiLL　 8E　 ＴHε　 WAGE　 OIfFεRENT|AしS　 8ETWEEN

UNSKIltED　 WORKε 良S.　 　 BENEFITS　 WILt　 CONCENTRATεON　 H|GHER
MATεRN{TY　 tEAVε.　 THE　 UN|了 εo　 sTEε1W◎RKERS　 CONTRACT　 WIU
CRITlCAt　 ONE　 NEGOT|A7εD　 了HIS　 YεAR.　 　 THεY　 W91【 　SEεK　 A
tAVOFf　 GUARANTεE.　 A　 POSSlSlE　 WORK　 STOPPAGE　 ey　 COAt
TO　 BE　 THE　 WORSε 　了HRεAT　 TO　 THE　 U.S.　 εCONOMY.　 THE　 DROP・IN
ALLOW　 　⊂ONTitACT　 　NEGOTiATlONS　 　 TO　 　TURN　 TO　 MOR〔
WAGεS　 ANO　 jo8　 SECURITY.　 TA8【E.　 　　　　　　　　　　　　　　　 .

　　　　 MlNER.S
　　　　　　　 tNFLAT|ON
TRAD|TtONAL

ITI

,

　　 没`tATIONS
　　　 8εNε 引TS
　　 WItし 　D曾OP

　　 SいGHTtY.
LA80R　 ISSUεS

　SKlLtEO　 AND
PεNS|ONS　 AND

　8ε　 THε 　MOSI
し1,E　 TlM〔 　NO

　　|S　 THOUGHT
　　　　　　　WItt
　　PROB【EMS　 ・

/IAe 》

RE了RlεVAI　 METHODS
(S　 15.6)

SUBJεCT　 OR　 TEXT　 SEARCHING

PAGE SUFFIX FIELD　 NAMε εXAMPLES

15・3

15・3

15・ハ

No"e

!A8
!TI

B8sic　lndex

"nclωe5　 Ab5tr㏄I　 and　Ti`1e)
Abs`mc竃 　　　　　　　　　　　 '
Tiヒle

ENEGOTIATIONS

EECONOMY
EOUTLOOK

SCONSUMER(W)PRICε 《W)1NDεX

SMATERNITY(W)L臥VE!A8
SOUTLOOK(1W)19η/了1

CODE　 SEARCHING

PAGE PREFIX F1ELD　 NAME εXAMPLES

154

15・5

15・5

Au=
CO=
UD=

Author
Cded　 Jor副Title
Upd創e

EAU=H£RSHFIELD
Eeoエ8wε
εUD=7倒2

SAU=HεRSHFIELD,　 DAVID　 C.
SCOコCOR
SUD=77ぺ)3　 　　　　　　　 ⊆

'

'

(d)分 献 の 発表 され た 状 況

FEDERAL　 INDEX

DIALOG　 FILE　 48

SAMPLE　 RECORD

三三璽;;1-`;
亨6㍍=c.1蒲 ・誌 哀 ⊂::71器 ・i甦 ・`H'宗ig竺鍵.二 ・::::;:T`1:1:1;}＼

。ε

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　'　　　　　　　　　 B"ic　 lndcx　include5●11　Country,　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 P
rOdUCt."dεvenl　 N●願

良匠了Rl【VA【M匡 τHODS (¶48.6)

SU旬ECT　 ORＴEXＴSεARCHING

PAGE SUFFIX F1εLD　 NAME EXAMPLES

"・3

48.4

48・5

Non6

!AB
lCS

』iclndex《ioc`u㊤A㎞1㎜t.

言蹴1ぽ 品'豊.鍋,
　Prα ま凹c`md　 Eum`N●me)

Ab■`"Ct　 or　C㎝rnぞn`

CorP㏄ がe　Sour㏄or

Go∀er品 頴t　A8.x7

EPLAN　 　　　S　CARClNOGEN7
SしABOR(W)PROGRAMS
SOCCUPATIONAL(W}CARCINOGENS

scARC,NOGENS!A8
SOSHA/CS
SSENATE!(S

●

●

CODE　 SEARCHING

PAGE PRεFlx FIELD　 NAME EXAMPLES

48・5 AU= Auth㏄or　 A8怖, EAU=PRES　 CARTER 5AUヨDOLOSHA
"・7 CC= COU蹴ry　 Code ECC=7ALG SCC=1906
48・8 CNエ Cou郎ry　 N畠m稔 ECNロALGεRIA SCN=CALlFORN1A
48.t4 CT= Ci匂《㎞ EcrrエDOC5σ133 SCT=29CFR`95Z
"・14 DT= D■t6 εDT=η SDT=η!05
48-II EC= Eワem　Cod悟 EEC=058 SECエ9〕4
48・13 EN= ε∀竜nt　N8me εεN=,ROPO6εD　 RULε SEN志OCCUPATNL　 SAFEＴY
"・13 10冒 ∫oumd ε」0-CRH S∫OエF艮
".9 PCエ P閥d鷲t(澁 εPCエ92田65 SPC-912∬
"・`0 PN一 P旧知N諏 EPN　 6　LA90艮PROG艮AM 5PN-OCCUPAT80NAL　 SAF7
48・`5 UD= u幽Re εUD■77 SUD－ ηρ鵬
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(4)デ ー タベー ス の編 集

　デ ータ ベ ース は、 そ の利 用 目的 によ っ て、 あ るいは単 一分 野 のデ ータ を、

タ を、そ れ ぞ れ編集 して作 成 す る。 これ を表2-4に 例 示 す る。

あ るい は複数 分野 のデ ー

■

■

表2-4 デ ー タ ベ ー ス の 編 集 目 的

デ ー タ ベ ー ス の 編 集 目 的 例

discipline　 　　oriented 日本経済新聞社のNEEDS

mission　 　 　　 　 〃 動力炉核燃料開発事業団のデータベース群

problem　 　 　　　　〃 国民 生 活 セ ンタ ーの危 害 情 報 シス テ ム

interdisciplinary 国立 公 害研 究所 のデ ータベ ース群

multidisciplinary 日本 科 学技術 情 報 セ ン タ ー のJICSTク リア リング ・ファ

イル

2.2　 デ ー タ ベ ー ス と 検 索 出 力

　 サ ー ビス され る情 報 の形 式 は2種 類 あ る。

　　 ・磁 気 テ ー プ上 の情 報 と同 じ

　　 ・磁気 テ ー プ上 の情 報 と異 な る。

前 者 は殆 ん どのば あい で あ る。 後 者 の例 と しては、 統計 デ ータ を図 形式(ヒ ス トグ ラム、 レ ーダ ・チ

ャ ー トな ど)に す る ものや 、 化 学 分析 の結果 に参 考 情報(評 価 点 な ど)を 付加 す る もの な どが あ る。

　 な お、 媒 体 と しては、 八 一 ドコ ピイ と磁気 テ ープの ば あいが ある。前 者 につ い ては、 セ ンタ ー でオ

フ ライ ン処 理 した 出力 を利 用 者 へ送 付 す るば あい と、 直接 にオ ン ライ ンで利 用 者 の端末 へ 出力 す るぱ

あい とが あ る。

　 検 索 出力 の一 般例 につ い ては 資料2-1に 示 した。 資料2-1は 磁気 テ ープ上 の情 報 と同一 で ある

場 合 で ある。検 索 出 力 が磁 気 テ ープ上 の情報 と異 な る場 合 を資料2-2に 示 す。(a}が磁 気 テー プ上 の

もの、(b)が これ を加工 した検 出 力 で あ る。

●

●
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資料2-2　 　 (a磁 気 テ ープ上 の情 報例

貸 借 対 照 表

単位　千円:百 万円

決算期 75年 76年 77年 決算期 75年 76年 77年

科目 3月 期 3月 期 3月 期 科目 3月 期 3月 期 3月 期

流 働 資 産 合 計 236,549 317i694 291,099 流 動 負 債 合 計 241,853 246,063 240,760

当　 座　　 資　 産 162β80 21S857 18S500 支　　払　　手　　形 65,625 70,356 6ス241

現 金　・ 預　　金 60,011 6(～809 55100 買掛金 ・工事未払金 10,799 13,148 16,135

受　 取　　手　 形 40,230 46051 5α443 短　期　借　入　金 76,323 79,348 82,633

売掛金 ・工事未収入金 54,815 5$628 4乙746 前受金 ・未成工事受入金 3,347 4,124 2,486

有　 価　　証　 券 7β24 41,369 41,211 未払費用 ・前受収 益 18,359 16,080 15,493

棚　　卸　 資　　 産 34,559 8隅019 77,416 賞 与 引　当 金　他

製 　 　品 ・ 商 　 　品 60,428 5&701 52638 納　税　充　当　金 L894

半 製 品 ・仕 掛 品 11,289 12542 1葛432 そ の他 の流動 負 債 6Z400 63,007 54,273

原材 料 ・貯 蔵 品 12,842 11,776 1Z346 固 定 負 債 合 計 148,779 198,458 1η711

未 成工 事 支 出 金
一 社　　　　　　　債 3ス132 51,321 44,325

そ の他 の流動資 産 22,406 2Z806 26284 長　期　借　入　 金 96,092 129,867
'
116,928

前　　 渡　　　金 574 退職給与引当金 ・他 11,233 12,797 12,797

前払費用・未収収 益 2β80 2455 ZO27 そ の他 の固 定負 債 4,222 4,473 3,654

その他の流動 資産 19,452 2(X351 2十257 特 定 引 当 金 合 計 1τ546 16,363 12,744

貸　倒　 引　当　 金
一2

,796
一2088 －ZlO1 価格変動 準備金 ・他 9,618 8,789 5,841

固 定 資 産 合 計 236,703 242716 24亀115 圧 縮 記 帳 引 当 金 ス928 ス574 6,904

有 形 固 定 資 産 161,651 16S249 16Z898 資　　本　　合　　計 95,074 99,426 108,000

建 物 ・構 築 物 43,767 45)138 46797 資　　　本　　　金 36,853 38,070 43,356

機　 械　 装　　置 73β47 71,958 76676 準 備 金 ・積 立 金 53,126 55,655 58,251

車 輌 ・運 搬　具 621 565 543 当 期 未 処 分 利 益 5,り95 5,701 6,394

工具 ・器具 ・什器・備 品 3,460 3379 3,881 前 期 繰 越 利 益 3,243 2,659 1,894

土　　　　　　　地 21,206 21,492 2乙871 当　 期　　利　　益 1,852 3,042 4,500

建　設　仮　勘 定 19,250 22717 1乙130

有 形 固 定 資 産 794 971 961

投　資　等　資　 産 74,258 7(S496 84256

投 資 有 価 証 券 47,901 45781 5も642

その他の投資等資 産 27,257 3q715 29,614

繰 延 資 産 合 計

資　　産　　合　　計 503,252 56(、310 539,214 負 債 資 本 合 計 503,252 560,310 539,214
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資料3-2.

　 (b)検 索 出 力 例 (資 料3　 一.2(a)の 一 部)

RADAR 〔HART
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2.5　 デ ー タベ ー ス の 信 頼性

　デ ータ ベ ース ・サ ー ビス に おい ては 、サ ー ビス の質 、 つ ま り、』デ ー タの正 しさが保 証 され な け れば

な らない 。 と くに、 ソ ース ・デ ータベ ース の場 合 に、 これ が強 く要 求 され る。

　 デ ータ の信頼 性 の高 い もの に、 国家機 関 が 主導 性 を もつ ものが あ る。 た とえ ば、 気 象 デ ー タ につ い

ては、 測 定 器、 測 定 法 な どに つい て、相 当 に高 い標 準 化 が 確立 してい る。

　 工 学分 野 に おい ては 、機 械 加 工 な どの デ ータ ベ ース につ い て、 そ の含 む デ ータ の履歴 が不 明 確 の場

合が 多 い 。物 性 デ ータ につ い ては、 測 定条 件 の標 準化 が困 難 で あ り、 デ ータ の誤差 の評価 が むず か し

い。

　 環境 デ ータベ ース に つい て も、 測定 の標準 化 が 不 徹底 で あ る。 デ ータ の異常 値 の判 定 や処 理 にっ い

ての標 準 もな い。 主観 量 も多 い 。

　 国民 生 活 セ ンタ ーの危 害 情報 な どに つい てみ る と、 この デ ー タベ ース におい ては、 チ ェ ック お よひ

修 正 は全 くな さ れ てい な い。

　 と くk、 デ ータ の信頼 性 が問題 にな る もの は、 医 学 、 薬 学 の分 野 で ある。 こ こで は、個 体 差 が 大 き

く、 数値 のみ で表 現 す る こ とは危険 で あ り、文 章 情 報 に よる コメ ン トを付 加 す る こ とが 必要 で あ る。

　 経 済分 野 に おい て は、統 計 数 値 が過 年 度 にさ かの ぼ って修 正 さ れ る こ とが多 い 。 また 、 デ ータが 、

速 報 値、 確 報 値 、 年報 値 と変 化 す る もの もある。 あ るい は、A国 とB国 の同 一 の現 象 に対 す る統 計 値

が異 な る こ と も ある。

　 法 律 分 野 にお い ては、 デ ータ が抄 録 で あ る と解 釈 に偏 りをまね く可能性 が ある。 全文 収 録 が望 ま し

レ㌔

●

,

2.4　 デ ー タ ベ ー ス ・サ ー ビ ス の 必 要 資 源

　デ ータベ ース ・サ ー ビス には、 さま ざまな資 源 が 必要 で あ る。図2-2に そ の 主要 な もの を示 す 。

　 プ ロデ ューサ で必要 な もの は、 人 的資 源 で ある。 こ こでは 、 デ ータ を収集 、 評価 、 要 約 す る段 階 と、

この よ うに整 備 され たデ ータ をコ ン ピ ュータ 可読 型 に変 換 す る段階 とが あ る。前者 は知 識集 約 的 な作

業 で あ り、 後者 は労働 集 約 的 な作業 で ある。 い ず れ につ い て も、 現 在 自動 化 か らは とお く、 デ ー タベ

ース のサ ー ビス に おい て も、 もっ と もコス トが か か る局 面 で ある。 プ ロデ ューサ で も コン ピ ュータ資

源 は必要 で あ るが、 そ れ は大 きな もの で はな い 。

　 プ ロデ ューサ とデ ィス トリ ビ ュータ を仲 介 す るエ ー ジ ェン トにつ い ては、 要員 、 コ ン ピ ュータ 資源 、

と もに わず か なもの で た りる。

　 デ ィス トリビ ュー タは コン ピ ュータ ・シス テ ム と、 これ に装備 され るデ ータベ ース管 理 シス テ ム を

もつ。 デ ータ ベ ース 管理 システ ムの性 能 と機 能 とは、利 用 者 のサ ー ビス水 準 に大 き く影 響 す る。 した

が っ てデ ィス トリビ ュータ は ここに大 きな投 資 をす る。 また、 巨 大 なデ ータベ ース を、 しか も多種 に

わ た リサ ー ビス す る ため に は、 デ ィス トリ ビ ュータ は ランダ ム ・ア ク セス の外部 記憶 装 置 を潤 択 に所

有 しな けれ ば な らな い。

●
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　 通 信業 者 は、 日本 の場合 に は、 デ ータ ベ ース ・サ ー ビス に対 して特 別 の投 資 をす る とい うこ とは な

い。唯 一 の例外 は、 国際電 信電 話 公 社 が サ ー ビス す るICAS(International　 Computer

Access　 Service)で ある 。

　 通 信 業者 と利 用 者 との間 に立 つ リテ ー ラは、 コ ンサル タ ン ト要 員 を もた な け れば な らな い。 彼 は不

特 定多 数 の さ ま ざま の利用 者 の要 求 に応 じ うる訓 練 を うけ な けれ ば な らな い 。

●

通信業者

・入 力 要員

　 ・ コ ン ピ ュ ー タ ・シ ス テ ム

{　 ・デ ー タ ベ ー ス 管 理 シ ス テ ム

・ネ ッ トワ ー ク ・シ ス テ ム

{
　 ・端 末

　 ●コ ン サ ル タ ン ト

　 ・端 末

{　・検索要員

図2-2　 　 デ ータ ベ ース ・サ ー ビス に必要 な資 源

●

■

2.・5　 デ ー タ ベ ー ス .・サ ー ビ ス へ の 要 求

　デ ータベ ース ・サ ー ビス に おい て、 利 用者 が期待 す る項 目は多 様 で ある。 こ こで は、 プ ロデ ューサ

に対 す る もの とデ ィス トリ ビ ュータ に対 す る もの とを分 け て示そ う。

(1)プ ロデ ュー サ への 要 求

利 用者 側 よ りみ た と き、 デ ータベ ース を評 価 す る項 目は以 下 の と お りで ある。

　 ・原 資料 発 表 か らデ ー タベ ース 入 力 ま でが 時間 遅 れ

　 ・索 引づ けや コ ー ド化 の適切 さ

　 ・要 旨 の利 用 しや す さ

　 ・デ ータ項 目の適 切 さ

　 ・原 資料 の網 羅性

　 ・ハ ー ドコ ピイ との対 応 の 一致 性
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② 　デ ィス トリビ ュー タへ の要 求

利 用 者 側 よ り見 たデ ータ ベ ース 流 通 につ い て、 これ を評 価 す る項 目 は次 の よ うな もの で ある。

　 ・デ ータ相 互 間 の一貫 性

　 ・品質管 理 の徹 底

　 ・出力 の表 現 形式 の変 更 の容 易 性

　 ・デ ー タベ ース の表 現 に変 更 の あった場 合 に遅滞 な く利 用 者 に連 絡 す る こ と。

　 ・デ ータ ベ ース相 互 間 の無 矛 盾 性

　 ・ドキ ュメン トの正 確 性

　 ・更 新ス ケ ジ ュール の厳 守

2.6　 サ ー ビ ス 契 約 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 '

　デ ー タベ ース は他 の 情報 とひ と し く無 体 財 産 で あ り、取 引上 い くつ か の特 長 を も ってい る。

　第1に 、 デ ータ{一 ス は 、 僅 か な費用 で複 製 物 を作 成 す る こ とが で き る。 しか も、.多量 に作 成 す る

ことが で き る。

　第2に 、 コン ピ ュー タ技 術 には本 来 的 に完 全 な信頼 性 を期 待 しえ な いの で、 これ を利 用 す るサ.一ビ

ス か ら誤 り を完 全 に除 去 す る こ とが で きな い 。

　 この2点 は、 いず れ もプ ロデ=一 サ の立 場 を弱 め る もので ある。

　 デ ータベ ース の取 引に お い ては 、 こ う した事情 をふ ま えて、 い くつ か の形 態 が存 在 す る。 これ を表

2-5に 列挙 す る。

　 ユ ーザ 直販 の場 合 には プ ロデ ューサ が デ ィス トリ ビ ュータ を兼 ね る場 合 が多 い 。

　 売渡 しと ライセ ンス の場 合 に は、 デ ィス トリビ ュータ は プ ロデ ューサ に所 定 の デ ー タベ ース料 金 を

支 払 い 、逆 にユ ーザ か らデ 「タ ベ ー ス料 金 と処理 料 金 と を受 け とる。 な お、 売 渡 しの例 は最 近 少 な い。

　 預 託 とは、 い わゆ るネ ッ トワ ーク のオ ーサ制 度 に対応 す る。 この場 合、 プ ロデ ューサ は利 用 者 か ら

デ ー タベ ース料 金 を徴 収 す る。 一方 、デ ィス トリ ビ ュータ は プ ロデ ューサ か らデ ータ ベ ース保 管料 を

と り、 利用 者 か ら処理 料 を とる。

　 一 般 に、利 用者 は検索 結 果 の第3者 へ の再 販 を契 約上 で禁 止 され る 。

表2-5　 デ ー タ ベ ー ス の 取 引 形 態

取　　引　 形　　態 例

プ ロデ ューサ が利 用 者 に直 販
JICST理 工 学

文 献 フ ァイル

プ ロデ ュ ー サ が デ ィス トリ ビ ュ ー タ に 売 渡 し

プ ロ デ ュ ーサ が デ ィス ト リ ビ ュ ー タ に ラ イ セ ン ス を与 え る CASearch

プ ロデ ュー サ が デ ィス ト リ ビ ュ ー タ に預 託 MARK－ 皿 の デ ー タ ベ
ース群
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2、7　 サ ー ビ ス 料 金

(1)料 金 の構 成

デ ー タベ ース に対 して利 用者 が支 払 う料 金 は、 オ ン ライ ン ・サ ー ビス の場 合 と八 一 ドコ ピイ ・サ ー

ビス場 合 とで異 な る。

① 　 オ ン ライ ン ・サ ー ビス の場 合

　 この場 合、 料 金 の 内容 は次 の よ うに分 れ 、 そ の支払 先 もま た異 な る。

・デ ー タベ ース料 金

・コン ピ ュータ料 金

・通 信 料 金

・端 末 料 金

'要 員 料 金

　八 一 ドコ ピ ィ

支 払 先　 フ ロァ ユーサ

　 〃　 デ ィス トリビ ュータ

　 〃　 　 通 信 業 者

　 〃　 　 装 置 メ ー カ

給 与 の一部

　 ② 　　　 　　 　　　・サ ー ビス

　 この場 合 、料 金 は一 括 して検 索料 金 と して支払 う。 この中 には 上 の各 項 が実質 的 に含 ま れ てい る。'

支払 先 はデ ィス トリ ビ ュータ また は ブ ロ ーカ で ある。

●

(2)デ ー タ ベー ス料 金

　デ ー タベ ース ・プ ロデ ューサ が デ ータ ベ ース の対価 を受取 る方 式 に はさ ま ざま の形 態 が あ る。 これ

を次 に列 挙 しよ う。

　　 ・デ ータベ ース の販 売

　　 ・デ ータベ ース の年 間 リース料

　　 .　 　 　 〃　 　 年 間 ラ イセ ンス料

　　 ・出 力項 目数 あた りの使 用料

　　 ・出 力 印刷 行数 あた りの 使用 料

　　 ・購 入 者 の デ ータベ ース ・サ ー ビス の売 上 高 の一 定 比

　　 ・購 入者 の デ ー タベ ース ・サ ー ビスの利 益 高 の一定 比

　　 ・他 の関連 品 目 をだ き合 わせ て販 売(冊 子 体 の販 売 な ど)

以 上 を整 理 す る と、 デ ータベ ース の料 金体 系 は表2-6に 示 す よ うにな る。

具 体例 につ い て、 オ ン ラ イン ・サ ー ビス の場 合 を表2-7、 八 一 ドコ ピイ ・サ ー ビスの場 合 を表2

-8
、 磁 気 テ ープ ・サ ー ビス の場 合 を表2-9に 示 す 。

●

(5)デ ー タベー ス流 通 料 金

利用 者 は デ ータベ ース利 用 に際 して、 デ ィス トリビ ュータ にそ の費用 を支払 う。 これ は通 常 計算 七

ンタ ー を利 用 す る場 合 と同様 で あ る。そ の費 用 の支 払 い方式 には 次の よ うな もの が あ る。

　 　 ・加入 料 金(固 定、1回 の み)　 　 　 　　 　 、

　 　 ・基 本料 金(固 定、 月間 、 年間 な ど)
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　　 ・コン ピ ュー タ資 源利 用料 金(従 量)

　　 ・出 力料 金(従 量)

　　 ・そ の他(マ ニ ュア ルな ど)

　 これ 以外 に利用 者 は端 末 を購 入 また は 借用 しなけ れ ば な らな い。 デ ィス トリビ ュータが 端 末 の リー

ス を行 い、 これ が主 要 な収 入 源 とな っ てい る場 合 もある(例 、QUICK)。

　 　 　 　 　 　 　 '

◆

表2-6 デ ー タ ベ ー ス ・サ ー ビス 料 金
⑨

料　　金　　体　　系 例

買取 り 固定制 産 業 連 関 フ ァイル

ラ イ セ ン ス(リ ー ス) 固定制 NRI/E・vIDEO(QUICK)・COMPASS

ラ イ セ ン ス(リ ー ス) 従量制
SDCサ ーチサ ー ビス ・生 鮮食 料 品 情報

理 工 学文献 フ ァイ ル

ラ イ セ ンス(リ ー ス) 固定従量 ・併用制 CA　 Search　 ・　 CIS

ラ イ セ ンス(リ ー ス) 固定従量 ・選択制 TSK企 業情 報 フ ァイル

1

表2-7 オ ン ラ イ ン ・サ ー ビ ス の料 金

固　定　料　金 従　量　料　金

生 鮮 食料 品 流通 情 報

QUICK

NRI/E

NEEDS-TS

PATOLIS

CIS

理 工学 文献 フ ァイル

DIALOG

CAS(JICST)

VIDEO-1　 　 100網/月

VIDEO-n　 　550千 円/月

　 　 　 1,440網/年

　 　 　 　 300千 円/月

最 低料 金100禍/月

　 　 　 　 100千 円/年

　 　 　 　 375円/分

　 　 　 　 70　 円/秒

照 会　 　 300　 円/分

検 索 　 　 500　 円/分

10,800-18,000円/時 間

　 　 　 　 180　 円/分

　 25～130　 ドル/時 間

　 　 ×　(　1.10　　～　　L15　 　)

　 　 　 　 205円/分

■
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表2-8　 　ハ ー ドコ ピ イ ・サ ー ビ ス の 料 金

MARcn(SDI) 60稠/年 4質 問 以 上 　 　 10千 円/年 ・質問

COMPASS
10千 円一12千 円/年

(対 象企 業 数 に よ る)

JBJ　 DATA 1,800円/表

NEEDS-HC 10稠/年 ・社

PATOLIS
ト 照 会500円/回 、 検 索8千 円～12千 円/回

理 工 学 文献 フ ァイ ル 500円/回+15円/件

ASKサ ー ビ ス 30稠 ～60網/件 100件 を こえた時 　 50～150円/件

DIALOG 0.05～0.50ト ル/件 ×(1.10～1.15)

CAS(JICST) 23円/件

表2-9 磁 気テ ープ サ ー ビス の料 金

デ ー タ ベ ース 固定料金 追加料金

JBJ　 DATA
1、2部

上 　 　場 61500珀/年 2年 目 よ り1,500柄/年

・

COMPASS 一1
、　 -n 9,500千 円/年 〃　 　 3,500椚/年

NEEDS-TS 総 合経 済
フ ァイル 1,800千 円/年 2回 目よ り1,400椚/年

〃 株 　 　価

フ ァイル
33・-42・ 千%、

通商産業調査会テープ 45珀/巻

日本関税協会テープ 50千 円/巻

CA　 Search 3,500稠/年 +24円/出 力

赤 外 線 ス ペ ク トル フ ァイル(ASTM) 1,485千 円/年

質 量 スペク トル ファイル(John　 Wiley) 1,650荊/年

X線 回析 スペクトルファイル(JCPDS) 1,300稠/年

Science　 Citation　 Index
ソ ー ス 十

インデ ックス
5,500千 円/年

Social　 Science　 Citation　 Index 〃 2.740千 円/年
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2.8　 デ ー タ ベ ー ス 利 用 の 制 限

　デ ータ ベ ースは 本来 の 性 格 か ら して、 これ を必 要 とす る全 利用 者 に提 供 され る こ とが望 ま しい 。 し

か し、 現実 に は、 デ ータ ベ ース利 用 者 に制 限 の ある ことが少 くな い 。 これ には、 さ ま ざまの場 合 が あ

る。

(1)政 府 所 有 の デー タベ ー ス

●

　 政府 所 有 のデ ータベ ース には未 公 開 の もの が 多 い。 そ の担 当 の省 庁 内に おい て のみ利 用 で き る もの

が あ り、 か りに外 部利 用 が 可能 で あ っ て も、 これが 政府 省 庁 間 同志 の 場 合 が多 い 。

　 この件 に関 して は、'3章 に詳 述 す る。

　 官庁 の もつ デ ータベ ース は独 占的 な ものが 多 く、 そ の公 開 に対 す る消極 性 は、 デ ータベ ース の利用

可能性 を大 幅 に低 め てい る。

　 (2)大 学 の デー タ ベー ス

　 大 学 の もつ デ ータベ ース は共 同 利 用施 設 と して、科 学 研究 費 を うけ てい る もの が 自由 に利 用 で き る。

例 え ば 東京 大学 の シス テ ムで あるTOOL-1Rは 全 国540端 末 の利 用 者 に よって使 われ て い る。

このシ ス テ ムは この よ うな 限定 さ れた利 用 者 に対 して は、 市場 価 格 よ りは低 い価 格 でサ ー ビス を提 供

してい る。 この よ うな大学 の もつデ ータベ ース につ い ては表2-10に 示 す 。

　 大学 は海外 で商用 化 してい る デ ータ ベ ース を導入 す る こ とが多 く、 したが って この普 及 は、 日本 の

・デ ータベ ース 市場 を狭 くす る こ とに なる
。

　(ろ)産 業 団 体 のデ ー タベ ー ス

　産 業 団 体 の 主要 業 務 は 情 報 活動 、 す な わ ち会員相 互 間 の情 報 交換 、 会員 へ の情 報提 供 、 これ らの た

めの情 報収 集 お よび 情 報 処理 で あ る。

　産 業 団 体 の もつデ ータ ベ ース は、 外部 か ら購 入 した もの と、 団体 自体 が作 成 した もの とに分 れ る。

いず れ も、 会員 に限 っ て情報 が提 供 され る。

　産業 団 体 の 組織 は 、 会員 企 業 と事 務局 が一 体 とな って法人 と して の組 織 を構成 し、 しか も会 員 に対

す る情 報 提供 が事 務局 の 本 来的 な機 能 で ある。そ れ ゆえ産 業 団 体 の 入手 した情 報 を会員 と事 務 局 との

共有 で あ る とす る意 見 を もって い る。 この考 え方 を図2-3に 示 す 。 しか し、 提 供側 は必 らず し もこ

れ に同 意 して な い よ うで ある。 このた め に現 状 では 、事 務 局 の会員 に提 供 す る資料 は、 原 資料 そ の ま

まで は な く、 これ に加 工 をほ どこす 場 合 が多 い。 この加 工 は、 事務 局 の もつ ノ ウハ ウに よ って行 わ れ

る。

　産 業 団 体 の もつデ ータ ベ ース の例 を、 表2-11に 示 す 。

■

◆
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表2-10　 大 学 の デ ー タ ベ ー ス 利 用

出所:学 術審議会「今後におげる学

　　　術情報システムの在 り方につ

　　　 いて」

機 関名 ・シス テ ム名 デ ー　タ　ベ ー　ス 名　 (国 名) 発　　 行　　 機　　　関

東京大学 CA　 SEARCH(米) CAS-Chemic81　 Abstract8　 Sとrvice

大型計算機センター XDC(英)
.

Crystallographic　 Data　 Cente}
　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 ,

TOOL-IR INSPEC-1C(英)
　 　 　 ・　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　̀

IEE-InstitutEon　 of　Electrical　 Engineeers

COMPENDEX(米) Engineering　 Index　 Inc.'
　 　 　 　 .

Ecology　 and　 Environment(米) CAS.・　 　 .　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 ・

筑波大学

学術情報処理

BIOSIS　 Previews(米)

BIOI(米) }
BIOSIS-Biological　 Sciences　 Information

　 　 　　 　 　Service

セ ン タ ー 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 .

CA　 SEARCH(米) CAS
IDEAS/77
　 　 　 　 　 . CIJE(米) ERIC-EdUcational　 Resources　 Information

・
Center
　 .

RIE(米) '〃 　　　　　　　 　'
'

Science　 Citation　 Index(米) 1…iM・fO,　 S・i,n・i6,1。f。m、 ・i。。

Social　 Science　 Citation　 Index(米) 〃

CAB(英)' Commonweahh　 Agricultuml　 Bureaux
,.

COMPENDEX(米) EI

Excerpta　 Medica(ナ ラ ン ダ) Exce叩ta　 Medica　 Foundation

LISA(英) Library　 Association

MSP(英).(米) Mass　 Spectml　 D8ta　 Center(英)

{NIH(米)
,

Comp爬hensive　 Dis8ertation　 Index Xerox　 University　 Micro61ms

(米)

Pharmaceutical　 News　 Index(米) Data　 Courier,　 Inc.
,

Environme飢al　 Science　 Index(米) Environment811nformation　 Center,　 Inc.

以上のほか7点
.

広島大学 BIOSIS　 Preview8(米) BIOSIS

計 算セ ンター INSPEC　 A(英) IEE

HUNDRED 〃　 B(英) 〃

〃　 C(英) 〃

MATLIB　 (日本) 広島大学理学部
HUMARC(日 本)　　 　　　 ' 〃　 附属図書館

IMP　 　　 (米) Amerlcan　 Mathematical　 Soci飢y

STATAB　 (米) Kan888　 St8te　 Univ

GEOGRA(日 本) 広島大学文学部総合地誌研究資料室

PATELL　 　　　　(米) Am貿ican　 Psychologic81　 As50ci8tion

COMPENDEX(米)
　　 　 　　 　 　 　　 　 　　 　 　 　　 　 　　 　 　 句
EI　 　　　　　　　　　　 ,

'

Science　 Citation　 Index(米) ISI　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ・

HA　 　 (米) American　 Bibnographical　 Center
－Clio　 Press

MARC-book⑨(米) Library　 of　Congress

名古屋大学 FEMBANK　 (日 本) 名古屋大学工学部

大型 計算 機 セ ンター VIBANK　 (カ ナ ダ) Unive「sit6　 de　 Laval

N-KWIC SVD　 Bank 名古屋大学工学部

AJEE　 B甜k 〃
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情　報　源　 A

契約による

情報提供

情　報　源　C 情　報　源　 B
●

契約による

情報提供

契約による

情報提供

事　務　局

会　員　会　社

業界団体

情報に関する

管理規定

図2-3 情報源 と業界団体の関係

　　　　　　　出所:日 本情報処理開発協会

　　　　　　　　　 '「産業別情報拠点育成に関する調査

　　　　　　　　　　 研究報告書 」

表2-11　 産 業 団 体 の デ ータ ベ ース利 用 ・

　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 出所:図2-3に 同 じ

団 　 体 　 名 層 磁気テープ情報名 情報源 情報サイクル 入手価格

日本機械輸出組合 通関統計　 (輸 出) 大　蔵　省 月 25万 円/月

山 日本電子機械工

　業会

通関統計　 (輸 出)

　 〃　　　 (輸 入)

〃 月 輸出、輸入それぞれ

25万 円/月

㈱日本電子工業振
　興協会

通関統計　 (輸 出)

　 〃　　　 (輸 入)

〃 2回/年 〃

財 日本エネルギー

　経済研究所

産業連関表(45年 表)

地域連関表(49年 表)

通　産　省
　 　 〃

随　　　時

(年1回 程度)

(54年 度 か ら)

45円/1巻

4
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　 (4)社 会 的 に影 響 の あ るデ ー タベ ー ス

　 社 会的 に影響 を もつデ ータベ ース も公 開 を制限 され てい る。

　 まず、 プ ライバ シ ィにか か わ る もの が あ る。官 庁 の所有 す る個 人 にかか わ る調 査 フ ァイル(例 、警

視庁 の もの)や 病院 の所 有 す る患者 個 人 に属 す る カルテ な どが これ で ある。　 一

　 次 に、 デ ー タの信 頼性 の評 価 が 困難 で あ り、 しか も社 会的 に影 響 力 を もつ デ ー タに関 す る もの が あ

る。若 干 の例 を示 す 。

　 ①　 国立 公 害研 究 所

　 　 本研 究 所 に は次 のデ ータ ベ ース が あ る。

　 　 ・大気 環 境 デ ータ ・プ アイ ル

　 　 ・光 化 学関 連 デ ータ'フ ァイル

　 　 ・水 質 流量 デ ータ ・フ ァイル

　 　 ・植 生 自然 度 デ ータ ●フ ァイル

　 　 ・発 生源 デ ータ ・フ ァイル

で ある。 しか し、現 在、 利 用 を許 さ れ てい る もの は、

　 　 ・国立 公 害研 究 所 職員

　 　 ・環境 庁職 員 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 ・

　 　 ・デ ー タ提 供 者(自 治 体)

　 　 ・国立 公害 研 究所 環 境情 報 部長 が許 可 した者

とな ってい る。

　 ② 　 国民 生活 セ ン タ ー　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 ,

　 本 セ ンタ ーには危 害 情報 シス テ ム が ある。 この システ ムが もつデ ータベ ース の入 力 は全 国 の消 費生

活 セ ン タ ー と病 院 とか ら与 え られ る 。 こ う して、 危害情 報 と危 険情 報 とが蓄 積 され て い る。

　 この シス テ ムの利用 者 は 消費 生 活 セ ン タ ーのみ に限 定 され てい る。

　③ 　 動 力炉 核燃 料 開発 事 業 団

　 本事業 団 には、 常 陽燃 料 デ ータ ・バ ンキ ン グ ・シス テ ム、 材料 試 験 デ ータ ・シス テ ムな どが ある。層

い ずれ も非 公 開 で あ る。

●
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3.公 共 的 デー ター ベ ー ス の 現 状

●

　 本章 では公 共 的 デ ータベ ース の 日本 に おけ る形成 お よび流通 を扱 う。 こ こで、 これ を検 討 す るの は、

公 共 的デ ータベ ース の公 開 とそ の 有効 利用 とが、 デ ータ ベ ース ・サ ー ビス の発 展の た め には必須 で あ

るた め で ある。

　 3.1で は数 値 情報 に つい て、3.2に お い ては文書 情 報 につ い て、 そ のデ ータ ベ ース化 の現 状 を示 す。

3.3に おい て は、 海 外 の公 的機 関 の情 報 の 公開 につ いて言 及 す る。

5.1　 数 値 デ ー タ ベ ー ス

　 官 庁 の所 有 す る数 値 フ ァイル は 、主 と して統 計 フ ァイル で ある。統 計 フ ァイ ル には、統 計 を目的 と

す る本 来 の統 計 フ ァイル と、行 政 業 務 のた め に編 集 され る業務 フ ァイル とに分 れる 。 さ らに、 本来 の

統計 フ ァイル は、 制 度 上 、 指定 統 計 と承認 統 計 と届 出統 計 とが あ る。

　 この うち、統 計 法 が公 表 を義 務 つげ てい る ものは 指定 統 計 で あ る。指 定統 計 とは、 「政 府 若 し くは

地 方 公共 団体 ヵく作 成 す る統計 又 はそ の他 の もの委 託 して作 成す る統 計 で あ って行政 管理 庁 長 官 が 指定

し、そ の 旨を公 示 した統 計 」で あ る。 公表 の媒 体 につ い ては、統 計 法 施行 令 に 「官 報 そ の他 の刊 行 物

で行 う 」と示 して い るが 、 た だ し、 「電子 計算 機 用 磁気 テ ープ等 に 記録 した もの を紙 面 又は 映像 面 に

表示 し、 これ を公 衆 の 閲覧 に供 す る こ とが で き る」 と してい る。 これ は 磁気 テープによる発表を も認 め

る もの と解釈 され てい る。(こ れ に関 す る法 的検 討 は、 該 当す る章 で詳 し く行 う)。

　 この よ うな 前提 に立 つ とす れ ば 、利 用 者 側 の要 求 は、第1に 、

　 　 ・指 定統 計 の磁 気 テ ー プ を公 開 す る こ とで あ り、 つづ い て可能 なか ぎ り、

　 　 ・承 認統 計 、 届 出統 計 の磁 気 テ ー プ を公 開 す る こと　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 一

　 　 ・業 務用 統 計 磁 気 テ ー プ を公 開 す る こと

とい うこ とに な る。

　 磁 気 テ ープ の公 開 が 可能 で あ る ため に は、ふ たつ の条件 が必要 で あ る。第1に 、 現行 制 度 上問 題 が

ない とい うこ とで あ り、 第2に 、 す で に機械 集 計 が行 われ てい る とい うこ とで あ る。

●

　(1)'制 度 上 の制 約

　 官 庁 に おい ては 、 行政 事 務 の 迅 速 化 と効 率化 をは か る観 点 よ り、 各 機 関 の所 有 す る磁気 テ ープ ・フ

ァイル を相互 に交換 して利 用 してい る。 この点 につ い て、行 政管 理 庁 の 指導 に よ り 日本 情報 処 理 開発

協 会 が 「所在 情 報案 内 システ ム に関 す る調 査研 究 」を実 施 し、 昭和54年3月 に報 告書 を公表 してい

る。 本報 告 は官 庁 相互 間 の磁 気 テ ー プ ・フ ァイ ルの交 換 を扱 った もの では あるが、 この結果 に は一 部

民 間 に対 す る公 表 の場 合 も含 まれ てい る。 本節 では、 この報 告 を引用 しつ つ、検 討 を進 め る ことにす

る。

　 ①.磁 気 テ ープの種 類 と数
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　 21省 庁52部 局 課 を対 象 と した 調 査 によ る と、 昭和53年8月 時 点 にお い て、 行 政横 間 の所 有 す

る磁気 テ ー プ ・フ ァイル は596種 で あ る。 この うち、統 計 フ ァイ ル は321種 、業 務 フ ァイルは

275種 で あった。 これ を省 庁 別 に示 した ものが、 表3-1で あ る。 と くに、 多 い省 庁 は、

　 　 　 　 厚 生 省本 省 　 　 　 　 75種

　 　 　 　 労働 省 　 　 　 　 　 　53種

　 　 　 　 農林 水産 省 本 省 　 　 51種

で あ る。逆 に、 磁 気 テ ー プ ・フ ァイル の少 な い 省庁 は 、

　 　 　 　 公正 取 引委 員 会 　 　な し

　 　 　 　 科 学技 術 庁 　 　 　 　1種

　 　 　 　 林 　 野 　 庁 　 　 　 　 1種

で あ る。

　 ②　磁 気 テ ープの 広知

　 磁 気 テ ープの存 在 を何 らか の手 段 を用 い て公知 してい る もの は、365、 全 体 の62.・0%で ある。

逆 に 、 こ れ の な い も の は 、197、33.1%で あ る。 残 り は 不 明 で あ る 。

ぜ

表 .3-1 磁 気 テ ープ ・デ ータ ・フ ァイル の省 庁 別 フ ァイ ル数 と

提 供 を制 約 す る主 な理 由

川 内は提供実績のある磁気テープ ・データ・ファイル
の数

出所:日 本情報処理開発協会 「所在情報案内システム

　　　開発に関する調査研究報告書 」

省　庁　名

全 イ

フル

ァ数

提 フ

供耳

可薮

う全

体

ち可

う一

部

ち可

提 フ

葉允
可数

省　庁　名

全 イ

フル

ア数

提フ

供託

可数

う全

体

ち可

う一

部

ち可

髭否
薮

法　　務　　省
6 4

(1)
0

(0)

4

(1)
2

厚　　生　　省
84 73

(20)
73

(20)
0
(o)

11

本　　省
75 73

(20)
73

(2q)

0
{o).

2

外　　務　　省
10 9

(3)
8

(3)
1
(o}

1

社　　会
保 険 庁

9 0 0 0 9

大　　蔵　　省
47 17

(3)
13
(0)

4
{3)

30

本　　省
38 17

(3)

13
(0)

4

(3}
21

農 林 水 産 省
91 54

(3)
48
(3)

6

(o)
37

本　　省
51 19

(3)
17
(3)

2

(o)
32

国 税 庁
9 0 0 0 0

食 糧 庁
27 23 23 0 4

文　　部　　省
12 12

(2)
12
(2)

0
(0)

0

■
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省　庁　名

全 ル

膓
イ数

提 プ　 ア

供 イ
ノレ

可数

う全

体

ち可

う一

部

ち可

提フ
供7
不ル
可数

省　庁　名

全 ル

う
イ数

提 フ　 ア

供 イノレ

可数

う全

体

ち可

う一

部

ち可

提フ
供7
不ル
可数

林 野 庁
1 1 1 0 0 環　　境　　庁 7 2

(1)
1
(1)

1

(o)
5

水 産 庁 12 10 7 3 2
運 　 　・輸 　 　省

115 90

(16)

87

(14)

3

(2)
.25

通 商 産 業 省
37 25 17 8 12 本　　省 31 13

(5)

11
(3)

2

(2)
18

本　　省
32 23 17 6 9 海　　上

保 安 庁
41 32

(2)
32
(2)

0
(o)

9

特 許 庁
5 2 0 2 3

気 象 庁
43 43

(9)

43

(9)

0
(o)

0

総　　理　　府
45 2

(2)
2
(2)'

0
(o)

43
郵　 政 .省

i2 12
(1)

12
(1)

0

ω

0

公正取引委員会
0 0 b 0 0

労　　働　　省
53 3

(2)
ゴ

(1)

'2

(1)
50

警　　察　　庁
10 0 0 0 10

建　　設　　省
25 9

(2)
9
(2)

0
(o)

16

行 政 管 理 庁
1

(も
1
(1)

0
(0)

o ・自　　治　　省 .1エ.

　 '

o.

ヲ

0 　 0
・ 7

北海道開発庁
13 12 12 0 1

合　　計

数 596 341

(59)

309

(50)

32.
{9)

255

防　　衛　　庁
7 7 7 0 0

?
572

.

42.8

経 済 企 画 庁
13

{あ
7

(o)
4

②

2
　 　 　 　 　 　 　 .

.

　 　 　 　 　 　 　 :科 学 技 術 庁
1 1 1 0 0

●

　③ 　 提 供 の 可能 なフ ァイル、 不 可能 な フ ァイル 　 　 　 　 　 　 　 　 _　 　 　 　 　 、

　全596種 の う ち提 供 を可能 とす る もの(官 庁 相互 間 のみ の もの と官 庁外 へ公表 しうる もの とを含

む)は341種 で あ り、 全 体 の57.2%に 達 す る。 た だ し、 この う ち32種 につい では1部 分 のみ公

開 可能 の もの で あ る。

　 提供 を不 可能 とす る フ ァイル は255種 で あ り全体 の42.・8%で ある。　 　 　 　 　 　 ・　 ・　 1

　 これ らの省 庁別 の状況 につ い ては、 表3-1に あわせ て示 す 。提 供 可能 フ ァイル の と くに多 い省 庁

を列挙 す る と、　 　 　 　 　 　 ・　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 、:,
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厚生省本省

気象庁

海上保安庁

通産省本省

食糧庁

73種

43種

32種

23種

〃

全 フ ァ イ ル に対 して

　 (　 97.　 3%)

　 (100.0%)

　 (　 78,0%)

　 (　 71.9%)

　 (　 85.2%)

である。,逆に、提供可能ファイルのまったくない省庁を列挙すると、

　　　　　　　　警察庁　　　　　　　な　 し　　 (全 ファイル10種)

　　　'　 　自治省 　 　 　な し 　(　 〃 　 7種)

■

で あ る 。

　④　提供 を制約する理由

　提供 を不可能 とするファイルと一部のみ可能とするファイルは、合計すると287種 となる。この

制約理由を分類 した ものを表3-2に 示す。表中、統計法以外の法令を適用と記されているものは、

所得税法第2 .43条 、法人税法弟163条 、工場立地法弟3条 、特許法、意匠法第14条 、第20条　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 〕

teよび職業安定法第51条 である。

表3-2　 磁 気 テ ー プ ・デ ー タ ・フ ァイ ルの提 供 を制 約 す る理 由別 フ ァイ ル数

　　提 供 を制 約 す る理 由
`

合　計 統 計 プアイル 業務 ファイル

ユ 統 計 法 第14、15条 を適用 54 51 3

2 統 計 法 第1.4、15条 を適 用

(承 認 統計 だ が指 定統 計 に準 じて扱 う)

15 12 3

3 統計 法 第14、15条 以 外 の 法 令 を適用 17 3 14

4 内部規定による 32 15 1て

5 個 票 デ ータ(個 人 、 団 体、 企 業等)の ため 71 44 27

6 未公表データが含まれるため 27 25 2

7 外部機関作成のため又は著作権のため 11 0 11

8 内部 資料 の た め' 34 1 33

9 その他 14 3 11

10 未記入 13 9 4

合　　　　　　　　　計 288 163 125

4

出所:表3-1に 同 じ
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　⑤　提供の実態

　民間 へ の提 供 につい ては、 い くつ か の方 法 が ある。制 度化 され て い る場 合 と個 別 協議 に よる場 合 と

で あ る。

　 イ、制 度 化 してい る もの

　制 度 化 して い る もの は表3-3に 示 す とお りで ある。官 庁 の所 有 す る全 フ ァイル か らみ れば非 常 に

す くな い 。

　 表3-3以 外 に、 特殊 な流 通 形 態 を とる ものが あ る。 まず、政 府 機 関 の業務 それ 自体が デ ー タベ ー

ス ・サ ー ビス と もい え る もの で あ る。 これ を表3-4に 示 す。

　 さ らに、 官 庁 の 磁気 テ ー プ ・フ ァイル を利 用 して、 八 一 ドコ ピイ ・サ ー ビス をす る機関 が ある。 こ

の種 の 機 関 に海 上 保安 庁海 洋 資料 セ ン タ ーな どが ある。

　 ロ、 個 別協 議 に よ る もの

　 この種のものは僅かであり、厚生省本省ファイルが厚生統計協会 を経由して病院や研究機関に流れ

る もの、 農 林 水 産省 本 省 フ ァイ ル で大学 に流 れ る もの、海 上保安 庁 と気 象庁 フ ァイル で大 学 に流 れ る

もの、 この程 度 にす ぎな い。

表3-3　 公 開 され ている官 庁 デ ータベ ース

省　庁 デ ー タ ベ ース 名 提供機関 提供方法

大　蔵　省 外国貿易統計(年 別品別国別) 日本関税協会 磁 気 テ ー プ

通商産業省

鉱工業各種指数 通商産業調査会 磁気 テ ープ

工業統計調査

行政管理庁 産業連関表

総　理　府 地 域 メ 。シ ュ統 計 日本統計協会 磁 気 テ ープ

特　許　庁 PATLIS 日本 特許 情報 セ ンタ ー 磁気 テ ー プ

■ 表3-4　 公 開 さ れ てい る官 庁 デ ー タベ ース(オ ン ライ ン ・サ ー ビス)

省　庁 デ ー タ ベ ー ス 提供機関 提供方法

農林水産省 市況情報、産地情報 生 鮮食料 品 流通 セ ンタ ー オ ン ラ イ ン

気　象　庁 気象情報 日本気象協会 オ ン ラ イ ン
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　(2)機 械 集計 の現 状

　 磁 気テ ープ が公 開 さ れ る第2の 前 提 は 、 磁気 テ ープ が既 に存在 して い るか 否か にか か っ てい る。 こ

の 点 につい ては、 日本情 報 処理 開発 協 会 が 「公 共 的 デ ータベ ース形 成 に関 す る調 査研 究 報 告書 」と し

て昭和54年3月 に発表 して い る もの が参考 にな る。

　 この報 告 は、 行 政 管理 庁行 政 管理 局 統 計 主 幹 の編 集 にな る 「統 計 調 査要 覧(昭 和52年)」 所 載 の

統 計 を対 象 と して分 析 を試 み た もの で ある。 この 「統 計 調査 要 覧 」には昭 和48年 か ら52年 までの

5年 間 に行 われ た指 定 統計 、 承 認統 計teよ び 届 出統 計 の計714種 につ い て記 載 が され てい る。 これ

らの統 計 を機械 集 計 と手集 計 とい うよ うに分 類 した もの を表3-5に 示 す 。 この結 果 に よれ ば、磁 気

テ ー プ ・フ ァイル の存 在 す る もの は392種 、 全 体 の54,　 9%に 達 す る。機 械 集 計 の進 ん でい る省 庁

を列挙 す る と、 次 の とお りにな る。

　　　　　　　 自治省

　　　　　　　 国土庁

　　　　　　　 環境庁

　　　　　　　 北海道開発庁

　　　　　　　 建設省

　　　　　　　 総理府

　　　　　　　 人事院

　　　　　　　 中小企業庁

逆に、機械集計の遅れている省庁は、

　　　　　　　 行政管理庁

　　　　　　　　国税庁

　　　　　　　 文化庁

　　　　　　　　社会保険庁

　　　　　　　　水産庁

　　　　　　　　特許庁

　 `　　　　　 海上保安庁

などで機械化 したファイルはない。

100　 %

100　 %

　 75.0%

　 66.　 7%

　 65.6%

　 62.5%

　 60.0%

　 60.0%

　 こ こで、 フ ァイル の公 開 に つい て検 討 しよ う。 制 度上 技術 上 公 開 が可能 な統計 フ ァイル と しては 、

指定 統 計 でか つ機 械 集 計 の もの、 とい うこ とに な る。 この よ うな視 点 でみ る と・全714種 で機械 化

され た フ ァイ ルは す で に示 した よ うに282種 、 この うち指 定統 計 に属す る ものは44種 ・15・6%

に す ぎな い 。一 方、 別 の見 方 をす れば 、全714種 の うち指 定統 計 フ ァイル は69種 で あるの で・ 上

の44種 とい う機 械 化 の数 は、 指 定統 計 の63.3%に 達 す る。 つ ま り、 機 械 化 さ れ た もの の うち指定

統 計 の分 は わ ず か では あ るが、 指 定統 計 の かな りの部 分 は 機械 化 さ れ てい る。.
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表3-5　 官庁統計ファイルの機械化の状況

　　　　　　　　出所:日 本情報処理開発協会「公共的データベース形成

　　　　　　　　　 ,に 関する調査研究報告書 」

　　　　　　　　　　　　　　　　　 集計状況官　庁
手集計 機械集計

手集計+
機械集計

不明 計

人　事　院 2 3 0 0 5

総　理　府 10 20 0 2 32

行政管理庁 2 0 0 0
`

2

北海道開発庁 0 2 0 1 3

防衛施設庁 1 0 0 0 1

経済企画庁 13 7 0 0 20

科学技術庁 4 1 0 0 5

環　境　庁 1 3 0 0 4

沖縄開発庁 1 1 0 0 2

国　土　庁 0 3 0 . 0 3

法　務　省 7 2 6 0 . 15

大　蔵　省 8 3 0 1 12

国　税　庁 1 0 0 1 2

文　部　省 16 13 2 1 32

文　化　庁 1 0 0 0 1

厚生省本省 28 49 4 3 84

人口問題研究所 0 0 0 0 0

社会保険庁 5 0 0 0 5

農林水産省 95 13 5 1 144

食　糧　庁 13 2 1 0 16

林　野　庁 8 .2 0 0 10

水　産　庁 3 0 2 0 5

通商産業省 57 35 0 2 94

資 源 エ ネル ギ ー庁 10 2 o 0 12

特　許　庁 3 0 1 0 4

中小企業庁 5 9 0 1 15

運　輸　省 28 33 3 0 64
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表3-5　 　(つ づ き)

　 　 　 　 　 　 　 　 集計状況
官　庁

手集計 機械集計
年集計+
機械集計

不　明 計

海上保安庁 2 0 0 0 2

郵　政　省 10 12 0 2 24

労　働　省 35 28 1 0 64

建　設　省 10 21 0 1 32

自　治　省
0 2 0 0 2

日本銀行 11 14 0 0 25

日本専売公社
2 1 0 0 0

防　衛　庁
0 0 0 0 0

警　察　庁
0 0 0 0 0

外　務　省
0 0 0 0 0

公正取引委員会 0 0 0 0 0

気　象　庁
0 0 0 0 0

計 392 282 25 15 714

h

en糠 で雌 械 化 ・ 。仲 裁 と して、282種 とい う数 が示 さ れ てい る・ 一方t－表3-1に 蜘

ては機 械 化 。 。イ ル の数 と して596種 とい う散 方s示され てい る・ ・れ は・本 表 と表3-1と で

対 象娯 な るた め で ある諜 徽 計 ・ ・イル を含 まぬ ものが本 表 で あ り・ 含む もの糠3-1で

あ る 。

5.　2　 文 献 デ ー タベ ー ス

官庁の所有す。嬉 繍 は、さ・ざまの内容のものが含・れ… れを内容別崎 類すると表3-

、、,示すようtZ,、ltる.官庁闘 ・嬉 の管理vaつ い・　tr:L.全官庁に酬 的にわたる一元酬j度 が存

在 しない.搬 に 各祈 の内部雛 として公文静 観 程はあ・が・公娼 として登録されな暗

料については及ばない。 しかも、この資料が莫大に存在する。

現行法上 政府所有の繍 の公開を定めたもののうち・磁気テープ醜 批 ものは・

　　　　　　 ・統計法第16条

　　　　　　 ・特許法第186条

　　　　　　 ・意匠法第63条

　　　　　　 ・関税法第102条

`

で あ る 。
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表3-6　 政 府 文書 の種 類

①　議会資料

　 a.議 事記録(本 会議録、委員会議録、公聴会記録)

　 b.議 事審議資料

　　　委員会等の参考資料

　 d.法 令(法 律、政令、法律案)

　　　条約(閣 条、閣承)

　　　請願資料

②　司法資料

　 a・ 裁判記録(判 決録、判例集)

　 b.司 法調査資料

　 c.司 法研究報告

③　行政資料

　 a.行 政報告(行 政年報、業務報告)

　 b.行 政対象 ・行政施策の調査報告(白 書)

　　　学術研究報告(研 究所報、臨時学術研究報告)

　 d.公 布、公示記録(官 報、工業、所有権公報類、標準規格、薬局方)

　 e.行 政審議会、調査会の審議調査記録

　　　行政要覧(組 織、法規、人事、執務)

　 g.行 政指導資料 　(実 務提要、解説)

　 h.広 報資料(月 保、時報、広報)

　　　教育、研修資料(研 修教材)

　 j.行 政史、事業史、記録資料

　 k.諸 外国向資料、(外 国向欧文資料)

　　　地図、水路図、地質図　航空図等の特殊資料

　　　 2次 資料　 (目 録、書誌)

　行 政 文書 のデ ータベ ース化 に つ い ては、 行政 管 理 庁 が昭和54年 に行 った 調査 が ある。 これ らは三

菱総 合 研究 所 の 「公 共 的 情報 の ク リア リング機構 の整備 に関 す る検 討(昭 和55年2月)」 と科 学技

術 庁振 興局 情 報 室 の 「公 共 的情 報 の ク リア リング機 構 の あ り方 に関 す る調査(昭 和55年3月)」 と

に集 約 され てい る。 こ こでは 、 これ ら を引用 しなが ら、考 察 を進 め た い。
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　 この調 査 は行 政機 関本 省庁 、 国立 試 験研 究 機 関 、特 殊 法人 を対 象 と した。 この実 態調 査 の結 果 、 え

られた文 書 は 合計1946で あ った 。回 答 率 は63.　 1%で ある。 この う ち磁 気 テ ー プ化 してい る もの

105(5.4%)、 磁 気 デ ィス ク化 され てい るもの11(0.6%〉 、 つ ま りデ]タ ベ 「 ス化 され てい

る もの は 、全 体 の6%に す ぎな い 。 これを 種 類 別デ ー タベー ス 化の 程 度 別 に した もの を表3-7に 示

す 。(表 の値 が上 述 の値 と合 致 しな いが 、理 由は不 明)。

　 　 　 　 　 　 　　 　 　表3-7　 　 資料 の種 類 とデ ータ ベー ス化 の現 状

禽

'

デ ー タ ベ ー ス 化 の レ ベ ル

全体 をデ ータ

ベ ース 化 して

い る

一部 をデ ータ

ベ ース 化 して

い る

将 来デ ータベ

ース化 す る予

定 あ り

デ 一 夕ベ7ス

化 の予 定 は な

い

.

そ の 他

資
・

　

料
　
　
の

　
　種

　
　
類

文献資料
43

(4.1)

27

(　 2.6)

　 79

(76)

873
(83.7)

　 　 21

1　 (2.o)
|

統 計 類
46

(10.3)
23

(5・1
.)

　 76

(17.0)

288　 1　 15

(643)　 い(33)

リス ト類

デ ータ類

45

(17.1)

　 9

(　 3.4・)

　 70

(26,6) (13952.9)1⑩8)
　 　 　 　 !

,　　　　　 1

画像資料
　 0

(0.0)

　 0

(0.0)

　 6

(11.1)

4、　 i　 72

(7・ ・)i:(13ω

そ の 他
　 6

(　 43)

　 3

(　 2.2)

　 3

(2.2)

124　 　 1　 　 　 2

(89.9)

1

　 '(　 1.4)

計
140
(72)

62

(　 3.2)

234

(12.0)

1,465
(75.3)

45

(　 2.3)

出所:三 菱総合研究所 「公共的情報のクリアリング機構の整備に関する検討 」

以 上 を非 科学技 術 文献 につ い てみ た もの を表3-8、 科 学技 術 文献 につ い てみ た もの を表3-9

に示 す 。

文 献デ ータベ ース が どの よ うに扱 われ て い る か、 以下科 学技術 文献 につ い てみ ょ う。

　ま ず、 磁 気 テ ープ の公知 につ い ては、 表3-10に 示 す よ うに、 比較 的 良好 な状 態 で ある。

　 つ ぎに 、そ の民 間 へ の提 供 につ い ては、表3-11に 示 す よ うに、 担当 部 局 か らの直接 提 供 が主 な

方法 とな る。

　 さ らに 、提 供の制 限 の有 無 にっ い ては 、表3-12に 示 す よ うに、 か な りの部分 が公 開 さ れ てい る。

　 最 後1て、提 供が限 定 され てい る場 合 の提供 先 を表3-13に 示 す 。

●
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　 非科 学技 術 文 献デ ータ ベ ース の場 合 には 、公 開 の程 度 は不 明 で あるが、科 学技術 分 野 の場 合 よ りは

低 い もの と推 定 され る。

表3-8'非 科 学 分野 資料 あ種 類別 デ ータ ベ ース 化 の現 状

デ ー タ ベ ー ス 化 ,の レ ベ ル

全 体 をデ ータ

ベ ース 化 して

い る

一部 をデ ータ

ベ ース 化 して

い る

将 来 デ ータベ
ース 化 す る予

定 あ り

デ ータベ ース

化 の予 定 は な
'vへ

　 　 　 1

そ の,他

資

料

の

種

類'

文 献 資 料 　 10

(14.9)

　 6

(22.2)

　 35(
33.0)

345
(48.9)

　 2　 ・(

11.8)

統　計　類
　 　 　 シ

　 31(
46.3)

　 18

(66.7)

　 46(
43.4)

227(
32.2)

　 14(
82.4)1

リ ス　ト 類

デ ー タ 類

　 　 　 ψ

　 23
'(343)

　 1(　
3.7)

　 19(
179)

　 55(　
78) (o%):

画 像 資 料 　 0　 ,

(　 0.0)
　 0(　

0.0)
　 5(　

4.7)
　 15(　

2.1) (o㌔)

そ　 の　 他 　 3

(　 4.5) (27.4)
　 1(　

0.9)
　 6'4(　

9.1)
　 .O

C5.の

計　 　 ・ 　 67(
100.0)

　 27(
100.0) ～1$8。)

706(
100.0)

92.3
(100.0)

出 所:表3-7に 同 じ　 　 　 　 　 ・

　 　表3-9　 科学 技 術 分野 資料 の性 格 別 デ ータベ ース化 の現 状

、　　　　　　　　　　　　　　　　　　シ

　 `

・

計

637

1.
国民 に

対 す る'

行 政 施'

策 の報

告:

26

2.

各 機 関

の直 接

必 要 と

す る執

務 の参

考 　 　 '

　 49

3.
政府機

関等に

対する

参考資

料及び

指導資

料

　 38

4.

調 査研

究 資料

又 は報

告

　413

5.

教 育

研 究

資料

　 2

6,
国 民に

対 す る

広報 叉

は サ ー

ビス

　 83

7L
海 外 諸

国向 け

資 料

　 14

8.

そ の
A　　　　　　　　　.・

他

()

　12

音A
・ ■'

L全 体 をデづ べづ 化

　 しで∧る。
33 0 0 0

　 ・

9 0 24 0 0

2件 名、i酋 部をデ
一夕ベ→<化 している。

15 0
}

0 12 0 1 1 0

3将 来デ ータベ ース化す

る予定 を持 っている。
44 0 4 7 30 0 3 o. 0・

4デ ータベース化の予定

はない。
527 24 43 29 354 2 52 11 12

.

　 ,

　 　 　 　 '.

5.NA 18 2'
'

1
一.

　 　2 8 0 3 2 0

出所:科 学技術庁振興局 「公共的情報のク リアリング機構のあり方に関する調査」
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表3-10　 科 学技 術文献 デ ー タベ ー ス の公 知 方 法

　 　 　 　 　 　 出所:表3-9に 同 じ

1. 2. 3. 4, 5. 6. 7 8.

国会 官報 関係者 政府資料 新 聞、 特に積 そ の NA

計 図書 に 庁に直 普及調査 放送等 極的に 他

館に 掲載 接送付 会日本科 マ ス コ は外部 o

納本 学技術情 ミを活 に公 知 、

報 セ ン タ 用 公報 し
一等 、 情 な い 。

報 サ ー ピ

ス機関へ

提供する

637 403 14 485 290 86 164 136 3

1.全 体 をデ ー タ ベ ー ス 化 し 33 22 0 9 18 0 4 25 0

て い る 。

2.・ 件 名 、 抄 録 等 一 部 をデ ー 15 14 0 10 8 0 0 3 0

タ ベ ース 化 して い る 。

3.将 来デ ー タベ ニス化 す る 44 30 0 35 27 1 23 5 0

予 定 を持 って い る。

4.デ ータ ベ ース化 の予 定 は 527 324 14 418 232 85 130 101 2

な い 。

5.　 NA 18 13 0 13 5 0 7 2 1

表3-11　 科 学 技 術 文 献デ ータ ベ ース の公 開 方法

出所:表3-9に 同 じ

計

605

1.

政 府刊 行

物 サ ー ビ

ス セ ン タ

ー で販 売

　 　 26

2.

外 郭 団

体等 か

ら提 供

　 44

3.
一 般書

店 で販

売

　 12

4.

担 当部

局 か ら

直 接 提

供

　570

5.

そ の

他

45

6.

NA

　 3

1.全 体 をデ ー タ ベ ー ス 化 し て い る。
33 0 0 0 32 15 0

2,件 名、抄 録等 一 部 をデ ータベ ース化

　 してい る。

15 0 5 1 11 4 0

3.将 来 デ ータベ ース化 す る予定 を持 つ

　てい る。

44 0 0 0 43 5 0

4.デ ー タ ベ ース 化 の 予 定 は な い 。 498 26 38 11 471 18 3

5.　 NA 15 0 1 0 13 3 0
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表3-12 科 学技 術 文献 デ ータベ ース の 提供 の制 限

出所:表3-9に 同 じ

、

計

637

1,

対 象 者 を

限 定 して

い ない 。

　 291

2.

対象 者 を

限定 して

い る。

　 314

3.

外 部 に提

供 してい

な い。

　 14

4.

　NA

　 18

L　 全体 をデ ータベ ース 化 して い る。 33 27 6 0 0

2　 件 名 、抄 録 等 一部 をデ ータベ ース 化 して

い る。

15 6 9 0

　 '

0

3.将 来 デ ー タベ ース化 す る予 定 を持 って い

　る。

44 7 37 0 0

一

　 4.デ ータベ ース化 の予 定 は ない 。 527 244 254 14 15

5.　 NA 18
　 '

7 8 0 3

表3-13　 科学技術文献データベースで公表制限ある

　　　　　　場合の提供先

　　　　　　出FX:表3-9に 同 じ

.

計

314

1.

省 　 庁

　 279

2.

地 方 公

共 団 体

　250

3,

特 殊 法 人

等 外 郭 団

体

　 189

4.

そ の 他

　 170

5.

NA

　 I

　 5　 v

1.全 体 を デ ー タ ベ ー ス 化 して い る 。 6 6 6 6 6 0　 .

2.件 名、抄 録 等 一部 をデ ータ ベ ース化

　してい る。

9 9 8 5 6 0

3.将 来 デ ータベ ース 化 す る予 定 を持 つ

　てい る。

37 34 29 28 ]8 0

　 `

4.デ ー タ ベ ー ス 化 の 予 定 は な い 。 254 223 200 146 136 5

5.　 NA 8 7 7 4 4 0
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5.5　 海 外 の公 的 機 関 の もつ デ ー タベ ー ス

海 外 の公 的機 関 の もつ デ ータ ベ ース につい て も、 広義 の公 共 的 デ ータ ベ ース といえ る。 この種 の デ

ータベ ース も公 開 され てい る もの と、利 用 に制 約 が あ る もの とが ある。

　(1)公 開 され てい るも の

　欧 米 にお い ては政 府 所 有 の デ ータベ ース は積極 的 に公 開 され て い る。 表3-14、 表3-15は 別

の視点 か らデ ータベ ース の プ ロデ ュニ サ を見 た もの で ある が、 い ず れ の表 にお い て も、 デ ータベ ー ス

の作成 者 、提 供 者 と して の位 置 は 、 フ ァイル数 で み て全 体 の約1/3で ある。 さ らに、 表 中 の団 体 も

実 質的 には政 府 の影 響 力 が及 ぶ機 関 と見 な しうる ものが 多 い で あ ろ う、 と推定 しうる。 こう してみ る

と、 この分野 に おけ る政 府 の寄 与 は か な り大 きい こ とにな る。

　 政 府機 関 が どの よ うな デ ータベ ース を提供 してい るか、 米 国 の例 を表3-16に 、 フ ランス の例.を

表3-17に 示 す。　 　 　 　 　 　 、

b

表3-14　 　 欧米 に おけ る提 供 団 体種 別 デ ータ ベ ース 数

,

デ ータベ ース 数

磁気 テ ニプ で購入

で きるデ ータベ ー

ス

1'ア メ リカで作 成 さ れ てい るデ ータベ ース

デ ー タベ ース数
　 　 　 　 　 ・

磁 気 テ ー プ で購 入 で き

るデ ータベ ース
　 　 　 　 　 　 　 　 、

国　際　機　関
　 　 　 　 　 　 r

4

　 　 　 　 %

8　 　 (3)

　 　 　 　 %

3　 　 (3)

　 　 　 %

0　 　 (0)

　 　 　 　 　 %1

0　 　 (0)

政 府 機 関 75　 .(30) 22　 (21) 44　 (27) 17　 (18)
　 　 　 　 　 　 .

非 営 利 団 体 140　 (56) 67　 (63) 99　 (60) 61　 (66)

私　　企　　業 28　 (11) 15　 (14) 23　 (14) 15　 (16)

計 251(100)

　 　 　 　 　 　 　 .

107(100) 166　 (100) 93(100)

'

G

(出 所:筑 波大　中山和彦教授)
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表3-15　 欧 米 諸 国で 提 供 さ れ てい るオ ン ライ ン ・デ ータ ベ ース

　 　 　 　 (重 複 提 供 分 を除 く)　 '　 『　 　 　　 　 　 '

　 　 　 　 分野 別 内訳 お よび プ ロデ ューサ の性 格 別比 率(1978年 現在)

1

●

晋

項目 プ ロ デ ュ ー サ ー の 性 格　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 ;

デ ー タベ ース数

対象分野 政府関係機関名 各　種　団　体 民　間　企　業

自　然　科　学 45　

(　 11)

37% 42% 21%

工　　　　　学 54　

(　 13)

27 48 25

医　　　　　学 22　(　
5)

57 29 14

人　文　科　学 18　(　
4)

41 24 35

社　会　科　学 40　(
10)

63 13 25　 　　 　　 '
　 　 　 　 :

経 済 ・経 営 197　

(49)

20 9 71

　 　 　 　 :

そ　　の　　他 27　(　
7)

44 33 22.
　 　 　 .

合　　計 403　(
100)

(加重翌) (同 左)22 (同 左)　 　 ・47

出所:電 気通信総合研究所 「欧米諸国va　k－けるデータ通信の動向」昭和54年3月

表3-16　 米 国で公 開 され てい る政 府 の保 有 デ ータベ ース

◎

、

機　　　　関　　　　名 デ ー タ ベ ー ス 名

米　国　国　立　農　学　図　書　館 AGRICOA

米　国　国　立　教　育　研 究　所 ERIC

米　国　国　立　医　学　図　書　館 MEDLARS

米　 国'国 　立　農　業　 図　 書 NAL層'SERIAS　 FILE

米 国 国立 特 殊 教 育教 材 セ ンタ ー NIMIS

商 務 省 技 術 情 報 サ ー ビス 局 NTIS

連　　邦　　準　　備　　　制　　　度 FLOW　 OF　 FUND

出所:電 気通信総合研究所「欧米各国におけるオンライン情報提供サービス一覧表 」

　 　 昭和54年3月

一97一



表3-17　 フ ラ ンス で公 開 され てい る主 な行政 用デ ータベ ース

名　称 作成機 関 情　報　内　容 提　供　手　段 備　　　　考

Sirene INSEE 事業所統計 磁 気 テ ー プ 、 リス ト

INSEE

調査 フ ァイ ル
INSEE 人口統計 磁 気 テ ー プ 、 リス ト

Sphinx INSEE
経済 ・統計関係の文

献情報
オ ン ライ ン ・サ ー ビス

Sirf INSEE 地方の各種統計 バ ッ チ ・サ ー ビス

Sic INSEE 国内経 済 デ ータ 磁気 テ ープ

Suse INSEE 企業財務データ パ ッチ ・サ ー ビス

CHELEM CEPI
主要経済指標 と経済

予測情報

オンライン・サービス

(テ レ シス テ ム)
で提 供 予定

BIPA

La　 Documen

tation

Francaise

最近の政治、社会に

関する文献情報 オ ン ライ ン ・サ ー ビス

テ レシス テ ム で も

提 供 予定

出所:表3-16に 同 じ

　(2)利 用 に 制約 の あ る もの

　 国 際機 関 また は外 国政府 が作 成 し、 日本 の民 間人 か らは利 用 で きな いデ ータベ ース が あ る。 しか

し、 日本 の政 府 機 関 また は公 益 法 人 が これ を入 手 し、 こ こを経 由 して 日本 の民 間 人 に利 用 で きる場

合 が ある。 そ の例 を表3-18に 示 す 。

　 なむ、海 外 の公 的機 関 の 作成 す るデ ータ ベ ース の う ちす で に一 般 に公 開 され てい る もの に つ い て

は、表1-2、 表1-3、 表1-4に す でに示 した 。

表3-18　 国 際機 関 の作 成 す るデ ータベ ース で限 定利 用 で き る もの

デ ー タ ベ ー ス プ ロ デ ュ ー サ デ ィ ス ト リ ビ ュ ー タ

INIS(原 子 力) IAEA 日本原子力研究所

AGRIS(農 業) FAO 農　林　省

INPADOC(特 許) lNPADOC 日本特 許情 報 セ ンタ ー

INTERFILE(貿 易) WTCA 世 界 貿 易 セ ンタ ー

MEDI(海 洋) UNESCO 海 洋 資 料 セ ンタ ー

INFOTERRA(環 境) UNEP 国立公害研究所
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4.デ ー タベー ス ・サー ビ ス に関 す る意 見集 成

●

●

　 　 デ ータ ベ ース 利 用 に関 しては 、 日本 は欧 米 諸 国 に比較 して著 しい立 ち遅 れ を示 してい る。 この状 況

　 に対 処 す るた め に、 最近 、 さ ま ざま な立場 か ら意 見 が提 出 され てい る。 本章 に おい ては、 そ の う ち代

　 表 的 な もの を選 び、 き らに そ の 内容 が制 度 にか か わ る もの に限 り、 これ を集 約 す る。
!

(1)国 際情報ネットワーク委員会

　本委員会は、委員長 を猪瀬博、事務局を日本情報処理開発協会 として運営され、昭和53年3月 に

「国際情報ネ ットワーク振興のために」という提言 を発表 している。この提言は、 この分野の問題点

を、基本的、総括的な立場より示 し、これに対する方策を提案 している。つぎに、 このうち制度にかか

かわる「1.情 報資源の整備 」の項を引用する。

　　①　情報資源の開発

　　　　 ・国策としての体制整備

　　　　 ・公共的情報資源の開発

　　　　 ・民間のデータ整備の促進

　　　　 ・政府統計データの磁気テープ等による提供利用

　　　　 ・新しい公的専門機関の新設

　　②　情報資源の効率的流通機構の確立

　　　　 ・小売機能をもつ民間専業者の育成

　　　　 ・事業体間、企業間、国際間での協力 ・補完体制の確立

　　　　 ・輸出体制の確立

　　　　 ・分業体制の確立

　　③　国際データ通信網等の整備

　　　　 ・国際公衆データ交換網¢導入

　　　　 ・付加価値通信機能の導入

　　　　 ・通信関係現行法規の再検討

●

A

(2)デ ー タ通 信 会議

　本 委員 会 は、 座 長 を斉藤 忠夫 と し、郵 政 省電 気通 信監 理官 室 を事 務局 とす る もの で あ り、 昭 和53

年9月 に報 告書 を発表 して い る。

　 本報 告 は デ ー タベ ース を対 象 とす る もの では な いが、 デ ータベ ース流通 の ため の基盤 整備 とな る よ

うな具 体 的施 策 を示 して い る。

これ を次 に示 す 。

　 　① 　 回 線 利用 制 度 の見 直 し
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②　回線料金ρ見直し

③　技術面および社会的影響の側面の検討

　　 ・技術開発

　　　・標準化

　　　・データ通信技術士

　　　・社会的影響

④　情報通信業の基盤整備

　　 ・事業者性の確立

　　　・運営基盤の確立

　　　　'　 財政的基盤

　　　　・　 技術的基盤

　　　'事業性の確立

　　　　・　 需要の喚起、市場の拡大

　　　　・　 公正競争の確保

　　　　・　 周辺環境の整備

⑤　第3セ クターの設立

　⑥　国の長期計画の確立

　⑦　データ通信に関する意見交換の場の設定

なお、問題点の分析 と評価 と題する項目があり、ここでデータベースに言及がある。

これを要約すると次のようになる。

● 海外 デ ータ ベ ース にア ク セス す るた め の安価 な高 速 国際 回線 の開 設

日本 におけ るデ ー タベ ース の構 築

・　 政府 デ ータ ベ ース の コ ン ピ ュータ 可読型 で の積極 的 公 開

・　 政 府 のデ ータ ベ ース 形 成 に対 す る投 資

・　 民間 の デ ータベ ース形 成 に対 す る助 成

(5)科 学技術情報活動推進懇談会

本委員会は、委員長を加齢 三郎、事務局を科学技術庁として運営され・昭和53年12月 に

「科学技術繍 醐 縫 の罐 と昧 ⇔ いて」という報告を公表 している・たの報告は・日召和44

靴 は じまる「科学技術情綱 全国的樋 システ・(NIST計 画)」 の見直 しをはかったものであ

る.こ の報告は、今後5年 を目途嘩 進すべき鱗 として次のgzを 列挙 している・

　　①　データベースの拡充

　　②　オンライン ・サービスの拡充

　　③　 1次 情報サービスと各種案内サービスの強化

　　 ④　国内諸機構の育成

声
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●

◆

●

専 門 セ ンタ ーの設 立

総 合 セ ンタ ーの強 化

地 域 サ ー ビス ・セ ン タ ーの整備

学 術 情 報 処理 ・提 供 体制 の強化

中 央調 整機 構 の整 備

　　⑤　国際協力活動の推進

　　⑥　科学技術情報活動の活発化

　　⑦　筑波地区におけるモデル活動の推進

　どの項目も程度の多寡はあれ、制度がらみのものである。とくに、デ三夕ベースの拡充の項におい

ては政府機関の報告書等の利用促進が強調されているが、1次 情報サービスと各種案内サービスの強

化、国内諸機構の育成(と くに中央調整機構の確立)と いう項 も、制度上の検討を要請するものであ

ろう。

■

4

　(4)デ ータベース産業研究会

　本委員会は、機械振興協会経済研究所が実施 した「機械産業の施策に関する調査研究」のうちの第

5分 科会であり、委員長 を田中京之介、事務局を産業材料調査研究所が担当 し、昭和54年3月 に報

告書を発行 した。この報告書は 「取組むべき課題 」として具体的な提案 を示 している。これを次に引

用する。

　　①　データベース作成に対する助成措置の確立

　　②　各種の情報拠点の育成

　　③　関連技術開発の強化

　　④　オンライン流通面の施策の展開

　　⑤　回線利用制限の緩和 および回線利用料金の低廉化

　　⑥　各種制度 ・法制等の整備(官 公庁データ ・オープン化の前進)

　　⑦　データベース ・オブ・データベースQ形 成

　　⑧　データベース振興のための団体の設立

　 ここに列挙された課題中、とくに制度にかかわる項目は、①、②、⑤、および　⑥である。これら

について若干の説明を加えれば次のようになる。

　　　①　データベース作成に対する助成措置の確立については、具体的な資金支援の方策が提案さ

　　れている。

　　　②　各種の情報拠点の育成については、事業者団体の情報活動の課題が示されている。

　　　⑤　回線利用制限の緩和および回線利用料金の低廉化については、

　　　　　 ・　 メッセージ交換の開放

　　　　　 ・　 情報処理 と通信の分離

　　　　　 '　 回線料金の引下げ
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が主張されている。

　⑥　各種制度 ・法制等の整備については、

　　　 ・　官公庁磁気テープのデータベースサービス業者への提供の容認

　　　 ・　 統計制度上の問題としての目的外使用の容認

　　　 ・　 著作権の確定

　　　 ・　 政府データの公開

がとりあげられている。

●

(5)学 術審議会学術情報資料分科会

本委員会は、分科会長を長倉三郎として組織されたものであり、昭和54年8月 に、 「今後におけ

る学術情報システムの在 り方について(中 間報告)」 を発表 した。

　本報告は、わが国における学術情報流通システムの課題 として、

　　　①　 1次 情報の収集整備 とその提供システム

　　　②　情報検索システム

　　　③　データベースの形成

について、その整備 を提案 している。このうちデータベースの形成に関するものとしては、

　　　 ・　 総合的調整

　　　 ・　 国際的協力

が挙げられている。

(6)公 共的デー タベース推進調査委員会

　本委員会は、松田武彦を委員長 とし、日本情報処理開発協会を事務局とするものであり、昭和55

年2月 に 「公 共的 デ ータベ ース 形 成推 進 の基 本 的 あ り方vaつ い て の提 言 」をま とめ た ・そ れ は次 の よ

うな もの で あ る。

　　　①　公共的データベース形成の必要性とその推進基本計画の策定

　　　②　公共的データベース利用の組織化(ク リアリング機能の充実)

　　　③　公共的情報の管理方式の確立

(7)情 報処理に関する懇談会

　本委員会は、委員長 を奥村綱雄とし、経団連事務局が主要企業の情報システム管理者を招集 して構

成 され た もの で あ り、 昭和55年3月 に 「産 業 界 に おけ る情 報 化 の現 状 と問題 点 」とい う報 告書 を発

表 した 。

　 この報 告 にお い ては、 わが 国産業 界 の抱 え る問 題 点 と して8項 目を列挙 して い るが ・ そ の うちデ ー

タベ ース に関 す る部 分 を引用 す れ ば、 次 の よ うに要約 で きる。

　 　 　 ①　 政 府 所有 のデ ータ ベ ース の公 開

`
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②

③

④

仲介業者の育成

著作権等法制の整備

ユーザーの立場での検討

■

'

(8)産 業別情報拠点の育成に関する調査研究委員会

　本委員会は、日本情報処理開発協会が事務局 となり、産業団体の協力 をえて組織されたものであり、

昭和54年3月 、55年3月 に中間報告を発表 している。本報告中に今後の課題として示されているも

ものを次に引用する。

　　　①　産業団体におけるシステム運用上の課題

　　　　　 ・　 情報の管理体制の確立

　　　　　 ・　 情報分析力の蓄積

　　　　　 ・　 会員企業の理解 と支援

　　　　　 ・　 コピーライ トの問題

　　　②　政策的支援を行 うに当っての検討課題

　　　　　 ・　 情報産業振興施策 との関係

　　　　　 ・　 産業情報の提供主体としての政府の役割

'

(9)デ ー タベー ス ・サー ビス 業連 絡 懇 談 会

　 本懇 談 会 は、 赤 司正 記 を座長 と し、 民 間 のデ ータ ベ ース ・サ ー ビス業 者 が組 織 された もの で あ り、

昭和55年5月 に 「デ ータベ ース ・サ ー ビス 業 振興 の ための提 言書 」を発表 した 。本 堤 言 書 の項 目 を

列挙 した もの を次 に示 す。

　　 　 ①　 基 盤 整備 につ い て

　　 　 　　 ・　 デ ータベ ース ・サ ー ビス に かか わ る諸権 利 の明確 化 とそ の保 護

　　 　 　　 ・　 各 種 の標 準 化 の促 進

　　 　 　　 ・　 通 信 回線 利用 制 度 の改 善

　　 　 ②　 デ ータベ ース の 構築 ・維 持 につ い て

　　 　 　　 ・　 デ ータベ ース の 構築 ・維持 へ の直 接 の助 成

　　 　 　　 ・　 デ ータベ ース 関連 技術 の 促進

　　 　③ 　 デ ー タベ ース の流通=利 用 促 進 に つい て

●

■

●

●

政府 保 有 デ ータ の適 切 ・早 急 な公 開

公 機 関 のデ ータベ ース利 用機 運の 醸成

ネ ッ トワーク の 構築 と有効 利 用

公 共 ・民 間 サ ー ビス の 適切 な分 担、 協 力関 係の樹 立

デ ータベ ース のク リア リン グ機 関 の実現

な お・ 本 提言 集 には・資 料 集 が 添 付 さ れ て お り、 こ こに懇談 会参加 者 の デ ータ ベ ース ・サ ー ビスを
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め ぐる意 見 集 成 が あ る。
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5.デ ー タベー ス ・サー ビ ス に 関す る

　　 ヒ ア リン グ結 果

'

φ

　デ ー タ ベ ース の 流通 上 の 問題 点 につ い て、 さ ま ざまの立 場 に あ る当事 者 か ら、 実 態的 に視 点 に もと

つ く意 見 を聴 取 した。

　 日本 の 場 合 には 、 主 と して公 共 的 情報 に関 して、米 国 の場合 には 、 主 と して著 作権 に関 し て意 見 を

集 約 した 。

5.1　 日 本 の 場 合(公 共 的 情 報 を 主 に)

公 共 的 デ ータ ベ ース が民 間 に流 れ て行 く場 合 の問 題 につい て、 現 実 にそ の衝 に ある人達 の意 見 を徴

してみ た。結 果 は以 下 の通 りで あ る。 サ プ ライア ー側 の立 場 と して行政 管理 庁 、 デ ー タベ ース ・エー

ジ ェン トと して通 商 産業 調 査 会(実 際 の担 当部 署 はそ の 中の経 済 統 計情 報 セ ンタ ー)デ ータベ ース ・

プ ロデ ューサ と して 日本経 済 新 聞 社 を ピ ック ア ップ した 。

●

(1)官 庁(行 政管理庁)の 意見

　具 体 的 な細 か い 問題 に対 す る対 応 よ りは 一般 論 が 中心 で あ る。

　①　 情報 公 開 に就 い ては 原則 と して賛 成 、特 に統 計 法 に定 め る指 定統 計 は、 公 表 の義 務 あ る故 、 ど

の部 署 が流 そ うと制限 は しない し、 そ れ以 外 の統 計 で も守秘 義 務 にひ っかか らな い もの は原 則 と して.

自由 とい う考 え方 を とる。

　 ②　 文書 取 扱 規 程 は、 各 省庁 で異 な り(お おま か にいえ ぱ殆 ん ど似 た りよ った りだが)、 これ を統

一 す る のは
、各 省 庁 の仕 事 の内容 ・性質 が異 な る限 り、 理論 上 も業 際 上 も無理 で また現在 そ うい う試

み もな い。

　 ③　 民間 に情 報 を流 す 窓 口 と して、 政府 全 体 で どこか1カ 所 に集 中す る とい うこ と も考 え られ な い 。

また官 庁間 のデ ータ の相互 融 通 、規 格 統 一 とい った ことにつ い て、 デ ー タ ・セ ン タ ー的 な もの を作 る

構 想 も今 の ところ は ない 。各 省 庁 が情 報 を流 す窓 口 も慣例 的 に定 まって 居D、 これ を制 度 的 に1本 化

す る こ と も無理 で あろ う。

　 ④ 但 し、 情報 公 開法 を作 って も、 一 般 の人 には情 報 の所 在 そOも ○が 分 らず 、 そ れぞ れ意 味 がさ

い故 、 ク リア リング ・シス テ ム の確 立　 そ の た め の コー ドの設 定等 最小 限 の レベ ルの統 一 は必要 で あ

ろ う。 ㈱

　 旬 　 これ にっ い ては、 昭 和55.5.27閣 議 了 解事 項 で も触 れ られ て い る通 り、 政府 と して もC

　 　 向 きに考 え て い るが、 実 際 の所 は、 発 議 に際 して所 轄官 庁 が は っ きりせ ず・ 内閣 審議 室 に てi警 ミ

　 　 され た とい う経 緯 が ある。

　 ⑤ 　 官庁 が出 す デ ータ だか ら無料 に しなけ れ ば な らな い とい うことには な る ま い。 む しろ適 ≧'こ＼

価 を とって、 ・ての代 り誰 にで も平等 に門 戸 を開放 しなけ れば な らない 。

　 ◎ 　 1目際的 左デ ーy'・ フ ロー につ い ては、 日本 政府 と して も もう少 し問 題 の重 要性 を認 ・苦+Oこ ♪:tt
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が あろ う。現 在 は この問題 につ い て所管 部 場 が は っき りせず 具 体的 な検 討 は進ん でい な いが 、 少 な く

と も問 題 点 の整 理 は行 政 管理 庁 がや るべ きで あろ う。

(2)エ ー ジ ェ ン ト(通 商 産 業 調 査 会)の 意 見

　 ポ イン トな るべ き事 項 を列 記 す る と以 下 の通 り、

　① 　現 在 通産 省 のデ ー タベ ース関 連 の譲 渡 窓 口は こ こだけ で あ る。

　 ②　通 産 省 か ら無 償 で譲 り受 け た テ ー プ を編 集 加工 して、 コ一一ザ ーに1本 当 り4.5万 円(2400フ ィ

ー ト)で 売 ってい る。

　③　種類 としては、通産省調査統計部のデータ、それも産業連関表、鉱工業各種指数及び工業統計

表 の3種 に限 られ て居 る。通 産 省側 で も、 生 デ ータ をそ の ま ま渡 す わけ には い か ない の で、 作 り直 し

て集計 結果 とい う形 で渡 して くれ る。 この数 が 大 体年 に50本 位 で あ る。

　 ④　 テ ー プで ア ウ トプ ッ トしよ うと思 え ば、 印刷 物 と異 な り、極 め て詳細 か つ 尾大 な情 報 が とれ る

わげ で あるが 、余 り細 分 化 す る と統 計 の 意味 が薄 れ て しま う結 果 にな りか ね ない 。例 え ば 生産 動 態統

計 な どは、 ま とめ て印刷 物 と した もの の方 が見 易 く、 テ ー プで 出す メ リ 。 トも余 りな い。

　 ⑤　 販売 をや るた め には、 或 程 度 の 品揃 え は必 要 だ が、 例 え ば文 字情 報 を貰 って も需要 が どれ位 あ

るか わか らな い し、 デ ータベ ース 作 成 の コス トを考 え る となか な か踏 み切 れ な い。 こ うい った販 売 面

の制 約が あ って、現 状 では 、 上記 の3種 の フ ァ イル に限 り、 販 売 本数 は、54年 度実 績 で凡 そ180

本 で ある。

　 ⑥　 販 売 用 に再 編 集 ・加 工 す る仕 事 は 、長 年 つ きあ ってい る所 を使 ってや らせ、 テ ープ の複 製、 デ

リバ リー もそ こに任 せ て い る。

　 ⑦ 　ユ ーザ と しては、 大 学 ・研 究 所 が多 く、 大 体 メ ンバ ー も固定 して お り、 そ の数 は40位 で ある。

大学 も国 立が 殆 ん どで ある。 セ ールス 活 動 と して は、現 在 自分 の所 で 出 してい る通 産 省公 報 、通産 ジ

ャ ーナル 等 にPRす る程 度 で、 一般 紙 へ の 広 告 はや っ てい ない 。特 定 少数 の客 を対 照 に し、 商 品 タ イ

フ'も変 更 ない とい う前 提 な の でそ れ で よい と思 ってい る。

　 ⑧　 現 在通 産 省 との間 に譲 渡 の手続 き と して と られ てい る形式 は、 前 記 の3種 のデ ー タ につ い て、

そ れぞ れ一 般 的 な契 約 要件 を記 した 「覚書 」を、通 産 省 調査 統 計部 長 と通商 産 業 調 査 会 の間 で交 して

置 き、具 体 的 に どれか の種 類 のデ ータ の必 要 性 が 発生 す る都 度 定型 フ ォ ーム の 「お願 い 」に必 要 事項

を記 入 して譲 り受 け る形 を と って い る。請 わ ぱ、通 常 の取 引 に おけ る基 本契 約 と個 別契 約 とい ったハ

タ ー ン を踏襲 して い る。

、

●

(3)プ ロ デ ュ ー サ(日 本 経 済 新 聞 社)の 意 見

　 ①　 現 在 コ ンタク トし、 デ ー タベ ース用 の 資料 を入 手 して い る官 公 庁 は10を 越 え る。従 って、 殆

ん どの官 公庁 に関 係 してい る。

　 ②　 どの官 庁 も、 情報 を出す 窓 口 は大 体似 た り寄 った りで あ り、 指定 統計 が大半 で、 これ は公表 義

務 が あ るの で割合 簡単 で あ る。 従 って この 窓 口 を形式 的 に統 一 す る程 の こと もない 。
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　③ 　 大抵 は、 政 府 資料 と して 新聞等 に発 表 され るの で、 そ の1～2日 後 に官 庁 に 出向 い て資料 を入

手 す る。 印刷物 等 の場 合 は有 料 で あ る ことが多 いが、 数ペ ー ジ位 の ものは無 料 で貰 える こと も ある。

　④　 一般 的 には、 統 計類 、 そ れ も指定 統 計 が多 い の で、 これ を ど うい うデ ータ ベ ース に組 も うと問

題 に な るケ ース は無 いが 、文 字 情 報 の場 合 で も、 これ を生 の ま ま出 さ ない限 り、 編 集 著作 物 と して特

に頒布 す る こと を認 め られ てい る。

　 ⑤　 テ ープ を直接 官 庁 か ら譲 り受 け るケ ース は、別 記 の通 産 調 査 会経 由 の もの を除 くと大 蔵省 の通

関統 計 のみ で あ る。 テ ー プは1本5万 円 で買 って くるが、 これ をそ の ま まの形 で右 か ら左 に流 さ ない

限 り、 デ ータベ ース に組 ん でい くらで売 って もよ い ことに な っ てい る。 また文 字情 報 をデ ータ ベ ース

化 してい くらで売 れ る か につ い て も制 限 は ない。

　 ⑥　 この業 界 全 体 が著 作権 の 問題 等 も含 め、 慣 行 をベ ース に して動 い てお り、 官公 庁 もその 中 に組

込 まれ て、 一般 的 に は、 そ れ程 強 い問 題意 識 な しに動 い て来 た面 が多 い。 然 し、 最近 こ うした実 態 面

につ い て官 民共 に も う少 し掘 り下 げ て整備 して い こ う とい う声 が昂 ま って来 て い る。 い ろい ろ理 屈 通

りに い か ない面 も多 い と思 われ る の で、沢 山 の事 例 を積 み重 ね て ル ール を作 る とい う風 に しな け れば

な るま い。

5.　2　 米 国の 場合(著 作 権.を主 に)

■

(1)概 　 　要

　米 国 に おけ る著 作権 へ の対応 が、 特 にデ ータ ベ ース につ い て どの よ うな もの で あ るか 、 これ を調 査

す るた め に、 米 国 の著 名 なデ ータ ベ ース 関係 の諸 機 関 を訪 問 した。 相 手先 の機 関名 および応 待者 を表

5-1に 示 す。

　 これ らの機 関 は 、 デ ータベ ース ・プ ロデ ューサ(② 、 ③、 ④ 、 ⑤ 、 ⑥)、 デ ー タベ ース ・デ ィス ト

リ ビ ュー タ ・(③ 、 ④、 ⑥)、 イ ンフ ォ メー シ ョン ・ブ ロ ー カ(①)に 分 れ る。 なお、 こ こでい うイ

ン フ ォメ ー シ ョン ・ブ ロー カ とは図1-1(第1章 　頁 参 照)に 示 す リテ ー ラに対応 す る もめ で ある。

　　 か れ らか ら取 材 した もの は、

　　 ・　 デ ータベ ース 作成 上 の著 作権 へ の対 応

　　 ・　 デ ータベ ース検 索 サ ー ビス に おけ る著作 権 の 問題

　　 ・　 ドキ ュメ ン ト ・コ ピイの 実態

で あ る。

　本 調 査 はす べ て ヒア リング形 式 で行 われ た。 こ こで注 意 して お き たい ことは、 応 待者 は デ 三夕ベ ー

ス の実務 家 では あるが 、 著 作権 の専 門家 でない こ とで あ る。 つ ま り、 調査 結果 に偏 りや もれ が あ るか

も知 れ な い。
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表5--1 米 国 訪 問 機 関

The　 Information　 Bank

Institute　 for　 Scientific　 Information(ISI)

Environmental　 Protoction　 Agency　 (EPA)

S・Rugge

(President)

H.C.　 Pestel

E.C.WilliamS

(Vice　 president)

A・Greengrass

(Deputy　 Managing　 Ed.)

B.Lawlor

(Director)

S.R.　 Holler

(Manager)

(2)デ ー タ ベ ー ス 作 成 と 著 作 権

　①　 バ ッテ ル研 究 所

　バ ッテル研 究 所 で は政府 のデ ータ ベ ース 作 成機 関、 つ ま りInformation　 Analysis　 Center

と して

　 　 　 　①The　 Copper　 Data　 Center

　 　 　 　 ②Metals　 and　 Ceramics　 lnformation　 Center

　 　 　 　 ③Mechanical　 Properties　 Data　 Center

の3セ ン タ ー を有 し、 銅 、 金 属 、 セ ラ ミ ック ス の技 術 文 献 や 機 械 的 性 質 の デ ー タ ベ ー ス 作 成 を行 っ て

い る 。

ここでの情報源は学会誌を始めとす醐 刷物である・これか らのインデキシ・グ・データ囎 噛

しては著 作権 の問 題 は一 切 生 じて い ない 。

　 ②　 DRI

　 DRIは 経 済 デ ータ ベ ース の 作 成、 流 通 に関 して は名実 共 に世 界 一 の民 間 会社 で ある 。経 済 デ ータ

ベ ース は 印刷物 と公 開 さ れ てい る磁 気 テ ー プか らデ ー タ を選 択、 編集 す る こ とに よ り作 成 され る。 マ

ク ロ経 済 デ ータ の殆 ん どは公 共 的 デ ータ で あ り、 政府 か発 表 す るデ ータ な の で著作 権 の問 題 は生 じな

い 。 しか し欧 州 の経 済 デ ータ の流通 につ い ては著 作 権 が主張 され て い る。英 国のCentral　 Statis-

tical　 Officeの デ ータ ベ ース に、1レ コ ー ド毎 に ロイヤ ル テ ィが課 せ られ てい るのが そ の顕 著 な

例 で あ る。IMFの デ ータ ベ ース に つい て は通 常 の購入 契 約(年100$)と は別 に再 販 つ ま り流通

契 約(5000$)を 締 結 しな け れば な らな い。

　 ③lnformation　 Bank

　 The　 Information　 BankはNewYork　 Times紙 を始 め 約60種 の新 聞・ 雑 誌 の抄
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鋒 デ ータ ベ ース と して知 られ てい る。 このデ ータ ベ ース の情 報源 は新聞 、雑 誌 な どの 印刷 物 で あり、

そ れ を もとに抄 録 を作 製 し、 デ ータ ベ ース化 して い るので ある。 この抄 録 デ ー タベ ース につ い ては原

新聞 、 原 雑 誌 に対 して許 可 は求 め な くて もよい し、 ま た ロイヤ ル テ ィも一切 不 要 で ある。 この よ うな

例 は、Lockheed社 のDIALOGに てサ ー ビス され てい る新聞 情報 の デ ータベ ースThe　 Natio-

nal　 Newspaper　 Indexに も見 られ る。 このデ ータベ ース はNew　 York　 Times紙 を始 め、3

紙 の情 報 か ら構 成 され てい る。

　 つ ま り新 聞雑 誌 の抄 録 は、 原 紙 、原 雑 誌 と全 く異 な った製 品 で ある との見 方が 定着 して お り、 著作

権 の問 題 は生 じな い。 しか し、The　 Informatioh　 Bankが 計画 中 の全 文 デ ータベ ース(.Full

text　 data　 base)に な る と新 た な問題 が 発 生 す る。全文 デ ータベ ース とは 新 聞、 雑誌 の全文

をデ ータ ベ ース化 した もので、 そ れ か ら原 紙 に遡 及 す る ことな く、直 接、 全 情報 が 収 集 で きるの で

「フ ァク ト ・デ ータ ベ ース 」と もいわ れ、 最近 注 目され て いるデ ータベ ース で ある。 この場 合 は、 全

文 デ ータベ ース の レ コー ドが 新聞 、 雑誌 の原 記事 に と'って代 わ る もの で あ り、 著作権 の侵 害 につ なが

る。 そ こで この デ ー タベ ース がサ ー ビス され る暁 に は、原 記事 に対 して ロイヤ ル テ ィを支払 うこ とに

な る と同社 は考 え て い る。

　 結 局 、 デ ータ ベ ース の レコ ー ドの情 報 が原 記事 のそ れ に匹敵 し、 と って代 わ る こ とが で きる よ うな

場 合 には著 作権 の侵 学 に な る。従 って抄 録 で も、 そ の レ コー ドが充分 長 い場 合 には 上記 の 可能 性 が生

じるが、 ど こまで が著 作権 の侵 害 にな らな いか は、 極 め て あい まい で あ り、 確 固 と した基 準 が ない の

が現 状 で ある。 た だ全文 デ ータベ ース の著 作権 侵 害 は一致 した見解 とい え る。

　 ④ 　 ISI

　 ISIはScience　 Citation　 Iodex,　 Social　 Science　 Citation　 Indexや 化 学 物質 の

デ ータ ベ ース(Current　 Abstracts　 of　 Chemistry　 and　 Che　micus)や 化 学反 応 のデ ータ

ベ ース(Current　 Chemical　 Reaction)な ど特 徴 の あるデ ータベ ース の作成 機 関 と して著 名 で

ある。 そ こでは 学 会誌 な どの 雑誌 の論 文 か ら、 必要 な情報 を選 択 しデ ータ ベ ース 化 を行 って い るが、

著 作権 の 問題 は一切 ない 。

　 ⑤ 　 EPA

　 EPAは 化 学 情報 シス テ ム(Chemical　 Infomation　 System=CIS)をNIHと 共 同 で

開発 し、 化学 物 質 に関す る約50ケ のデ ータベ ース をオ ン ライ ン でサ ー ビス してい る。 またEPA自

身 も毒 性 情報 な どい くつ か のデ ータベ ース の作 成 に あた ってい る。 これ らのデ ータ ベ ース の情 報 源 は

印刷 物 が 殆 ん どで あ り、 上述 の よ うに著 作権 の問 題 は な い。 しか しス ペク トルデ ータ の よ うに、 原 デ 一

一 タ がア ナ ロク で
、 デ ータベ ース化 され た デ ー タは デ ィジタル で形 態 が異 ってい て も、 デ ィジタル ・

デ ー タ か ら十 分 原 デ ータ を想起 さ せ るデ ータ は フ ァク ト ・デ ータ で あ り、 殊 にそ の デ ー タ が特 殊 な場

合、 印刷 物 の原 デ ータ の著 作 権侵 害 に な る との疑 念 が、 若干 ある よ うで あ る。 しか しその 場 合 で もデ

ータベ ース化 す る際 に独 自の加工 を行 な って い る ので、基 本 的 に両 者 は異 った製 品 で ある。 印刷 物 が

学 会誌 な どの公 的 情報 で あれ ば一 層著 作権 の侵 害 に なる 可能 性 は な い。問 題 とな り うる のは 、原 デ ー

タ が 印刷 物 の形 で商用 化 され てい る場 合 に、 そ の 商 品 全体 に とって代 わる よ うなデ 一夕ペ ース カ咄 現
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した時 で ある。

逆 に商 品 の一 部 をデ ィジ タル化 等 の加 工 を行 いデ ー タベ ー ス化 す る こ とにつ い ては 、著 作権 の侵 害

に はな らな い とい うのが 慣行 で あ る。 以上 は、EPAのS.　 R.Heller博 士 の意 見 で あ った。

、

(5)　 デー タベー ス検 索 サー ビ スと著 作権

　 米国 で は、 デ ー 久ベー スの 利用 は、

① 　ユー ザ の検 索

② イ ンフ ォー メー シ ョン ・ブ ロー カに よる代行 検 索

の いず れ かの 手 順 でな され る 。

① は著作 権 につい て問題 が ない。 著 作権 が 主張 され てい るデー タベー ス(lliP、　C　A　 Search)に

つい ては1サ イテー シ ョン(引 用)当 りの ロ イヤル テ ィをデ ィス トリビ ュー タが プ ロ.デュー サ に納 付

してお り、 そ れ は利用 料 金 に転 嫁 され てい る。

　 ② の場 合、 検索 結果 は イ ン フ ォメー シ.ン ・ブ ロー カか ら依頼 者 で ある第三 者 に最 終的 に渡 され る

の で ある。 そ の時 デ ー タベ ー ス サー ビスが契 約 者(利 用者)の み に直 接 向け られ る もの で あ る との規

定 をお くデー タベー ス ・プ ロデ ュー サ は、 第 三 者 に流 通 させ る ことに追 加 の ロイヤ ルテ ィを要 求 した

り、 何 らか の 甲告 を課 してい る。

　 IODのS.　 Rugg氏 に よれば、　C　A　S(Chemical　 Abstracts　 Service)はCA　 Search　 の 利

用 の際 に、 イン フ ォメー シ ョン ・ブ ロー カ には1サ イテー シ ョン、3セ ン トの ロイヤ ルテ ィの追 加 を

要求ら 衝 雄 蝶 とす醐 らぱ れに鋤 く・ている;こ の点は躰 と若停 情か異な・ている・

日本 では 代行 検索 の場 合 、 追 加料 金 は請 求 され てい ない。 また、SDCのORIBITに てサー ビス

され てい るTULSAの 代 行検 索 につ い て は、 検索 内容 の 申告 が課 せ られ てい る。TULSAは 、 石

油、 天然 ガス の採 掘 ・開発 ・生産 に 関す る世 界 の文 献 お よび特許 のデ ー タベー ス で ある 。

で

(4)　 ドキ ュ メン ト ・フ ァイ ンデ ィング と著 作権

　 イン フ ォメー シ 。ン ・ブ ロー カの業務 の う ち代行 検索 と同様 に主要 な もの に ドキ ュメ ン ト ・フ ァイ

ンデ ィ ングが ある。 これ は ドキ ュメ ン ト ・デ リバ リー と も呼 ばれ る原報(原 文 献)コ ピ ィ ・サ ー ビス

で あ る 。

　 IQDに よ れ ば こ の 際 、 雑 誌 か らの コ ピ ィ に つ い て は 極 め て 明 快 な 規 定 が な さ れ て い る 。 コ ピ ィ時

の ロ イ ヤ ル テ ィはC　 opyright　 Clearance　 Center,　 Inc(CCC)か ら発 行 され て い るpublisher's

photo-Copy　 Fee　 Catalog　 (PPC)に よ り規 定 さ れ て い る 。 対 象 とな る 雑 誌 、 ジ ャー ナ ル は 、 約

2.500種 で あ る。 ロ イ ヤ ル テ ィに は 該 当 文 献1ケ 当 りの 固 定 料 金 制 と1頁 当 りの 比 例 料 金 制 を と る

もの と が あ る。1文 献 当 りの 料 金 は 平 均 す る と1・5ド ル で あ り、 高 い もの は 、American　 G　eophy　 '

sical　 Union発 行 の も の で9.55ド ル で あ り、 安 い も の は 、　 IEEE発 行 の も の で0・5ド ル で あ る。

この 料 金 は 、 雑 誌 の 発 行 量 に 反 比 例 して い る。
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　 一 般 に、 雑 誌 の コ ピ ィに際 して は、 イン フ ォメー シ ョン　 ブ ロー カがそ の ロ イヤル テ ィをCCCに

納 入す る こ とにな ってい る。

　 一方 、 本(BOOK)に つ い ては、 か つ てCCCに 登 録 され て い たが、 現在 は解 除 され てい る。 従

って 、本 か らの コ ピ ィに つい ては、 イ ンフ ォメー シ ョン ・ブ ロー カは 出版 社 と直接 契 約 を結 び、 コ ピ

ィの許 可 、 ロイヤ ルテ ィの決 定等 を行 うこ とが建 前 に な ってい る。

この よ うに本 の コ ピ ィの著 作権 の規 制 は雑 誌 ほ ど徹底 して お らず、 その 実態 は 不透 明 な部 分 が多 く

こgray　 area
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